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お客さま 各位                            2022 年 3 月 

TG オクトパスエナジー株式会社 

 

適用される約款類の変更点の概要 

 

オクトパスエナジーへアカウントを移行するにあたり、適用される約款類の変更にご同意

をいただきますが、以下のとおり変更前後の約款類の違いの概要について記載いたします。

なお、電気料金は、変更前後で同等です（燃料費調整は除きます。詳細は下記の「2. 変更点

の概要」をご確認ください。）。 

以下の内容をご確認いただき、ポップアップ画面でチェックボックスにチェックをいただ

いた後に、「変更に同意」ボタンのクリックをお願いいたします。 

なお、「変更に同意」をクリックされない場合、「3.「変更に同意」をクリックいただけない

場合の新約款、新メニューへの変更」に記載の効力発生日をもって、新たな約款、メニュー

に変更になります。 

 

1. 変更対象の約款・電気料金メニュー定義書について 

【全てのお客さまに共通する変更】 

➢ 「電気供給約款」（以下、「旧約款」といいます。）から「電気需給約款」（以下、「新

約款」といいます。）に変更になります。 

【お客さまごとに異なる変更】 

➢ 現在ご契約されている契約種別定義書に応じて、以下の通りの電気料金メニュー

定義書に変更になります。 

現在 変更後 

契約種別定義書「GREENa スタンダー

ド ファミリー」 

電気料金メニュー定義書「GREENa ス

タンダード ファミリー」 

契約種別定義書「GREENa RE100 ファ

ミリー」 

電気料金メニュー定義書「GREENa 

RE100 ファミリー」 

契約種別定義書「GREENa スタンダー

ド ビジネス」 

電気料金メニュー定義書「GREENa ス

タンダード ビジネス」 

契約種別定義書「GREENa RE100 ビジ

ネス」 

電気料金メニュー定義書「GREENa 

RE100 ビジネス」 

契約種別定義書「GREENa スタンダー

ド 動力」 

電気料金メニュー定義書「GREENa ス

タンダード 動力」 

契約種別定義書「GREENa RE100 動

力」 

電気料金メニュー定義書「GREENa 

RE100 動力」 

契約種別定義書「GREENa スタンダー 電気料金メニュー定義書「GREENa ス
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ド ナイト割」 タンダード ナイト割」 

契約種別定義書「GREENa RE100 ナイ

ト割」 

電気料金メニュー定義書「GREENa 

RE100 ナイト割」 

以下、上記の表の「現在」のメニューを「旧メニュー」といい、「変更後」のメニ

ューを「新メニュー」といいます。 

 

2. 変更点の概要 

➢ 電気料金について 

【東北電力エリア・東京電力エリア・中部電力エリア・九州電力エリア】 

新旧約款・新旧メニューとも料金の構成は原則として、 

基本料金＋電力量料金＋燃料費調整＋再生可能エネルギー発電促進賦課金です 

（九州電力エリアでは、燃料費調整に離島ユニバーサルサービス調整を含みま

す。） 

✓ 基本料金は、旧約款・旧メニューでは月ごとの単価ですが、新約款・新メニ

ューでは日ごとの単価です。ただし、365 日に換算すると同等の金額です。

また、旧約款・メニューでは、10〜30 アンペアまで同一金額となっておりま

したが、新約款・メニューでは、10〜30 アンペアはアンペア数に比例した金

額となります。そのため、30 アンペア未満のお客さまにおかれましては、新

約款・新メニューでは減額となります。 

✓ 電力量料金と再生可能エネルギー賦課金の単価は、電気のご使用量（kWh）

ごとの単価ですが、変更はありません。 

✓ 燃料費調整は、旧約款・メニューでは上限値がございますが、新約款・メニ

ューでは上限値がありません。そのため、燃料価格が高騰している場合、新

約款・メニューでは、旧約款・メニューに比べて高くなる場合がございま

す。 

✓ 動力/ナイト割メニューでは、旧約款・メニューでは、電気のご使用量（kWh）

を小数点以下で四捨五入していましたが、新約款・メニューでは、小数点以下

の値となる場合、端数処理は行わず、その値を電気料金の計算で使用します。

（動力メニュー以外は、旧約款・メニューと変わらず四捨五入します。） 

 

【関西電力エリア・中国電力エリア】 

旧約款・旧メニューの料金の構成は原則として、 

最低料金＋電力量料金＋燃料費調整＋再生可能エネルギー発電促進賦課金ですが 

新約款・新メニューの料金の構成は原則として、 

    基本料金＋電力量料金＋燃料費調整＋再生可能エネルギー発電促進賦課金です。 
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✓ 旧約款・旧メニューでは「最低料金」であったものが新約款・新メニューで

は「基本料金」に変わりますが、名称の変更のみで、下記のとおり金額は同

等です。（ビジネス/動力/ナイトメニューは、旧約款・旧メニューでも「基本

料金」です） 

✓ 旧約款・旧メニューの最低料金は月ごとの単価ですが、新約款・新メニュー

の基本料金は日ごとの単価です。ただし、365 日に換算すると同等の金額で

す。単価の詳細は、対象の「電気料金メニュー定義書」をご確認ください。 

✓ 電力量料金と再生可能エネルギー賦課金の単価は、電気のご使用量（kWh）

ごとの単価ですが、変更はありません。 

✓ 燃料費調整は、旧約款・メニューでは上限値がございますが、新約款・メニ

ューでは上限値がありません。そのため、燃料価格が高騰している場合、新

約款・メニューでは、旧約款・メニューに比べて高くなる場合がございま

す。2022 年 3 月分、４月分では、上限値を超えております。 

また、旧約款・旧メニューでは、電気のご使用量 15kWh までの燃料費調整単

価と、電気のご使用量 16kWh 以上の 1kWh ごとにかかる燃料費調整単価の２

つの単価が設定されておりましたが、新約款・新メニューでは、電気のご使

用量 1kWh ごとにかかる燃料費調整の単価のみ設定します。ただし、変更前

後で同等です。 

✓ 動力/ナイト割メニューでは、旧約款・メニューでは、電気のご使用量（kWh）

を小数点以下で四捨五入していましたが、新約款・メニューでは、小数点以下

の値となる場合、端数処理は行わず、その値を電気料金の計算で使用します。

（動力メニュー以外は、旧約款・メニューと変わらず四捨五入します。） 

 

➢ 友達紹介について 

✓ 旧約款・旧メニュー：友達紹介制度は適用されません。 

✓ 新約款・新メニュー：友達紹介制度が適用されます。 

新約款・新メニューへの変更にご同意いただくと、オクトパスエナジーのマイペ

ージに紹介用 URL が付与されます。紹介用 URL をお友達にご紹介いただき、お

友達がオクトパスに仲間入りされますと、紹介者とお友達の双方のオクトパスエ

ナジーのアカウントに 5,000 円の紹介ボーナスが付与され、その後の電気料金に自

動的に充当される仕組みです。ぜひご活用ください。 

 

➢ 契約期間について 

✓ 旧約款・旧メニュー：電気供給契約成立の日から料金適用開始の日以降 1 年

目の日までです。特段のお申し出がない限り、電気供給契約の契約期間は契

約終了後も 1 年ごとに同一条件で継続されます。 
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✓ 新約款・新メニュー：当社がお客さまからの申し込みを当社が承諾したとき

から、解約されるまで継続します。 

上記のとおり、新旧で契約期間は異なりますが、オクトパスエナジーではいつ解

約をされても解約金はかかりませんので、変更前後で実質的に変更はございませ

ん。 

 

➢ 支払方法ついて 

新旧約款・新旧メニューとも、口座振替・クレジットカード払いが可能です。 

✓ 口座振替、クレジットカードの情報は、旧約款・旧メニューから引き継ぐこと

ができないため、大変お手数をおかけしますが、「変更に同意」ボタンクリッ

ク後、オクトパスエナジーのマイページから口座振替、クレジットカード情報

をご登録いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

➢ 支払義務発生日、支払期限日 

✓ 旧約款・旧メニュー：支払義務発生日は、検針日とします。支払期限日は、

所定の方法により請求を行った日の属する月の翌月末日です。 

✓ 新約款・新メニュー：支払義務発生日は、電気料金の請求日とします。支払

期限日は、支払方法が口座振替の場合、口座振替日、クレジットカード払い

の場合、立替払いがされた日とします。口座振替日や立替払いがされる日

は、原則として電気料金の請求日にお知らせします。 

 

3. 「変更に同意」をクリックいただけない場合の新約款、新メニューへの変更 

以下の「契約種別定義書」が適用されているお客さまについては、以下の各効力発生

日の前に「変更に同意」のクリックを頂けない場合、各効力発生日より「電気需給約

款」および以下に定める「電気料金メニュー定義書」に変更になります。 

なお、電気料金にかかわる条件は、原則として、変更の効力発生日以降の計量日から

適用になります。ただし所定の手続きが遅れた場合、それ以降の計量日から適用にな

る場合があります。 

 ただし、同一のお客さまで複数の契約がある場合、以下の各効力発生日に関わら

ず、変更の効力発生日は「2022 年 4 月 30 日」とします。 

 

➢ 契約種別定義書「GREENa スタンダード ファミリー」、「GREENa RE100 ファミリ

ー」 

✓ 契約種別定義書「GREENa スタンダード ファミリー」については、電気料

金メニュー定義書「GREENa スタンダード ファミリー」に内容が変更とな

ります。 
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✓ 契約種別定義書「GREENa RE100 ファミリー」については、電気料金メニュ

ー定義書「GREENa RE100 ファミリー」に内容が変更となります。 

【変更の効力発生日】  

 東北電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 東京電力エリア 2022 年 4 月 2 日 

 中部電力エリア 2022 年 4 月 1 日 

 関西電力エリア 2022 年 4 月 10 日 

 中国電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 九州電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 

➢ 契約種別定義書「GREENa スタンダード ビジネス」、「GREENa RE100 ビジネス」 

✓ 契約種別定義書「GREENa スタンダード ビジネス」については、電気料金

メニュー定義書「GREENa スタンダード ビジネス」に内容が変更となりま

す。 

✓ 契約種別定義書「GREENa RE100 ビジネス」については、電気料金メニュー

定義書「GREENa RE100 ビジネス」に内容が変更となります。 

【変更の効力発生日】  

 東北電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 東京電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 中部電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 関西電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 中国電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 九州電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 

➢ 契約種別定義書「GREENa スタンダード 動力」、「GREENa RE100 動力」 

✓ 契約種別定義書「GREENa スタンダード 動力」については、電気料金メニ

ュー定義書「GREENa スタンダード 動力」に内容が変更となります。 

✓ 契約種別定義書「GREENa RE100 動力」については、電気料金メニュー定義

書「GREENa RE100 動力」に内容が変更となります。 

【変更の効力発生日】  

 東北電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 東京電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 中部電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 関西電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 中国電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

 九州電力エリア 2022 年 4 月 22 日 
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➢ 契約種別定義書「GREENa スタンダード ナイト割」、「GREENa RE100 ナイト割」 

✓ 契約種別定義書「GREENa スタンダード ナイト割」については、電気料金

メニュー定義書「GREENa スタンダード ナイト割」に内容が変更となりま

す。 

✓ 契約種別定義書「GREENa RE100 ナイト割」については、電気料金メニュー

定義書「GREENa RE100 ナイト割」に内容が変更となります。 

【変更の効力発生日】  

 東京電力エリア 2022 年 4 月 30 日 

 中部電力エリア 2022 年 4 月 30 日 

 関西電力エリア 2022 年 4 月 30 日 
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約款の新旧比較表 

新 旧 

表紙 

電気需給約款 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 3 月 22 日実施 

表紙 

電気供給約款 

（グリーナでんき） 

【低圧】 

2022 年 2 月 1 日実施 

TG オクトパスエナジー株式会社 

I 総則 

１ 適用 

（１）この電気需給約款（以下「本約款」といいます。）は、当社が、

低圧需要に応じて、一般送配電事業者の託送供給等約款（以下「託

送約款」といいます。）に定める託送供給により、電気を小売すると

きの需給条件を定めたものです。 

（２）本約款は、次の地域に適用します。ただし、離島（その区域

内において自らが維持し、および運用する電線路が自らが維持し、

および運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島とし

て経済産業省令で定めるものに限ります。）は除きます。 

①東北電力エリア：青森県，岩手県，秋田県，宮城県，山形県，福

島県、新潟県 

②東京電力エリア：栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東

京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富士川以東） 

③中部電力エリア：愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重県（一

第 1 章 総則 

第１条 適用 

当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供

給条件は、この電気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「本

約款」といいます。）によります。 
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部を除きます。）、静岡県（富士川以西）、長野県 

④関西電力エリア：滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、

兵庫県（一部を除きます。）、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県

の一部 

⑤中国電力エリア：鳥取県、島根県（隠岐諸島〔島後、中ノ島、西

ノ島、知夫里島〕を除きます。）、岡山県、広島県、山口県（見島を

除きます。）、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 

⑥九州電力エリア：福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮

崎県、鹿児島県 

（３）契約締結にあたっての供給条件の説明、契約締結前の書面交

付および契約締結後の書面交付を行う場合は、インターネット上で

の開示、電子メールの送信または書面の交付その他当社が適当と判

断した方法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）によ

り行うことについてご承諾いただきます。 

２ 定義 

次の言葉は、本約款等においてそれぞれ次の意味で使用します。 

（１）一般送配電事業者 

1（適用）(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについ

て電気事業法第 3 条の許可を受けた事業者をいいます。 

（２）低圧 

標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 

（３）需要場所 

託送約款に定める需要場所をいいます。 

第３条 定義 

次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 

（１）低圧 

標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 

（２）電灯 

LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器

（付属装置を含みます。）をいいます。 

（３）小型機器 

主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以
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（４）電灯 

白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器（付

属装置を含みます。）をいいます。 

（５）小型機器 

主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以

外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等によ

り他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあ

り、電灯と併用できないものは除きます。 

（６）動力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

（７）契約負荷設備 

契約上使用できる負荷設備をいいます。 

（８）契約主開閉器 

契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対し

て電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限する

ものをいいます。 

（９）契約電流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）をいい、交流単相 2 線式標

準電圧 100 ボルトに換算した値とします。 

（１０）契約容量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。 

（１１）契約電力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。 

外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等によ

り他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあ

り、電灯と併用できないものは除きます。 

（４）動力 

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 

（５）負荷設備 

お客さまが使用できる負荷設備をいいます。 

（６）契約主開閉器 

契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して

電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するもの

をいいます。 

（７）契約電流 

契約上使用できる最大電流（アンペア）をいい、交流単相 2 線式標

準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。 

（８）契約容量 

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。 

（９）契約電力 

契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。 

（１０）使用電力量 

お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計

量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をい

います。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧に

より計量するものとし、計量された使用電力量を原則として 3 パー
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（１２）契約電力等 

契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。 

（１３）電気料金メニュー 

電気料金メニュー定義書ごとに定める基本料金、電力量料金等お客

さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。 

（１４）付帯メニュー 

電気料金メニューごとに付帯する割引等の条件をいいます。 

（１５）電気料金 

本約款にもとづき、電気料金メニューを適用し、お客さまの電気の

ご使用状況に応じて計算される料金をいいます。 

（１６）再生可能エネルギー発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法（以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。）第 36 条

第 1 項に定める賦課金をいいます。 

（１７）供給条件の説明 

電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件の説明を

いいます。 

（１８）契約締結前の書面交付 

電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件が記載さ

れた書面の交付をいいます。 

（１９）契約締結後の書面交付 

電気事業法第 2 条の 14 に定める電気料金その他供給条件が記載さ

れた書面の交付をいいます。 

セントの損失率によって修正した電力量といたします。 

（１１）消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により

課される地方消費税に相当する金額をいいます。 

（１２）再生可能エネルギー発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法（以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。）第 36 条

第 1 項に定める賦課金をいいます。 

（１３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（１４）平均燃料価格算定期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を

算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、

2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの

期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日

までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日か

ら 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11

月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日

までの期間といたします。）をいいます。 

（１５）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 
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（２０）消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課

される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算

の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り

捨てます。 

（２１）消費税率 

消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を

加えた値をいいます。 

（１６）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（１７）一般送配電事業者 

お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。 

（１８）供給地点特定番号 

需要場所において 1 つ付与されている番号であって、一般送配電事

業者または当社が設備情報および使用電力量情報の閲覧または取得

にあたり、対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。 

（１９）接続供給契約 

当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般

送配電事業者から受ける電気の供給に係る契約をいいます。 

３ 単数および端数処理 

本約款等において電気料金その他を計算する場合の単位およびその

端数処理は、次のとおりとします。その他の単位および端数処理は

電気料金メニュー定義書ごとに定めます。 

（１）契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボル

トアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

（２）電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、

その端数は、切り捨てます。 

第４条 単数および端数処理 

本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処

理は、次のとおりといたします。 

（１）契約容量の単位は、１キロボルトアンペア(kVA)とし、その端

数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

（２）使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

（３）料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、そ

の端数は、小数点以下第 1 位で切り捨ていたします。ただし、消費

税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額

および消費税等相当額の単位は、それぞれ１円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で切り捨ていたします。 
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４ 本約款等の変更 

（１）当社は、本約款、11（電気料金メニュー）（１）の電気料金メ

ニュー定義書、12（付帯メニュー）（１）の付帯メニュー定義書（以

下「本約款等」といいます。）に関して、託送約款が改定された場合、

関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じ

た場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その

他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の 4 の定型約款の

変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変

更することがあります。この場合には、原則として、電気料金にか

かわる条件は変更の効力発生日直後の電気の計量日または検針日か

ら、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等

によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款

等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに変更の効力

発生日を、当社が適当と判断した方法により、お知らせします。 

（２）本約款等の変更または契約の変更にともない、（３）に定める

場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに

契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじ

め承諾していただきます。 

①供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社

が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項の

うち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。 

②契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方

法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をし

第２条 電気供給約款の変更等 

（１）一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、

法令・条例・規則等の改正により本約款に変更の必要が生じた場合、

その他当社が必要と判断した場合には、当社は、民法その他の法令

の規定に基づき、本約款に係る契約の目的に反せず、かつ合理的な

範囲で、本約款を変更することがあります。この場合には、この本

約款に定める供給条件は、変更後の電気供給約款によります。なお、

当社は、本約款を変更する際には、変更後の内容および変更の効力

発生時期を、当社ホームページ上での掲載その他適切な方法により、

お客さまにあらかじめお知らせするものとします。 

（２）消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社

は、変更された税率に基づき、この供給条件および電気供給契約に

定める料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、

電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款および電気供給契約

の内容によります。 

（３）当社が、本約款の変更等を行う場合、変更の際の供給条件の

説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を次のと

おり行うことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとしま

す。 

イ 本約款を変更する場合（ロに定める場合を除きます。）、供給条

件の説明および契約締結前の書面交付については、書面の交付、イ

ンターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当

と判断した方法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）
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た事項ならびに供給地点特定番号を記載します。 

（３）本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必

要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をと

もなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前

の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしよう

とする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよ

び契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾して

いただきます。 

により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしよう

とする事項のみを説明し記載するものとし、契約締結後の書面交付

については、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称お

よび住所、契約年月日、当該変更した事項、供給地点特定番号を記

載するものとします。 

ロ 本約款等を変更する場合（法令の制定または改廃に伴い当然必

要とされる形式的な変更その他の電気供給契約の実質的な変更を伴

わない変更である場合に限ります。）、供給条件の説明および契約締

結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をし

ようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること

とし、契約締結後の書面交付については行わないこととします。 

ハ 第 8 条（契約期間）第（２）項の規定に従い電気供給契約が更

新される場合、供給条件の説明については、更新後の契約期間のみ

を契約締結前の書面交付をすることなく説明することとし、契約締

結後の書面交付については、当社が適当と判断した方法により行い、

当社の名称および住所、契約年月日、更新後の契約期間、供給地点

特定番号を記載するものとします。 

５ 実施細目 

本約款等の実施上必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、そ

のつどお客さまと当社との協議によって定めます。 

第５条 実施細目等 

（１）本約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社

との協議によって定めます。 

（２）本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社

との協議によって定めます。 

６ 電気需給契約の申し込み 第６条 電気供給契約の申込みと承諾 
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（１）お客さまが新たに当社との電気需給契約を希望される場合は、

原則としてそのご本人から、あらかじめ本約款等を承認のうえ、電

気料金メニューを１つ選択し、当社所定の方法により必要事項を明

らかにして申し込みいただきます。 

（２）申し込みにあたり、お客さまは、35（電気需給にともなうお

客さまの協力）に定めるものの他、託送約款で定める需要者に関す

る事項について遵守していただきます。 

（１）お客さまが当社と新たに電気供給契約を希望される場合は、

あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みを

していただきます。 

（２）電気供給契約は、お客さまからの申込み（別途取り決めの無

い限り当社所定の書面を使用した申込みに限る。）を当社が承諾した

ときに成立いたします。 

（削除） 第７条 契約の要件 

お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設

備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技

術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託

送供給等約款における需要者にかかわる事項および系統連系技術要

件を遵守していただきます。 

（削除） 第８条 契約期間 

（１）契約期間は電気供給契約が成立した日から、料金適用開始の

日以降 1 年目の日までといたします。 

（２）契約期間満了日の 1 ヶ月前までに、お客さまから当社に対す

る、または当社からお客様に対する電気供給契約終了の当社所定の

方法による意思表示がない限り、電気供給契約の契約期間は契約終

了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

（削除） 第９条 需要場所 

（１）当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。な

お、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的な遮
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断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、

独立した建物をいいます。 

（２）隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む

事業の相互の関連性が高いときは、本条第（１）項にかかわらず、

その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。 

（３）対象建物が一般送配電事業者において１需要場所と定める場

合は当社においても同様の取扱といたします。 

７ 電気需給契約の成立 

（１）電気需給契約は、お客さまからの申し込みを当社が承諾した

ときに成立します。 

（２）当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、申し込み

内容の不備、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申

し込みを承諾できない場合があります。 

第１３条 承諾の限界 

当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況

その他によってやむをえない場合には電気供給契約の申込みの全

部、または一部をお断りすることがあります。 

８ 電気需給契約の単位 

（１）当社は、電気の 1 需要場所について、原則１電気需給契約を

締結します。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用す

る需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。 

（２）1 電気需給契約には、お客さまが選択した 1 電気料金メニュ

ーを適用するものとし、適用条件を満たす場合には、付帯メニュー

を適用します。 

第１０条 電気供給契約の単位 

当社は、お客さまの希望に応じて、1 需要場所について、原則とし

て、1 電気供給契約を結びます。 

９ 電気の需給開始 

（１）当社は、お客さまとの電気需給契約が成立したときには、需

給開始に必要な手続きを経た後、需給開始日より電気を供給します。

第１１条 供給の開始 

（１）一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気

の供給は開始されません。 
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この場合の需給開始日は、以下のとおりとし、需給開始後すみやか

に当社が適当と判断した方法にてお客さまに通知します。 

①他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合

は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の計量

日または検針日とします。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、

原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事

業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始

し、後に当社との電気需給契約が成立した場合には、その使用を開

始した日とします。 

（２）当社は、一般送配電事業者に起因する事由その他のやむを得

ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給でき

ないことがあります。また、申し込みにあたり必要な事項について、

お客さまから提供いただいた情報に、不足、不備、誤り、一般送配

電事業者の所持する情報との不一致等がある場合、電気の供給を開

始できないことがあります。 

（２）当社は、お客さまの電気供給契約の申込みを承諾したときに

は、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準

備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたしま

す。 

（３）天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定

めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合に

は、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さ

まと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。 

１０ 供給の単位 

当社は、次の場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、

1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。 

①共同引込線（複数の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を

供給するための引込線をいいます。）による引込みで電気を供給する

場合 

②その他技術上、経済上やむを得ない場合 

第１２条 供給の単位 

当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1

引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。ただし、電灯

または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、従量電灯のう

ちの 1 契約種別と低圧電力とをあわせて契約することができます。 
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（削除） 第１４条 電気供給契約書の作成 

電気供給契約の成立は、第 6 条（電気供給契約の申込みと承諾）第

（２）項のとおり、お客さまからの申し込みに当社が承諾したとき

に成立します。当社は電気の供給に関する必要な事項について、特

別な事情がある場合を除き、別途、電気供給契約に関する文書を作

成しないものとし、お客さまはこれに承諾するものとします。 

１１ 電気料金メニュー 

（１）電気料金メニューに関する詳細事項は、電気料金メニュー定

義書にて定めます。 

（２）電気料金メニュー定義書では、適用条件、供給電気方式、供

給電圧および周波数、契約電力等、電気料金メニューの適用期間等

を定めます。 

（３）友達紹介割については、付則４で定めます。 

第１５条 契約種別 

契約種別に関する詳細事項は、契約種別定義書にて定めます。 

（削除） 第１６条 料金 

料金は、基本料金、電力量料金および契約種別定義書の別表の 1（再

生可能エネルギー発電促進賦課金）（３）によって算定された再生可

能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量

料金は契約種別定義書別表の 2（燃料費調整）（１）①によって算定

された平均燃料価格が別表の 2（燃料調整費）（１）②（イ）の場合

は、別表の 2（燃料費調整）（１）④によって算定された燃料費調整

額を差し引いたものとし、別表の 2（燃料費調整）（１）①によって

算定された平均燃料価格が別表の 2（燃料調整費）（１）②（ロ）の

場合は、別表の 2（燃料費調整）（１）④によって算定された燃料費
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調整額を加えたものといたします。 ただし、まったく電気を使用し

ない場合の基本料金は、半額といたします。 

（削除） 第１７条 料金の適用開始の時期 

料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およ

びお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合

を除き、供給開始日から適用いたします。 

１２ 付帯メニュー 

（１）電気需給契約および電気料金メニューに付帯して提供する付

帯メニューに関する詳細事項は、付帯メニュー定義書にて定めます。 

（２）付帯メニュー定義書では、適用条件等を定めます。 

（新設） 

１３ 電気の検針 

（１）電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。 

（２）月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて一

般送配電事業者が定めます。 

（３）一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事

情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。

この場合、電気の検針を行わない月については、一般送配電事業者

があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行ったものとしま

す。 

第１８条 検針日 

検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を

行ったものとされる日とします。 

１４ 電気の使用期間 

（１）当月の電気の使用期間は、前月の電気の計量日（一般送配電

事業者があらかじめ当社に通知する電力量または最大需要電力等が

記録型計量器に記録される日をいいます。）から当月の電気の計量日

第１９条 料金の算定期間 

（１）料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日ま

での期間（以下「検針期間」といいます。）といたします。ただし、

電気の供給を開始し、または電気供給契約が終了した場合の料金の
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の前日までの期間とします。また、記録型計量器以外の計量器で計

量するときは、前月の電気の検針日から当月の電気の検針日の前日

までの期間とします。ただし、電気の需給を開始した場合は、需給

開始日から直後の計量日の前日または検針日の前日までを使用期間

とします。電気需給契約を解約した場合は、直前の計量日または検

針日から解約日の前日までを使用期間とします。 

（２）当社は使用期間の使用電力量（以下「当月の使用電力量」と

いいます。）をもとに、電気料金を計算します。 

算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間または

直前の検針日から供給終了日の前日までの期間といたします。 

（２）一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であら

かじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日（以

下「計量日」といいます。）をお知らせしたときは、料金の算定期間

は、本条第（１）項にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日

の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、ま

たは電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日

から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から供給終

了日の前日までの期間といたします。 

（３）料金は、電気供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して

算定いたします。 

１５ 電気の計量 

（１）お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、一

般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の

電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社

に通知されます。 

（２）電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一

般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量で

きなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、

託送約款に定めるところにより、一般送配電事業者と当社との協議

によって定め、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえて当

社が決定します。 

第２０条 使用電力量等の計量 

使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに

一般送配電事業者から当社に通知（電気供給契約が終了した場合は、

原則として終了日における電力会社からの当社への通知）があった

後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。 

（１）最大供給電力の計量は、一般送配電事業者が設置した 30 分最

大需要電力計により行うものといたします。 

（２）計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、料金の算定期間の使用電力量は、契約種別定義書の別

表の 3（使用電力量の協定）を基準として、お客さまと当社との協

議によって定めます。 
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（３）当社は、（１）および（２）をもとに、電気料金メニューごと

に必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。 

（４）計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知しま

す。 

１６ 電気料金の計算 

（１）電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）（３）によって計算された再生可能エネル

ギー発電促進賦課金の合計とします。 

（２）当社は、電気料金の使用期間を「1 か月」として電気料金を計

算します。 

（３）電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算しま

す。 

（４）電気料金メニューに加え、付帯メニューが適用される場合、

その全てを反映して電気料金を計算します。 

第２１条 料金の算定 

（１）料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算

定いたします。 

イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、また

は電気供給契約が終了した場合 

ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことに

より、料金に変更があった場合 

（２）本条第（１）項イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算

とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該

当する月の全日数で除した金額とします。ここに、「供給した日数」

とは、本条第（１）項イの場合においては、電気の供給の開始日お

よび再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除くものといた

します｡また、本条第（１）項ロの場合には料金の変更があった日の

前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給

日数につき変更後の基本料金を適用いたします｡ 

【日割計算の基本算式】 

日割計算の基本算式は、次の通りといたします。 

① 基本料金を日割りする場合 

 
日割計算対象日数 
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１ヶ月の該当料金 × 

 

②日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 

イ 本条第（１）項イの場合 

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 

ロ 本条第（１）項ロの場合 

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期

間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算

定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によりま

す。 

（３）本条第（１）項イの場合の電力量については、料金の算定期

間の使用電力量により算定し、本条第（１）項ロの場合の電力量に

ついては、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前

後の期間に区分して算定いたします｡ただし、当社にて使用電力量の

計量が行えない場合または当社が計量した使用電力量と一般送配電

事業者が計量した使用電力量とに差異が生じた場合、一般送配電事

業者が計量した使用電力量を料金の算定期間の使用電力量といたし

ます。 

１７ 支払義務発生日 

（１）１か月の電気料金の支払義務発生日（電気料金についてお客

さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。）

は、当該１か月の電気の計量日または検針日以降に計算する電気料

金の請求日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合におけ

第２２条 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 

（１）お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。 

イ 原則として検針日といたします。 

ロ 電気供給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、

特別の事情があって電気供給契約の消滅日以降に計量値の確認を行

料金の算定期間の日数 
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る、前回の計量日または前回の検針日から解約日までの電気料金の

支払義務発生日は、解約日以降に計算される当該期間分の電気料金

の請求日とします。 

（２）電気料金の請求は、原則として当社 Web サイトのお客さま専

用ページ（以下「マイページ」といいます。）へ掲載する方法により

行います。当社がマイページ上に請求額にかかわる電子データを登

録した日を、電気料金の請求日とします。 

なった場合は、その日といたします。 

（２）お客さまの料金の支払期日は、次のイからニの場合を除き、

当社がその所定の方法により請求を行った日の属する月の翌月末日

その他の当社が別に定める日といたします。なお、支払期日が休日

等に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたしま

す｡ 

イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出

した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 

ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれ

らに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 

ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立

を受けた場合 

ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 

（３）本条第（２）項イからニまでに該当する場合、お客さまの料

金の支払期日は、当社が別に定める場合を除き、次のとおりといた

します｡ 

イ 本条第（２）項イからニまでに該当する事由が発生した日まで

に支払義務が発生し、支払われていない料金（既に支払期限を経過

している料金を除きます｡）については、該当する事由が発生した日

といたします｡ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発

生日から 2 営業日を経過していない料金については、支払義務発生

日の翌日から起算して 2 営業日後の日といたします｡ 

ロ 本条第（２）項イからニまでに該当する事由が発生した日の翌
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日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌

日から起算して 5 営業日後の日といたします｡ 

（４）お客さまが、本条第（２）項イからニまでに該当する事由を

解消された場合には、当社に申し出ていただきます｡この場合、その

事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お

客さまがその事由に該当しなかったものとみなします｡ 

（５）電気料金の支払い方法は、クレジットカードまたは金融機関

の口座からの自動引き落としの方法による支払いとさせていただ

き、詳細は当社の定めるところによるものとします。 

（６）本条第（５）項より、お客さまが指定する金融機関の該当口

座より自動引落しがなされなかった場合には、当社が改めて指定す

る銀行口座にお振込みいただきます。また、この時、お振込手数料

はお客さまのご負担となります。当社は、支払期日の翌日から支払

いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。 

（７）当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、

その支払過剰額または過小額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当

社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきま

す。 

１８ 支払期限日 

（１）お客さまの電気料金は、支払期限日までに支払っていただき

ます。 

（２）支払期限日は、支払方法が口座振替の場合、19（電気料金の

支払方法および支払日）で定める口座振替日、クレジットカード払

（新設） 
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いの場合、19（電気料金の支払方法および支払日）で定める立替払

いがされた日とします。口座振替日や立替払いがされる日は、原則

として電気料金の請求日にお知らせします。 

１９ 電気料金の支払方法および支払日 

（１）お客さまは、電気料金（20（延滞利息）の延滞利息を含みま

す。）を毎月お支払いいただきます。お客さまの電気料金のお支払方

法および支払日は、以下のとおりです。 

①口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の方法によりあら

かじめ当社に申し込んでいただきます。その場合、電気料金の口座

振替日は当社が指定した日とし、お客さまの口座から引き落とされ

た日に当社に対する支払いがなされたものとします。 

②当社指定のクレジットカード会社（以下「クレジットカード会社」

といいます。）との契約にもとづきクレジットカード会社に毎月継続

して立替えする方法によりお支払いいただく場合は、当社所定の方

法によりあらかじめ当社に申し込んでいただきます。その場合、ク

レジットカード会社から当社に対する立替払いがされる日に当社に

対する支払いがなされたものとします。 

（２）当社は、お客さまにお支払いいただいた電気料金額に過不足

があることが判明した場合、その支払い過剰額または不足額をお客

さまにお知らせし、原則としてお知らせした日以降に支払期限日が

到来する電気料金と精算いたします。 

（新設） 

２０ 延滞利息 

（１）お客さまが支払期限日を経過してもなお電気料金を支払われ

第２３条 遅延利息 

（１）延滞利息は、年 14.6 パーセントの割合（閏年の日を含む期間
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ない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間

に応じて延滞利息を申し受けます。 

（２）延滞利息は、その計算の対象となる電気料金から、消費税等

相当額を差し引いた金額に一日あたり 0.0274 パーセントを乗じて

計算して得た金額とします。なお、消費税等相当額は次の計算式に

より計算します。 

電気料金に含まれる消費税等相当額 

＝電気料金×消費税率÷(1＋消費税率) 

（３）延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の計算の対象

となる電気料金を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金と

あわせてお支払いいただきます。 

についても、365 日当たりの割合といたします。）を乗じて算定して

得た金額といたします。 

（２）延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象

となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて

支払っていただきます。 

２１ 電気料金および延滞利息の支払順序 

電気料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いい

ただきます。 

（新設） 

（削除） 第２４条 保証金 

（１）当社は、原則として供給の開始もしくは再開に先だって、ま

たは供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額

をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、

お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加

で保証金を預けていただくことがあります。 

（２）保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日ま

でといたします。 

（３）当社は、電気供給契約が消滅した場合または支払期限を経過



28 

 

してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの

支払額に充当することがあります。 

（４）保証金については利息を付さないものとします。 

（５）当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気供給契約

が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、本条第

（３）項により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたし

ます。 

２２ 適正契約の保持 

当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適

当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なもの

に変更していただきます。 

第２５条 適正契約の保持 

当社は、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比

べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更するこ

とを求められた場合等、当社とお客さまとの電気供給契約が電気の

使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかにお客さ

まとの当該契約を適正なものに変更させていただくものとします。 

（削除） 第２６条 需要場所への立入りによる業務の実施 

当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さま

の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場

合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施す

ることを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、

係員は、所定の証明書を提示いたします。 

（１）需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、

改修または検査 

（２）第 48 条（保安等に対するお客さまの協力）第（１）項または

第（２）項によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務 
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（３）不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機

器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認も

しくは検査または電気の使用用途の確認 

（４）計量器の検針または計量値の確認 

（５）第 28 条（供給の停止）、第 38 条（電気供給契約の廃止）第

（１）項または第 41 条（解約等）により必要な処置 

（６）その他この本約款によって、電気供給契約の成立、変更もし

くは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気

工作物にかかわる保安の確認に必要な業務 

（削除） 第２７条 電気の使用にともなうお客さまの協力 

（１）お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の

使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社も

しくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障

を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定はその原因となる現象

が最も著しいと認める地点で行います。）には、お客さまの負担で、

必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、と

くに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備

を施設して、これにより電気を使用していただきます。 

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合 
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（２）お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的

に接続して使用される場合は、本条第（１）項に準ずるものといた

します。 

（削除） 第２８条 供給の停止 

（１）お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、その

お客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼する

ことがあります。 

イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊

急を要する場合 

ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損

傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合 

（２）お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、その

お客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事事業者に依頼す

ることがあります。なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに

予告いたします。 

イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払わない場合 

ロ お客さまが契約種別定義書および本約款によって支払いを要す

ることとなった料金以外の債務（遅延利息、保証金、違約金、工事

費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払われ

ない場合 

（３）お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告して

も改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の

停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 
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イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 

ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 

ハ 第 26 条（需要場所への立入りによる業務の実施）に反して、当

社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当

な理由なく拒否された場合 

ニ 第 27 条（電気の使用にともなうお客さまの協力）によって必要

となる措置を講じられない場合 

ホ その他お客さまが電気供給契約または本約款に反した場合。 

（４）当社がお客さまに第 25 条（適正契約の保持）に定める適正契

約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修

正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止

を一般送配電事業者に依頼することがあります｡ 

（５）本条第（１）項から第（４）項によって電気の供給を停止す

る場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送

配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 

なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただき

ます。 

（削除） 第２９条 供給停止の解除 

第 28 条（供給の停止）によって電気の供給を停止した場合で、お客

さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない

当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときに

は、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依

頼いたします。 
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（削除） 第３０条 供給停止期間中の料金 

第 28 条（供給の停止）によって電気の供給を停止した場合には、そ

の停止期間中については、当社は基本料金の 50 パーセント相当額

を第 21 条（料金の算定）第（２）項により停止期間中の日数につき

日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この

場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気

の供給を再開した日を含まないものといたします｡ 

２３ 違約金 

お客さまが 30（当社からの電気需給契約の解約等）（１）②ニから

ヘのいずれかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支

払いを免れた場合には、当社が託送約款の定めにより一般送配電事

業者から請求された金額は、違約金としてお客さまから申し受けま

す。 

第３１条 違約金 

（１）お客さまが第 28 条（供給の停止）第（３）項ロに該当し、そ

のために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、

その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けま

す。 

（２）第（１）項の「免れた金額」とは、本約款に定められた供給

条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて

算定された金額との差額といたします。 

（３）不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社

が決定した期間といたします。 

２４ 使用の制限もしくは中止 

当社は、次の場合には、一般送配電事業者の都合等により、供給時

間中にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただく

ことがあります。 

①一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、

または故障が生ずるおそれがある場合 

第３２条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 

（１）当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、ま

たはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくこ

とがあります。 

イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生

ずるおそれがある場合 
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②一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、

変更その他の工事上やむを得ない場合 

③一般送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要がある

と判断した場合 

④非常変災の場合 

ロ 一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他工事

上やむをえない場合 

ハ 非常変災の場合 

ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等、一般送配

電事業者が電気の供給を中止しまたは使用を制限もしくは中止する

要請を行った場合 

（２）本条第（１）項の場合には、当社は、あらかじめわかってい

る場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急や

むをえない場合は、この限りではありません。 

（削除） 第３３条 制限または中止の料金割引 

（１）当社は、第 32 条（供給の中止または使用の制限もしくは中

止）第（１）項によって、電気の供給を中止し、または電気の使用

を制限し、もしくは中止した場合には、当社は次のように割引いた

します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合

は、そのお客さまについては割引いたしません。 

イ) 割引の対象 

基本料金、ただし第 19 条（料金の算定期間）イの場合は、供給期間

について算定される第 21 条（料金の算定）第（２）項の額と供給停

止期間について算定される第 30 条（供給停止期間中の料金）の額と

を合計した当該算定期間 1 月の基本料金を対象とし、第 19 条（料金

の算定期間）ロの場合は、制限または中止の日における変更前また

は変更後の基本料金を対象といたします｡ 

ロ) 割引率 
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1 月中の制限、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントと

いたします。 

ハ) 制限または中止延べ日数の計算延べ日数は、1 日のうち延べ 1

時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。 

（２）本条第（１）項による延べ日数を計算する場合を計算する場

合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社が

お客さまにあらかじめお知らせして行なう制限または中止は、１月

につき１日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日

とは、１暦月の１暦日における１回の工事による制限または中止の

時間といたします。 

（３）本条第（１）項による割引額の単位は 1 円とし、その端数は

切り捨てます。 

２５ 損害賠償の免責 

（１）24（使用の制限もしくは中止）によって電気の使用を制限し、

もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由による

ものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害に

ついて賠償の責めを負いません。 

（２）30（当社からの電気需給契約の解約等）によって電気需給契

約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害

について賠償の責めを負いません。 

（３）漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとなら

ない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さま

の受けた損害について賠償の責めを負いません。 

第３４条 損害賠償の免責 

（１）あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当

社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 

（２）第 32 条（供給の中止または使用の制限もしくは中止）第（１）

項によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もし

くは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償

の責めを負いません｡ 

（３）第 28 条（供給の停止）によって電気の供給を停止した場合、

第 41 条（解約等）、または期間満了によって電気供給契約を解約し

た場合もしくは電気供給契約が消滅した場合には、その名目、理由

の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責め
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（４）当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合

であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過

失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るも

のといたします。 

を負いません｡ 

（４）当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害につ

いて賠償の責めを負いません。 

（５）天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によ

ってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客

さまはその損害について賠償の責めを負いません。 

（６）当社は、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被っ

たお客さまの損害につき、責任を負わないことといたします。 

（７）前各項に定める免責については、当社の故意または重大な過

失による場合はこの限りではありません。 

２６ 設備の賠償 

お客さまが故意または過失によってその需要場所内の一般送配電事

業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失し

た場合は、一般送配電事業者から当社に請求のあった金額を、賠償

金としてお客さまに負担していただきます。 

第３５条 設備の賠償 

お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および

一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、

または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していた

だきます。 

（１）修理可能の場合 

修理費 

（２）亡失または修理不可能の場合 

帳簿価格と取替工事との合計額 

２７ 他の電気料金メニューへの変更 

（１）お客さまが、適用している電気料金メニューから他の電気料

金メニューへの変更を申し込み、当社がそれを承諾した場合には、

お客さまは、電気料金メニューを変更することができます。 

第３６条 電気供給契約の変更 

電気供給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。や

むを得ずお客さまが電気供給契約の変更を希望する場合は、当社と

の協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更
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（２）他の電気料金メニューへの変更にともない、当社がお客さま

に対し供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締

結後の書面交付を行う場合の取扱いは、4（本約款等の変更）（２）

および（３）に準じます。 

できるものといたします。 

２８ 電気需給契約名義の変更 

新たなお客さまが、従前のお客さまの電気需給契約に関する全ての

権利義務を受け継ぎ、当社との電気需給契約の継続を希望する場合

は、当社所定の方法により契約名義の変更をしていただきます。 

第３７条 名義の変更 

相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供

給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべ

ての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、

名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社

へ文書により申し出ていただきます。 

２９ お客さまからの電気需給契約の解約 

（１）引越し（転出）等の理由による電気需給契約の解約 

お客さまが、引越し等の理由により電気需給契約を解約しようとす

る場合は、あらかじめその解約を希望する日（以下「解約希望日」

といいます。）を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただき

ます。当社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事業者に対

して、解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを

行います。当社は、以下の場合を除き、お客さまが申し出た解約希

望日を解約日とします。 

①当社がお客さまの解約の申し出を、実際に使用を廃止した日以降

に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日（当社が定

める休日（日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める

日および 1 月 4 日、5 月 1 日、12 月 29 日および 12 月 30 日）であ

第３８条 電気供給契約の廃止 

（１）お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらか

じめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、

原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備または

お客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置

を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力

をしていただきます。 

（２）電気供給契約は、第 41 条（解約等）および次の場合を除き、

お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 

イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合

は、通知を受けた日に電気供給契約が消滅したものといたします。 

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）に

より需給を終了させるための処置ができない場合は、電気供給契約
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る場合には、その直後の当社が定める休日以外の日となります。）を

解約日とします。 

②当社の責めとならない理由（災害等不可抗力による場合を除きま

す。）により電気需給契約を解約するために必要な措置ができない場

合は、電気需給契約を解約するための措置が可能となった日を解約

日とします。 

（２）他の小売電気事業者等への切り替えによる解約 

お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事

業者等から電気供給を受ける場合には、当該小売電気事業者等に対

し契約の申し込みをしていただきます。この場合、当該小売電気事

業者等からお客さまへの電気の供給が開始される日を当社との電気

需給契約の解約日とします。なお、当該小売電気事業者等との契約

内容によっては、当社に対し解約の申し出が必要になることがあり

ます。 

は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものと

いたします。 

（３）第 41 条（解約等）によって、当社が電気供給契約を解約した

場合は、解約日に電気供給契約は消滅するものといたします｡ 

（削除） 第３９条 供給開始後の電気供給契約の消滅変更に伴う料金の精

算 

お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、

電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電

流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電

流、契約容量を増加された後に、電気供給契約を終了する場合もし

くはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされ

る場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者

から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払
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っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場

合はこの限りではありません。 

（削除） 第４０条 供給開始後の電気供給契約の消滅変更に伴う工事費の

精算 

お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、

契約容量の変更または電気供給契約が消滅する場合に、当社がお客

さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契

約に基づいて当該一般送配電事業者から工事費の精算を求められる

場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます｡ただし非

常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません｡ 

３０ 当社からの電気需給契約の解約等 

（１）当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあり

ます。なお、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせします。 

①お客さまが次のいずれかに該当する場合 

イ 電気料金を支払期限日を経過してなお支払わない場合 

ロ 当社との他の契約（既に消滅しているものを含みます。）におけ

る債務を期日までに履行しない場合 

ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債

務（延滞利息や工事費負担金等）を履行しない場合 

ニ お客さまから 9（電気の需給開始）の需給開始に必要となる情

報を提供いただけない等、需給開始に向けた手続きに支障がある場

合 

ホ 適用されている電気料金メニュー定義書が廃止されたにもかか

第４１条 解約等 

（１）当社は、お客さまが料金支払期限を経過してなお支払わない

場合、お客さまが契約種別定義書及びおよび本約款によって支払い

を要することとなった料金以外の債務（遅延利息、保証金、違約金、

工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払

われない場合その他第 28 条（供給の停止）によって電気の供給を停

止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実

を解消されない場合には、電気供給契約を解約することがあります。

なお、この場合には、15 日前までにその旨をお客さまにお知らせい

たします。 

（２）お客さまが、第 38 条（電気供給契約の廃止）第（２）項によ

る通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用され

ていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための
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わらず、他の電気料金メニューへの申し込みをされない場合 

②お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供

給を停止された場合またはその恐れがある事実が判明した場合 

イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合 

ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、

または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 

ハ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客

さまの電気設備との接続を行った場合 

ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路

を使用、または電気を使用された場合 

ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかか

わらず、契約変更に応じない場合 

ヘ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニュ

ーを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合 

ト 35（電気需給にともなうお客さまの協力）（１）に反して、一般

送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒

否した場合 

チ 35（電気需給にともなうお客さまの協力）（２）によって必要と

なる措置を講じられない場合 

③お客さまが以下のいずれかに該当した場合 

イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場

合 

ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立て

処置をおこなった日に電気供給契約は消滅するものといたします。 

（３）第 37 条（名義の変更）の際に、当社は電気供給契約を解約し、

または第 24 条（保証金）に基づき追加の保証金の提供を要請する権

利を有します。 
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があった場合 

ハ 支払停止の状態に陥った場合 

ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合 

ホ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められ

る理由があるとき 

ヘ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判

明したとき 

ト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場

合 

（２）電気需給契約は、以下に定めるところにより、お客さまへ何

らの通知を要することなく終了します。なお、本約款等において、

本項に基づく電気需給契約の終了は解約に準じ、「終了日」を「解約

日」として取り扱います。 

①お客さまが 29（お客さまからの電気需給契約の解約）（１）によ

る通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していない

ことが明らかだと当社が判断した場合。その場合の電気需給契約の

終了日は、電気を使用されていないことが明らかになった後に、当

社が電気需給契約を終了させる措置を完了した日とします。 

②お客さまがその需要場所から移転し、電気を使用していないこと

が明らかだと一般送配電事業者が判断した場合。その場合の電気需

給契約の終了日は、一般送配電事業者が供給を終了させるための処

置を行った日とします。 

（削除） 第４２条 料金単価の変更 
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当社は、発電費用等の変動等により料金改定が必要となる場合は、

次の手順に従い、電気供給契約における新たな料金単価を定めるこ

とができます。 

イ 当社は事前に新たな適用単価、およびその適用開始日（以下「新

料金単価適用開始日」といいます。）を書面でお客さまに通知いたし

ます。 

ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価

適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知す

ることで電気供給契約を解約することができます。この場合には、

電気供給契約は、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するも

のといたします。 

ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場

合には、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料

金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。 

３１ 電気需給契約解約後の債権債務関係 

電気需給契約中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の解

約によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日の到来

していないものも含みます。 

第４３条 電気供給契約消滅後の債権債務関係 

電気供給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気供給契約の消

滅によっては消滅いたしません。 

３２ 需給地点および施設 

（１）電気の需給地点（電気の需給が行われる地点をいいます。）は、

原則として需要場所内の地点とし、一般送配電事業者の電線路また

は引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。 

なお、お客さまと一般送配電事業者との協議により別途定めた場

（新設） 
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合には、この限りではありません。 

（２）需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有

とし、お客さまが工事費負担金等一般送配電事業者に支払っていた

だく金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設します。 

（３）付帯設備（お客さまの土地または建物に施設される供給設備

を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要

なお客さまの建物に付合する設備をいいます。）は、原則として、お

客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この

場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものと

します。 

３３ 工事費負担金 

（１）お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、当社が一般送配

電事業者からお客さまにかかる工事費等の費用負担を求められた場

合には、お客さまにはその費用を負担していただきます。なお、当

該費用は、託送約款の定めに従い一般送配電事業者が計算するもの

とし、原則として工事着手前に負担いただきます。 

①お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更ま

たは契約電力等を増加する場合 

②お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更ま

たは契約電力等を増加するために、新たに特別の供給設備を施設す

る場合 

③新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで、お

客さまの希望によって供給設備を変更する場合 

第４４条 供給設備の工事費負担 

（１）お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加され

る場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給

設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合にお

いて、当社が接続供給契約に基づいて一般送配電事業者より工事費

の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を

申し受けます｡ 

（２）電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お

客さまの都合によって供給開始にいたらないで電気供給契約を廃止

または変更される場合は、当社は一般送配電事業者から請求された

費用をお客さまより申し受けます｡ 

（３）その他お客さまの側の事情に基づき当社が一般送配電事業者

から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合に
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④お客さまが、契約電力等を新たに設定し、または増加した日以降

１年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電力等

を減少しようとする場合 

⑤その他お客さまの都合にもとづく場合 

（２）お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、工

事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に工事

費等に関する契約書を作成します。 

（３）工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金

と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者から精算

を求められた場合には、お客さまにお支払いいただきます。 

は、お客さまにその工事費を負担していただきます。 

３４ 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費

用の申受け 

供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって

電気需給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合

は、一般送配電事業者から当社が請求された費用をお客さまに負担

いただきます。供給設備の工事が行われず、一般送配電事業者から

測量監督等に要した費用を当社が請求されたときも、当該費用を負

担いただきます。 

（新設） 

（削除） 第４５条 計量器等の取付け 

（１）料金の算定上必要な計量器、その付属装置（計量器箱、変成

器、変成器箱および変成器の二次配線および計量情報を伝送する為

の通信装置等をいいます。）および区分装置（力率測定時間を区分す

る装置等をいいます。）は、原則として当社または一般送配電事業者
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の所有とし、当社または一般送配電事業者の負担で取り付けます。

ただし、変成器の二次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要す

るものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付

けていただくことがあります。 

（２）計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適

当な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工

事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。 

（３）計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客

さまから無償で提供していただきます。また、本条第（１）項によ

りお客さまが施設した設備については、当社および一般送配電事業

者が無償で使用できるものといたします。 

（４）お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装

置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税等相

当額を加えた金額を申し受けます。 

（５）その他お客さまの事情により当社が一般送配電事業者から託

送供給等約款にもとづき工事費等の費用負担を求められた場合に

は、全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客

さまに申し受けます｡ 

（削除） 第４６条 電流制限器等の取付け 

（１）電気の供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有

とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。 

（２）電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場

所はお客さまから無償で提供していただきます。 
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（３）お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、

またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を

支払っていただきます。 

３５ 電気需給にともなうお客さまの協力 

（１）立入業務への協力 

一般送配電事業者は、当社が本約款による電気需給契約遂行上必要

と認める場合、および一般送配電事業者が電気業務上必要と認める

場合には、お客さまの承諾を得てお客さまの土地もしくは建物に立

ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立

ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。な

お、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示します。 

（２）電気の使用にともなう協力 

①お客さまの電気使用により、次の原因等で第三者の電気の使用を

妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事

業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれが

ある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置

を需要場所に施設していただきます。特に必要がある場合には、お

客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専

用供給設備を施設します。 

イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 

ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 

ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 

第４７条 調査に対するお客さまの協力 

（１）お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その

工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または

経済産業省の登録を受けた調査機関（以下「登録調査機関」といい

ます。）へ通知していただきます。 

（２）一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さま

の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたしま

す。なお、係員は、所定の証明書を提示いたします。 

（３）本条第（２）項により一般送配電事業者が調査を行うにあた

り、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図

を提示していただきます。 
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ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合 

②お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接

続して使用される場合は、①に準じて取り扱います。なお、この場

合の連系条件は、一般送配電事業者が定める系統連系に関する契約

要綱等によります。 

（３）制限および中止への協力 

当社が、24（使用の制限もしくは中止）によって、お客さまの電気

の使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに

協力をしていただきます。 

（４）必要な用地の提供の協力 

電気の供給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給

設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力を

していただきます。 

（５）保安等に対する協力 

①次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業

者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、

ただちに適当な処置をします。 

イ 引込線、計量器等その他お客さまの需要場所内の一般送配電事

業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは

故障が生ずるおそれがある場合 

ロ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状

もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供

給設備に影響を及ぼすおそれがある場合 
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②お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明

らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、そ

の期間について、一般送配電事業者は、①に準じて、適当な処置を

します。 

③お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすよ

うな物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設

置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者

の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を

一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保

安上特に必要があるときには、一般送配電事業者の求めに応じてそ

の内容の変更をしていただきます。 

④一般送配電事業者は、必要に応じて、電気の供給に先だち、受電

電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を

行います。 

（６）調査への協力 

①お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事

が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済

産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。 

②一般送配電事業者がお客さまの電気工作物が技術基準に適合して

いるかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまに

電気工作物の配線図を提示していただきます。 

（削除） 第４８条 保安等に対するお客さまの協力 

（１）次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知
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していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、

直ちに適当な処置をいたします。 

イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一

般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異

状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 

ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、

または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の計量

器もしくは一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると

認めた場合 

（２）お客さまが当社または一般送配電事業者の計量器等の電気工

作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事

をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただき

ます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、

その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合にお

いて、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその

内容を変更していただくことがあります。 

（削除） 第４９条 連絡体制 

お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連

絡体制を確立および維持するものとし、詳細についてはお客さまと

当社が協議の上これを定めることとします。 

（削除） 第５０条 守秘義務 

お客さまおよび当社は、電気供給契約に関して知り得た事項（(a)受

領時点で既に当事者が相手方に対して守秘義務を負うことなく所
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有・保持していた情報、(b)受領時点で既に公知となっている情報、

(c)第三者から適法に入手した情報、および(d)受領当事者の責めによ

らず公知となった情報を除きます。）につき厳に秘密を守り、相手方

の承諾のない限り、他に漏洩してはならないものとします。ただし、

法令上の根拠に基づきまたは公的機関より開示を要求された場合そ

の他止むを得ない場合はこの限りでないものとします。 

３６ 消費税法改正の場合の取扱い 

消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り電気

料金を計算の上、お客さまから申し受けます。この場合、消費税等

相当額および消費税率も改正消費税法によります。 

（新設） 

３７ 専属的合意管轄裁判所 

電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東

京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第５２条 管轄裁判所 

お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については東京地方

裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

３８ 反社会勢力の排除 

（１）お客さまおよび当社は、電気需給契約成立時において、自己

または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団

関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者（以下総称して

「暴力団員等」といいます。）および以下の各号のいずれか一にも該

当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表

明し、保証するものとします。ただし、法令により取引が義務付け

られているものを除きます。 

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有

第５１条 暴力団排除条項 

（１）お客さまおよび当社は、電気供給契約締結時において「反社

会的勢力」（①暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法

律（平成 3 年法律第 77 号、その後の改正を含み、以下「暴力団員に

よる不当な行為の防止に関する法律」といいます。）第 2 条第 2 号に

規定する暴力団をいいます。以下同じ。）、②暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 6 号に定める暴力団員

をいいます。以下同じ。）または暴力団員でなくなった時から 5 年を

経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、

⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦
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すること 

③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者

に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用して

いると認められる関係を有すること 

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の

関与をしていると認められる関係を有すること 

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的

に非難されるべき関係を有すること 

（２）お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、以下

の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、

保証します。 

①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀

損し、または相手方の業務を妨害する行為 

⑤その他前各号に準ずる行為 

（３）お客さまおよび当社は、相手方が（１）または（２）に違反

した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知ま

たは催告等何らの手続を要しないで直ちに電気需給契約を解除する

ことができ、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義

務および責任を負いません。 

までに準じる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者（以下「暴

力団員等」といいます。）が経営を支配していると認められる関係を

有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められ

る関係を有する者、⑪自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図

る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に

暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団

員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を

していると認められる関係を有する者、および⑬役員または経営に

実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有する者をいいます。）ではないことを表明および保証し、また、

将来において反社会的勢力とならないことを確約します。 

（２）お客さまおよび当社は、電気供給契約締結時において「反社

会的行為」（①暴力的な要求行為、②法的な責任を越えた不当な要求

行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行

為、④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用

を毀損し、またはその業務を妨害する行為、および⑤その他上記①

から④までに準ずる行為をいいます。）を行っていないことを表明お

よび保証し、また、将来においても反社会的行為を行わないことを

確約します。 

（３）お客さまおよび当社は、相手方が本条第（１）項または第（２）

項のいずれかに違反した場合は、相手方の責めに帰すべき事由の有

無にかかわらず、催告等なくして直ちに相手方に通知することによ

り電気供給契約を解除することができるものとします。 
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（４）お客さまおよび当社は、本条第（３）項に基づく解除により、

本条第（１）項または第（２）項に違反した相手方に損害を与えた

場合においても、一切の損害賠償の責任を負わないものとします。 

 

  



52 

 

 

付則 

新 旧 

１  本約款の実施期日 本約款は、2022 年 3 月 22 日から実施しま

す。  

２  一般送配電事業者 1（定義）（１）で定める一般送配電事業者

は、以下の事業者とします。 

① 東北電力エリア：東北電力ネットワーク株式会社 

② 東京電力エリア：東京電力パワーグリッド株式会社 

③ 中部電力エリア：中部電力パワーグリッド株式会社  

④ 関西電力エリア：関西電力送配電株式会社 

⑤ 中国電力エリア；中国電力ネットワーク株式会社 

⑥ 九州電力エリア：九州電力送配電株式会社 

３  記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置  

（１）低圧で供給する場合で、記録型計量器以外の計量器で計量する

ときの使用電力量および契約電力等については、次のとおりと

します。  

① 移行期間における 30 分ごとの使用電力量 その 1 か月のうち

記録型計量器以外の計量器で計量する期間（以下「移行期間」

といいます。）における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間に

おいて計量された使用電力量を移行期間における 30 分ごとの

使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただ

し、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合

（新設） 
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は、移行期間において時間帯区分ごとに計量された使用電力量

をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等

に配分して得られる値とします。  

② 移行期間において電気料金メニューや契約電力等（以下「電気

料金等」といいます。）の変更があった場合の 30 分ごとの使用

電力量 電気料金等を変更したことにより、電気料金メニュー

で定める基本料金、電力量料金等に変更があったときは、移行

期間における使用電力量を、電気料金等の変更のあった日の前

後の期間の日数にそれぞれ契約電力等を乗じた値の比率によ

り区分して計算します。 この場合、移行期間における電気料

金等の変更のあった日の前後の接続供給電力量を、①に準じ

て、30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分します。  

４  友達紹介割 当社は、下記（２）適用条件に定める条件を満たし

た場合には、以下のとおり友達紹介割を適用し、電気料金を割

り引きます。  

（１）定義 お友達に対して紹介を行う方を、以下、「紹介者」といい

ます。紹介者から紹介を受ける方を、以下、「お友達」といいま

す。  

（２）適用条件 当社は、以下の全ての条件を満たす場合に限り、紹

介者とお友達に友達紹介割を適用します。ただし、当社が別途

認めた場合はこの限りではありません。  

①紹介者が、当社指定の URL（以下、「指定 URL」といいます。）

をお友達に紹介し、お友達が指定 URL 経由で申し込みを行い当
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社との電気需給契約を締結した場合（お友達が指定 URL を経由

せず、当社との電気需給契約を締結した場合、その後友達紹介

割の申請等をいただいても、適用の対象外となります。）。  

②当社から紹介者に対して、電気の供給を開始している場合。  

③紹介者が、需給開始日から直後の計量日の前日または検針日の

前日までの使用期間（契約を解約した場合は、解約日の前日ま

での使用期間。）にもとづく電気料金（以下、「紹介者の初回の

電気料金」といいます。）をお支払いいただき、当社が紹介者の

初回の電気料金のお支払いが完了したことを確認した場合。 

④当社からお友達に対して、電気の供給を開始している場合。  

⑤お友達が、需給開始日から直後の計量日の前日または検針日の

前日までの使用期間（電気需給契約を解約した場合は、解約日

の前日までの使用期間。）にもとづく電気料金（以下、「お友達

の初回の電気料金」といいます。）をお支払いいただき、当社が

お友達の初回の電気料金のお支払いが完了したことを確認した

場合。  

⑥お友達が、同一需要場所において過去 12 か月以内に当社との

電気需給契約を締結していない場合。 上記①②③④⑤⑥に

かかわらず、電気の供給開始に必要となる情報を提供いただけ

ない等、電気の供給開始に向けた手続きに支障がある場合、紹

介者がご友人や知人ではない不特定多数に向けて指定 URL の

リンクを送信または宣伝していると当社が認める場合、紹介者

が何らかの方法で個人利用ではなく商用利用の目的で友達紹介
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割を利用し、当社の友達紹介割制度から利益を得ようとしてい

る場合その他当社がお客さまによる友達紹介割の利用が不正ま

たは不適切なものであると判断した場合は、友達紹介割を適用

しない場合があります。 また、そのような不正または不適切な

行為があった場合、当社は紹介者の指定 URL を無効にする場合

があります。  

（３）割引内容、割引期間 当社は、（２）適用条件を満たしたことを

確認した後、紹介者とお友達に対して、それぞれ友達紹介割 

5,000 円（税込）を適用し、友達紹介割を適用した直後の電気料

金（以下、「友達紹介割対象の電気料金」といいます。）から、そ

れぞれ 5,000 円（税込）を割り引きます。 ただし、友達紹介割

対象の電気料金が、5,000 円（税込）未満の場合、友達紹介割対

象の電気料金全額を割り引き、5,000 円（税込）から友達紹介割

対象の電気料金の全額を差し引いた金額（以下「初回の友達紹

介割残額」といいます。）を、次回に請求が発生する電気料金（以

下、「次回の電気料金」といいます。）から割り引きます。次回

の電気料金が初回の友達紹介割残額未満となる場合、次回の電

気料金全額を割り引き、初回の友達紹介割残額から次回の電気

料金を差し引いた金額を次々回の電気料金から割り引きます。

以降、計 5,000 円（税込）全額が割り引かれ残額がなくなるま

で、上記と同様に割り引きます（以下、上記記載の方法により

電気料金からの割引を実施した場合に、5,000 円（税込）のうち

残った金額を、「友達紹介割残額」といいます。）。  
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（４）お友達が当社との電気需給契約を締結される際に、当社が新規

申込されたお客さまを対象として実施するその他の割引（以下、

「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１万円割」を含

みます。）の適用条件を満たす場合、お友達には友達紹介割と新

規申込割のうち、割引の金額が大きい割引のみ適用します。  

（５）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日（ま

たは終了日）直前の計量日または検針日から解約日（または終

了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、「解約

直前の電気料金」といいます。）からその前月分の電気料金支払

い後の友達紹介割残額を割り引いた後もさらに友達紹介割残額

が残る場合、その友達紹介割残額は解約直前の電気料金の請求

日時点で消滅するものとし使用することができません。 

５ 本約款への変更 

    以下に定める「契約種別定義書」が適用されているお客さまに

ついては、以下に定める各効力発生日より、本約款および以下

に定める当社の「電気料金メニュー定義書」を適用します（旧

「電気供給約款」の内容が本約款の定める内容に変更となり、

対象となる旧「契約種別定義書」の内容が以下に定める各「電

気料金メニュー定義書」の内容に変更となります。）。ただし、

各効力発生日までに、本約款および各「電気料金メニュー定義

書」への変更について個別にご同意いただいたお客さまを除き
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ます。また、同一のお客さまで複数の契約がある場合、以下の

各効力発生日に関わらず、変更の効力発生日は「2022 年 4 月 30

日」とします。なお、電気料金にかかわる条件は、原則として、

変更の効力発生日以降の計量日から適用になります。ただし所

定の手続きが遅れた場合、それ以降の計量日から適用になる場

合があります。 

（１）契約種別定義書「GREENa スタンダード  ファミリー」、

「GREENa RE100 ファミリー」 

・契約種別定義書「GREENa スタンダード ファミリー」につい

ては、電気料金メニュー定義書「GREENa スタンダード ファミ

リー」に内容が変更となります。  

・契約種別定義書「GREENa RE100 ファミリー」については、

電気料金メニュー定義書「GREENa RE100 ファミリー」に内容

が変更となります。 

【変更の効力発生日】  

東北電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

東京電力エリア 2022 年 4 月 2 日  

中部電力エリア 2022 年 4 月 1 日  

関西電力エリア 2022 年 4 月 10 日 

中国電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

九州電力エリア 2022 年４月 22 日 

（２）契約種別定義書「GREENa スタンダード ビジネス」、「GREENa 

RE100 ビジネス」 
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・契約種別定義書「GREENa スタンダード ビジネス」について

は、電気料金メニュー定義書「GREENa スタンダード ビジネ

ス」に内容が変更となります。  

・契約種別定義書「GREENa RE100 ビジネス」については、電

気料金メニュー定義書「GREENa RE100 ビジネス」に内容が変

更となります。 

【変更の効力発生日】  

東北電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

東京電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

中部電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

関西電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

中国電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

九州電力エリア 2022 年４月 22 日 

 

（３）契約種別定義書「GREENa スタンダード 動力」、「GREENa 

RE100 動力」 

・契約種別定義書「GREENa スタンダード 動力」については、

電気料金メニュー定義書「GREENa スタンダード 動力」に内容

が変更となります。  

・契約種別定義書「GREENa RE100 動力」については、電気料

金メニュー定義書「GREENa RE100 動力」に内容が変更となり

ます。 

【変更の効力発生日】  
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東北電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

東京電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

中部電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

関西電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

中国電力エリア 2022 年 4 月 22 日 

九州電力エリア 2022 年４月 22 日 

 

（４）契約種別定義書「GREENa スタンダード ナイト割」、「GREENa 

RE100 ナイト割」 

・契約種別定義書「GREENa スタンダード ナイト割」について

は、電気料金メニュー定義書「GREENa スタンダード ナイト

割」に内容が変更となります。  

・契約種別定義書「GREENa RE100 ナイト割」については、電

気料金メニュー定義書「GREENa RE100 ナイト割」に内容が変

更となります。 

【変更の効力発生日】  

東京電力エリア 2022 年 4 月 30 日 

中部電力エリア 2022 年 4 月 30 日 

関西電力エリア 2022 年 4 月 30 日 
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別表 

新 旧 

１ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー

特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額と

し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示

（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）および回避可能

費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

（１）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再

生可能エネルギー発電促進賦課金単価にかかる納付金単価を定め

る告示がなされた年の 4 月の計量日または検針日から翌年の 4 月

の計量日の前日または検針日の前日までの期間に使用される電気

に適用します。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用

電力量に（１）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課

金単価を適用して計算します。なお、再生可能エネルギー

（契約種別定義書に記載） 
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発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円と

し、その端数は、切り捨てます。  

 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37

条第１項の規定により認定を受けた場合で、お客さまか

ら当社にその旨を申し出ていただいたときの当該事業所

で使用される電気にかかる再生可能エネルギー発電促進

賦課金は、お客さまからの申し出の直後の 4 月の計量日

または検針日から翌年の 4 月の計量日または検針日（お

客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条

第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場

合は、その直後の計量日または検針日とします。）の前日

までの期間において、①にかかわらず、①によって再生可

能エネルギー発電促進賦課金として計算された金額か

ら、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第

3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者によ

る再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施

行令に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」とい

います。）を差し引いたものとします。なお、減免額の単

位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー】 

（東北電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー

（東北電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ファミリー（東

北電力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款

（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小

型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の

条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）の

定義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における

基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が

改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（東北

電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電

気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田

県、宮城県、山形県、福島県、新潟県ただし、電気事業法第

2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 
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１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリ

ア）の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電

気需給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa 

スタンダード ファミリー（東北電力エリア）の定義書においても

同様の意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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３ 適用条件 

GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）の定義書

にもとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ファ

ミリー（東北電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器を

ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するも

のに適用します。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と

の合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし

ます。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ファミリー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場

合はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、 60 アンペ

ア以下であること。 

② 1 需要場所において当社の東北電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計

（この場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要

場所において当社の東北電力エリア  動力とあわせて

契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さ

まの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給区域

とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業

者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一般送

配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約

電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上である
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ものについても適用することがあります。この場合、

当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物

に変圧器等の供給設備を施設することがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし

供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場

合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流単相 3 線

式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 契約電流 

（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、

1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し

出ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定め

ます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を

切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者

との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとし

ます。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電
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契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ファミリー（東

北電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の

電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約

終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

 

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 
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（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 10.52 円 

契約電流 15 アンペア 15.78 円 

契約電流 20 アンペア 21.04 円 

契約電流 30 アンペア 31.56 円    

契約電流 40 アンペア 42.08 円    

契約電流 50 アンペア 52.60 円    

契約電流 60 アンペア 63.12 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 31,400 円

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電流 10 アンペア 960 円 30 銭 
契約電流 15 アンペア 960 円 30 銭 
契約電流 20 アンペア 960 円 30 銭 
契約電流 30 アンペア 960 円 30 銭 
契約電流 40 アンペア 1,280 円 40 銭 

契約電流 50 アンペア 1,600 円 50 銭 

契約電流 60 アンペア 1,920 円 60 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

24 円 57 銭 

上記超過 26 円 94 銭 
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を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
18.58 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
24.57 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
26.94 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）の適用

開始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定め

（新設） 
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る電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気

の需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により電気料金メニューの変更にかかる所定の手続き終

了までに時間を要する場合等は、当社が変更を承諾したのちに

到来する電気の計量日または検針日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）の適用

期間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さ

まからの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給

契約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８ 契約電流または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電流を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

５ 契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の変更を

希望する場合には、この限りではありません。  

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年

目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更するこ
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の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

とはできません。  

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）の定義書

の変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）の定義

書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ファ

ミリー（東北電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他

の電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象とし

て実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクト

パスの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの

新規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュ

ーの新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用でき

るものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）

全額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなる

まで、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、

割引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書

をご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ファミリー（東北電力エ

リア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタ

ンダード ファミリー（東北電力エリア）の定義書を廃止する

場合があります。GREENa スタンダード ファミリー（東北電

力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの

他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニュー

の新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに

掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （31,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  31,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400

円を上回り、かつ、47,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、47,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (47,100 円 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.221 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 22 銭 1 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ファミリー】 

（東北電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（東北電力

エリア）】（以下「GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の

定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約

款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお

客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたもので

す。 

なお、GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定義書に

定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価

の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定され

た場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（東北電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田

県、宮城県、山形県、福島県、新潟県ただし、電気事業法第

2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 
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１ 実施期日 

  GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定

義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約

款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 フ

ァミリー（東北電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用

します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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３ 適用条件 

GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定義書にもとづ

く電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ファミリー（東北電力

エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま

向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と

の合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし

ます。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミ

リー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、 60 アンペ

ア以下であること。 

②1 需要場所において当社の東北電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（こ

の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）

が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所

において当社の東北電力エリア  動力とあわせて契約

する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの

電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給区域とす

る一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業者」

といいます。）の供給設備の状況等から当該一般送配電

事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるもの
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についても適用することがあります。この場合、当該

一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変

圧器等の供給設備を施設することがあります。   

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし

供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場

合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線

式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 契約電流 

（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、

1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し

出ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定め

ます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を

切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者

との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとし

ます。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合
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とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ファミリー（東北電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

 

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  

 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 
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ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 10.84 円 

契約電流 15 アンペア 16.26 円 

契約電流 20 アンペア 21.68 円 

契約電流 30 アンペア 32.52 円    

契約電流 40 アンペア 43.36 円    

契約電流 50 アンペア 54.20 円    

契約電流 60 アンペア 65.04 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
18.58 円    

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電流 10 アンペア 999 円 00 銭 
契約電流 15 アンペア 999 円 00 銭 
契約電流 20 アンペア 999 円 00 銭 
契約電流 30 アンペア 999 円 00 銭 
契約電流 40 アンペア 1,320 円 00 銭 

契約電流 50 アンペア 1,650 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,980 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120 キロワットをこえ、300 キ

ロワット時まで 

25 円 33 銭 

上記超過 29 円 28 銭 
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120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
25.33 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
29.28 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

（新設） 
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または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

電気料金メニューの変更にかかる所定の手続き終了までに時

間を要する場合等は、当社が変更を承諾したのちに到来する電

気の計量日または検針日となることがあります。 

（２）GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約電流または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電流を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の変更を

希望する場合には、この限りではありません。  

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年

目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更するこ

とはできません。  

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供
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給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定義書の変更お

よび廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定義

書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準

じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定義

書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一

定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲

載します。 

（３）GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定義書の廃止

にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締

結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電

気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石 証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ファミリー

（東北電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

（新設） 
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申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定義

書９（GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定義書

の変更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ファミリー

（東北電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa RE100 ファミリー（東北電力エリア）の定義書を廃止

する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の

残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り

扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金
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額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （31,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  31,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400

円を上回り、かつ、47,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、47,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (47,100 円 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.221 円 

 

期間 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 22 銭 1 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 2 月 4 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー】 

（東京電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー

（東京電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ファミリー（東

京電力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款

（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小

型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の

条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）の

定義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における

基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が

改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（東京

電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電

気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 
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（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア） の定義書

は、2022 年 2 月 4 日より実施します。 

 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリ

ア）の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電

気需給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa 

スタンダード ファミリー（東京電力エリア）の定義書においても

同様の意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）の定義書

にもとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ファ

ミリー（東京電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器を

ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するも

のに適用します。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と

の合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし

ます。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ファミリー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場

合はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、 60 アンペ

ア以下であること。 

② 1 需要場所において当社の東京電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計

（この場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要

場所において当社の東京電力エリア  動力とあわせて

契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さ

まの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給区域

とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業

者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一般送
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約せずに、動力を使用しないこと。  

 

配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約

電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上である

ものについても適用することがあります。この場合、

当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物

に変圧器等の供給設備を施設することがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 契約電流 

（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、

1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し

出ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定め

ます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を

切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者

との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとし

ます。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制
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されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ファミリー（東

京電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の

電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約

終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

 

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料
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「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 9.12 円 

契約電流 15 アンペア 13.68 円 

契約電流 20 アンペア 18.24 円 

契約電流 30 アンペア 27.36 円    

契約電流 40 アンペア 36.48 円    

契約電流 50 アンペア 45.60 円    

契約電流 60 アンペア 54.72 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電流 10 アンペア 832 円 25 銭 
契約電流 15 アンペア 832 円 25 銭 
契約電流 20 アンペア 832 円 25 銭 
契約電流 30 アンペア 832 円 25 銭 
契約電流 40 アンペア 1,109 円 68 銭 

契約電流 50 アンペア 1,387 円 10 銭 

契約電流 60 アンペア 1,664 円 51 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

25 円 16 銭 

上記超過 28 円 12 銭 
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整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
19.88 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
25.16 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
28.12 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）の適用

（新設） 
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開始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定め

る電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気

の需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により電気料金メニューの変更にかかる所定の手続き終

了までに時間を要する場合等は、当社が変更を承諾したのちに

到来する電気の計量日または検針日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）の適用

期間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さ

まからの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給

契約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８ 契約電流または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電流を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

５ 契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の変更を

希望する場合には、この限りではありません。  

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年
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（３）契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更するこ

とはできません。  

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）の定義書

の変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）の定義

書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ファ

ミリー（東京電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他

の電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象とし

て実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクト

パスの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの

新規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュ

ーの新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用でき

るものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）

全額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなる

まで、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、

割引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書

をご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ファミリー（東京電力エ

リア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタ

ンダード ファミリー（東京電力エリア）の定義書を廃止する

場合があります。GREENa スタンダード ファミリー（東京電

力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの

他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニュー

の新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに

掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （44,200 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  44,200 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (44,200 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200

円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300

円を上回る場合  

平均燃料価格は、66,300 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (66,300 円 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.232 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 2 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 2 月 4 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ファミリー】 

（東京電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（東京電力

エリア）】（以下「GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の

定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約

款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお

客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたもので

す。 

なお、GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定義書に

定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価

の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定され

た場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（東京電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 
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１ 実施期日 

  GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア） の定義書は、2022

年 2 月 4 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定

義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約

款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 フ

ァミリー（東京電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用

します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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３ 適用条件 

GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定義書にもとづ

く電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ファミリー（東京電力

エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま

向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と

の合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし

ます。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミ

リー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、 60 アンペ

ア以下であること。 

② 1 需要場所において当社の東京電力エリア  動力と

あわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合

計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要

場所において当社の東京電力エリア  動力とあわせて

契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さ

まの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給区域

とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業

者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一般送

配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約

電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上である
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ものについても適用することがあります。この場合、

当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物

に変圧器等の供給設備を施設することがあります。   

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 契約電流 

（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、

1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し

出ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定め

ます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を

切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者

との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとし

ます。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合
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とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ファミリー（東京電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

 

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  

 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 
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ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 9.40 円 

契約電流 15 アンペア 14.10 円 

契約電流 20 アンペア 18.80 円 

契約電流 30 アンペア 28.20 円    

契約電流 40 アンペア 37.60 円    

契約電流 50 アンペア 47.00 円    

契約電流 60 アンペア 56.40 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
19.88 円    

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電流 10 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 15 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 20 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 30 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 40 アンペア 1,144 円 00 銭 

契約電流 50 アンペア 1,430 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,716 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120 キロワットをこえ、300 キ

ロワット時まで 

26 円 48 銭 

上記超過 30 円 58 銭 
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120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
26.48 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
30.58 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

（新設） 
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または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

電気料金メニューの変更にかかる所定の手続き終了までに時

間を要する場合等は、当社が変更を承諾したのちに到来する電

気の計量日または検針日となることがあります。 

（２）GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約電流または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電流を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の変更を

希望する場合には、この限りではありません。  

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年

目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更するこ

とはできません。  

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供
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給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定義書の変更お

よび廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定義

書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準

じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定義

書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一

定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲

載します。 

（３）GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定義書の廃止

にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締

結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電

気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石 証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ファミリー

（東京電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

（新設） 
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申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定義

書９（GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定義書

の変更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ファミリー

（東京電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa RE100 ファミリー（東京電力エリア）の定義書を廃止

する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の

残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り

扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金
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額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （44,200 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  44,200 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (44,200 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200

円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300

円を上回る場合  

平均燃料価格は、66,300 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (66,300 円 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.232 円 

 

期間 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 2 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 2 月 18 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー】 

（中部電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー

（中部電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ファミリー（中

部電力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款

（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小

型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の

条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）の

定義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における

基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が

改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（中部

電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電

気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部

を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 （新設） 



136 

 

  GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア） の定義書

は、2022 年 2 月 18 日より実施します。 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリ

ア）の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電

気需給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa 

スタンダード ファミリー（中部電力エリア）の定義書においても

同様の意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 

３ 適用条件 ３ 適用条件 
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GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）の定義書

にもとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ファ

ミリー（中部電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器を

ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するも

のに適用します。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と

の合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし

ます。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ファミリー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場

合はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、 60 アンペ

ア以下であること。 

② 1 需要場所において当社の中部電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計

（この場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要

場所において当社の中部電力エリア  動力とあわせて

契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さ

まの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給区域

とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業

者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一般送

配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約

電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上である

ものについても適用することがあります。この場合、
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当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物

に変圧器等の供給設備を施設することがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流単相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 契約電流 

（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、

1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し

出ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定め

ます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を

切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者

との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとし

ます。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合



139 

 

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ファミリー（中

部電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の

電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約

終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

 

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 
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ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 9.12 円 

契約電流 15 アンペア 13.68 円 

契約電流 20 アンペア 18.24 円 

契約電流 30 アンペア 27.36 円    

契約電流 40 アンペア 36.48 円    

契約電流 50 アンペア 45.60 円    

契約電流 60 アンペア 54.72 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
21.04 円    

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電流 10 アンペア 832 円 25 銭 
契約電流 15 アンペア 832 円 25 銭 
契約電流 20 アンペア 832 円 25 銭 
契約電流 30 アンペア 832 円 25 銭 
契約電流 40 アンペア 1,109 円 68 銭 

契約電流 50 アンペア 1,387 円 10 銭 

契約電流 60 アンペア 1,664 円 51 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 21 円 04 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

24 円 77 銭 

上記超過 27 円 06 銭 
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120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
24.77 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
27.06 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）の適用

開始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定め

る電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気

の需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

（新設） 
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気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により電気料金メニューの変更にかかる所定の手続き終

了までに時間を要する場合等は、当社が変更を承諾したのちに

到来する電気の計量日または検針日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）の適用

期間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さ

まからの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給

契約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８ 契約電流または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電流を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の変更を

希望する場合には、この限りではありません。  

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年

目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更するこ

とはできません。  

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供
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給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）の定義書

の変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）の定義

書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ファ

ミリー（中部電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他

の電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象とし

て実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクト

パスの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの

新規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュ

ーの新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用でき

るものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）

全額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなる

まで、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、

割引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書

をご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ファミリー（中部電力エ

リア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタ

ンダード ファミリー（中部電力エリア）の定義書を廃止する

場合があります。GREENa スタンダード ファミリー（中部電

力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの

他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニュー

の新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに

掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  



147 

 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.233 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 3 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 2 月 18 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ファミリー】 

（中部電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（中部電力

エリア）】（以下「GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の

定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約

款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお

客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたもので

す。 

なお、GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定義書に

定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価

の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定され

た場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（中部電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部

を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 （新設） 
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  GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア） の定義書は、2022

年 2 月 18 日より実施します。 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定

義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約

款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 フ

ァミリー（中部電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用

します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 

３ 適用条件 ３ 適用条件 
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GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定義書にもとづ

く電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ファミリー（中部電力

エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま

向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と

の合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし

ます。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミ

リー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、 60 アンペ

ア以下であること。 

②1 需要場所において当社の中部電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（こ

の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）

が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所

において当社の中部電力エリア  動力とあわせて契約

する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの

電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給区域とす

る一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業者」

といいます。）の供給設備の状況等から当該一般送配電

事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるもの

についても適用することがあります。この場合、当該
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一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変

圧器等の供給設備を施設することがあります。   

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 契約電流 

（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、

1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し

出ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定め

ます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を

切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者

との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとし

ます。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または
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②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ファミリー（中部電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

 

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  

 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 
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ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 9.40 円 

契約電流 15 アンペア 14.10 円 

契約電流 20 アンペア 18.80 円 

契約電流 30 アンペア 28.20 円    

契約電流 40 アンペア 37.60 円    

契約電流 50 アンペア 47.00 円    

契約電流 60 アンペア 56.40 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
21.04 円    

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電流 10 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 15 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 20 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 30 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 40 アンペア 1,144 円 00 銭 

契約電流 50 アンペア 1,430 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,716 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 21 円 04 銭 

120 キロワットをこえ、300 キ

ロワット時まで 

25 円 51 銭 

上記超過 28 円 46 銭 
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120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
25.51 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
28.46 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

（新設） 
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または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

電気料金メニューの変更にかかる所定の手続き終了までに時

間を要する場合等は、当社が変更を承諾したのちに到来する電

気の計量日または検針日となることがあります。 

（２）GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約電流または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電流を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約電流の変更 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の変更を

希望する場合には、この限りではありません。  

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年

目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更するこ

とはできません。  

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供
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給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定義書の変更お

よび廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定義

書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準

じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定義

書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一

定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲

載します。 

（３）GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定義書の廃止

にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締

結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電

気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石 証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ファミリー

（中部電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

（新設） 
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申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定義

書９（GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定義書

の変更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ファミリー

（中部電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa RE100 ファミリー（中部電力エリア）の定義書を廃止

する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の

残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り

扱いについて当社ホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金
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額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.233 円 

 

期間 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 3 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 3 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー】 

（関西電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー

（関西電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ファミリー（関

西電力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款

（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小

型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の

条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）の

定義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における

基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が

改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（関西

電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電

気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪

府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県

の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 （新設） 
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  GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 3 日より実施します。 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリ

ア）の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電

気需給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa 

スタンダード ファミリー（関西電力エリア）の定義書においても

同様の意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 

３ 適用条件 ３ 適用条件 
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GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）の定義書

にもとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ファ

ミリー（関西電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器を

ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するも

のに適用します。 

①使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）

が 6 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電

力との合計（この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット

以上であるものについても適用することがあります。こ

の場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ファミリー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場

合はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）

が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の関西電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との

合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。

ただし、1 需要場所において当社の関西電力エリア  動

力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場

所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一

般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等

から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低

圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当

し、かつ、②の最大需要容量と契約電力との合計が 50

キロワット以上であるものについても適用すること
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があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お

客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流３相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 最大需要容量 

（１）最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定

は、負荷の実情から必要に応じてお客さまと当社または一般送

配電事業者との協議によって行います。 

（２）一般送配電事業者は、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア

未満であることを判別するための装置を取り付けることがあ

ります。 

 

（新設）  

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

４ 電気料金  

料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定され

た金額および本定義書別表 1（再生可能エネルギー発 電促進賦課

金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の
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「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

使用期間１日あたりの金額 10.96 円 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

15 キロワット時までの 1 キロワット時に

つき 
0.00 円 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時

までの 1 キロワット時につき 
20.13 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
25.34 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時 27.44 円 

合計といたします。ただし、料金は、本定義書別表 2（燃料費調

整）(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引き、または加

えたものとします。 

（１）1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、 1 月に次のとおりとしま

す。  

1 契約あたり最低料金（最初の

15kWh まで） 

333 円 72 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

15 キロワット時をこえ 120 キ

ロワット時まで 

20 円 13 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

25 円 34 銭 

上記超過 27 円 44 銭 
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につき 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）の適用

開始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定め

る電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気

の需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等で、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

（新設） 
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日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）の適用

期間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さ

まからの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給

契約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８電気料金メニューの変更 

（１）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが電気料金メ

ニューを変更した後の計量日または検針日から 1 年目の日が

属する月の計量日または検針日まで、電気料金メニューを変更

することはできません。 

（２）電気料金メニューの変更にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書

面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)お

よび(3)に準じます。 

 

（新設） 

９ GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）の定義書

の変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

５ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ
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ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）の定義

書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ファ

ミリー（関西電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他

の電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象とし

て実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクト

パスの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの

新規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュ

ーの新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用でき

るものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）

全額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなる

まで、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、

割引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書

をご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ファミリー（関西電力エ

リア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタ

ンダード ファミリー（関西電力エリア）の定義書を廃止する

場合があります。GREENa スタンダード ファミリー（関西電

力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの

他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニュー

の新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに

掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,100 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,100 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100

円を上回り、かつ、40,700 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700

円を上回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (40,700 円 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌 翌年の 4 月の検針日から 5 月の
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.165 円 

 

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、最低料

金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価と

いたします。なお、最低料金適用電力量とは、1 契約につき最初

の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいい

ます。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

最低料金 1 契約につき最初の 15

キロワット時まで 

２円 47 銭 5 厘 

電力量料金 上記をこえる 1 キロワッ

ト時につき 

16 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 3 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ファミリー】 

（関西電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（関西電力

エリア）】（以下「GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の

定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約

款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお

客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたもので

す。 

なお、GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定義書に

定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価

の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定され

た場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（関西電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪

府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県

の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 
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１ 実施期日 

  GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 3 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定

義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約

款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 フ

ァミリー（関西電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用

します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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３ 適用条件 

GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定義書にもとづ

く電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ファミリー（関西電力

エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま

向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）

が 6 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電

力との合計（この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット

以上であるものについても適用することがあります。こ

の場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミ

リー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）

が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の関西電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との

合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。

ただし、1 需要場所において当社の関西電力エリア  動

力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場

所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一

般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等

から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低

圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当

し、かつ、②の最大需要容量と契約電力との合計が 50
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キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お

客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。   

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 最大需要容量 

（１）最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定

は、負荷の実情から必要に応じてお客さまと当社または一般送

配電事業者との協議によって行います。 

（２）一般送配電事業者は、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア

未満であることを判別するための装置を取り付けることがあ

ります。 

 

（新設） 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

４ 電気料金  

料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定され

た金額および本定義書別表 1（再生可能エネルギー発 電促進賦課

金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の
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「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

使用期間１日あたりの金額 10.96 円 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

15 キロワット時までの 1 キロワット時に

つき 
0.00 円 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時

までの 1 キロワット時につき 
21.12 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
25.68 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時 30.49 円 

合計といたします。ただし、料金は、本定義書別表 2（燃料費調

整）(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引き、または加

えたものとします。 

（１）1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、 1 月に次のとおりとしま

す。  

1 契約あたり最低料金（最初の

15kWh まで） 

333 円 72 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

15 キロワット時をこえ 120 キ

ロワット時まで 

21 円 12 銭 

120 キロワットをこえ、300 キ

ロワット時まで 

25 円 68 銭 

上記超過 30 円 49 銭 
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につき 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日となるこ

（新設） 
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とがあります。 

（２）GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８電気料金メニューの変更 

（１）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが電気料金メ

ニューを変更した後の計量日または検針日から 1 年目の日が

属する月の計量日または検針日まで、電気料金メニューを変更

することはできません。 

（２）電気料金メニューの変更にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書

面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)お

よび(3)に準じます。 

（新設）。 

９ GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定義書の変更お

よび廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定義

書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準

じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定義

書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一

定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲

載します。 

５本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  
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（３）GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定義書の廃止

にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締

結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電

気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

①   

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石 証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（３）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ファミリー

（関西電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

（新設） 
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申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定義

書９（GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定義書

の変更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ファミリー

（関西電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa RE100 ファミリー（関西電力エリア）の定義書を廃止

する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の

残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り

扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金
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額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,100 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,100 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100

円を上回り、かつ、40,700 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700

円を上回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (40,700 円 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.165 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、最低料

金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価と

いたします。なお、最低料金適用電力量とは、1 契約につき最初

の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいい

ます 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

最低料金 1 契約につき最初の 15

キロワット時まで 

２円 47 銭 5 厘 

電力量料金 上記をこえる 1 キロワッ

ト時につき 

16 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー】 

（中国電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー

（中国電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ファミリー（中

国電力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款

（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小

型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の

条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）の

定義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における

基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が

改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（中国

電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電

気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪

府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県

の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 
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１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリ

ア）の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電

気需給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa 

スタンダード ファミリー（中国電力エリア）の定義書においても

同様の意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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３ 適用条件 

GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）の定義書

にもとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ファ

ミリー（中国電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器を

ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するも

のに適用します。 

①使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）

が 6 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電

力との合計（この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット

以上であるものについても適用することがあります。こ

の場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ファミリー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場

合はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）

が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の中国電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との

合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。

ただし、1 需要場所において当社の中国電力エリア  動

力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場

所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一

般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等

から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低

圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当

し、かつ、②の最大需要容量と契約電力との合計が 50
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キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お

客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流３相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 最大需要容量 

（１）最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定

は、負荷の実情から必要に応じてお客さまと当社または一般送

配電事業者との協議によって行います。 

（２）一般送配電事業者は、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア

未満であることを判別するための装置を取り付けることがあ

ります。 

 

（新設）  

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

４ 電気料金  

料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定され

た金額および本定義書別表 1（再生可能エネルギー発 電促進賦課
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「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

使用期間１日あたりの金額 10.42 円 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

15 キロワット時までの 1 キロワット時に

つき 
0.00 円 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時

までの 1 キロワット時につき 
20.76 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
26.10 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時 27.22 円 

金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計といたします。ただし、料金は、本定義書別表 2（燃料費調

整）(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引き、または加

えたものとします。 

（１）1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、 1 月に次のとおりとしま

す。  

1 契約あたり最低料金（最初の

15kWh まで） 

317 円 14 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

15 キロワット時をこえ 120 キ

ロワット時まで 

20 円 76 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

26 円 10 銭 

上記超過 27 円 22 銭 
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につき 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）の適用

開始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定め

る電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気

の需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等で、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

（新設） 
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日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）の適用

期間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さ

まからの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給

契約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８電気料金メニューの変更 

（１）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが電気料金メ

ニューを変更した後の計量日または検針日から 1 年目の日が

属する月の計量日または検針日まで、電気料金メニューを変更

することはできません。 

（２）電気料金メニューの変更にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書

面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)お

よび(3)に準じます。 

 

（新設） 

９ GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）の定義書

の変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

５ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ
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ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）の定義

書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ファ

ミリー（中国電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他

の電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象とし

て実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクト

パスの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの

新規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュ

ーの新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用でき

るものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）

全額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなる

まで、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、

割引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書

をご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ファミリー（中国電力エ

リア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタ

ンダード ファミリー（中国電力エリア）の定義書を廃止する

場合があります。GREENa スタンダード ファミリー（中国電

力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの

他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニュー

の新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに

掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （26,000 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  26,000 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (26,000 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000

円を上回り、かつ、39,000 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000

円を上回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (39,000 円 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌 翌年の 4 月の検針日から 5 月の
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.245 円 

 

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、最低料

金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価と

いたします。なお、最低料金適用電力量とは、1 契約につき最初

の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいい

ます。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

最低料金 1 契約につき最初の 15

キロワット時まで 

3 円 68 銭 0 厘 

電力量料金 上記をこえる 1 キロワッ

ト時につき 

24 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ファミリー】 

（中国電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（中国電力

エリア）】（以下「GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の

定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約

款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお

客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたもので

す。 

なお、GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定義書に

定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価

の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定され

た場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（中国電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪

府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県

の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 



224 

 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定

義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約

款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 フ

ァミリー（中国電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用

します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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３ 適用条件 

GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定義書にもとづ

く電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ファミリー（中国電力

エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま

向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）

が 6 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電

力との合計（この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット

以上であるものについても適用することがあります。こ

の場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミ

リー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）

が 6 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の中国電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との

合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。

ただし、1 需要場所において当社の中国電力エリア  動

力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場

所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一

般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等

から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低

圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当

し、かつ、②の最大需要容量と契約電力との合計が 50
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キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、当該一般送配電事業者は、お

客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施

設することがあります。   

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 最大需要容量 

（１）最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定

は、負荷の実情から必要に応じてお客さまと当社または一般送

配電事業者との協議によって行います。 

（２）一般送配電事業者は、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア

未満であることを判別するための装置を取り付けることがあ

ります。 

 

（新設） 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

４ 電気料金  

料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定され

た金額および本定義書別表 1（再生可能エネルギー発 電促進賦課

金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の
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「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

使用期間１日あたりの金額 11.07 円 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

15 キロワット時までの 1 キロワット時に

つき 
0.00 円 

15 キロワット時をこえ 120 キロワット時

までの 1 キロワット時につき 
20.76 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
27.44 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時 29.56 円 

合計といたします。ただし、料金は、本定義書別表 2（燃料費調

整）(1)④によって算定された燃料費調整額を差し引き、または加

えたものとします。 

（１）1 契約あたり最低料金 

1 契約あたり最低料金は、 1 月に次のとおりとしま

す。  

1 契約あたり最低料金（最初の

15kWh まで） 

336 円 87 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

15 キロワット時をこえ 120 キ

ロワット時まで 

20 円 76 銭 

120 キロワットをこえ、300 キ

ロワット時まで 

27 円 44 銭 

上記超過 29 円 56 銭 
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につき 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日となるこ

（新設） 
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とがあります。 

（２）GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８電気料金メニューの変更 

（１）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが電気料金メ

ニューを変更した後の計量日または検針日から 1 年目の日が

属する月の計量日または検針日まで、電気料金メニューを変更

することはできません。 

（２）電気料金メニューの変更にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書

面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)お

よび(3)に準じます。 

（新設）。 

９ GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定義書の変更お

よび廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定義

書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準

じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定義

書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一

定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲

載します。 

５本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  
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（３）GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定義書の廃止

にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締

結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電

気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

②   

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石 証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（３）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ファミリー

（中国電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

（新設） 
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申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定義

書９（GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定義書

の変更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ファミリー

（中国電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa RE100 ファミリー（中国電力エリア）の定義書を廃止

する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の

残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り

扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金
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額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （26,000 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  26,000 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (26,000 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000

円を上回り、かつ、39,000 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000

円を上回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (39,000 円 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.245 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、最低料

金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価と

いたします。なお、最低料金適用電力量とは、1 契約につき最初

の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいい

ます 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

最低料金 1 契約につき最初の 15

キロワット時まで 

3 円 68 銭 0 厘 

電力量料金 上記をこえる 1 キロワッ

ト時につき 

24 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ファミリー】 

（九州電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ファミリー

（九州電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ファミリー（九

州電力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款

（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小

型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の

条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）の

定義書に定める基本料金、電力量料金ならびに燃料費調整および離

島ユニバーサルサービス調整における基準単価の金額は、全て消費

税等相当額を含みますが、消費税率が改定された場合は、改定後の

消費税率にもとづき精算します。 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ファミリー】（九州

電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電

気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。福岡県、佐賀県、長崎

県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整、離島ユニバー
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 サルサービス調整における調整単価の金額はすべて消費税等

相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリ

ア）の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電

気需給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa 

スタンダード ファミリー（九州電力エリア）の定義書においても

同様の意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間および離島平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間を平均燃料価格計算期間、離島平均燃料価

格を計算する場合の期間を離島平均燃料価格計算期間とし、毎年 1 

月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日ま

での期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 

月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月

1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで

の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 

月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から

翌 年の 2 月 28 日までの期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 

2 月 29 日までの期間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）の定義書

にもとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ファ

ミリー（九州電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器を

ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するも

のに適用します。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と

の合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし

ます。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ファミリー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場

合はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、 60 アンペ

ア以下であること。 

② 1 需要場所において当社の九州電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計

（この場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなしま

す。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要

場所において当社の九州電力エリア  動力とあわせて

契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さ

まの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給区域

とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業

者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一般送
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約せずに、動力を使用しないこと。  

 

配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給

が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約

電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上である

ものについても適用することがあります。この場合、

当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物

に変圧器等の供給設備を施設することがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流単相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 契約電流 

（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、

1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し

出ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定め

ます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を

切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者

との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとし

ます。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制
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されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ファミリー（九

州電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の

電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約

終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

 

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 1（再生

可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能

エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量
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「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 9.76 円 

契約電流 15 アンペア 14.64 円 

契約電流 20 アンペア 19.52 円 

契約電流 30 アンペア 29.28 円    

契約電流 40 アンペア 39.04 円    

契約電流 50 アンペア 48.80 円    

契約電流 60 アンペア 58.56 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

料金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④により算定された燃料

費調整額および本定義書別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④により算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し

引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電流 10 アンペア 820 円 00 銭 
契約電流 15 アンペア 820 円 00 銭 
契約電流 20 アンペア 820 円 00 銭 
契約電流 30 アンペア 820 円 00 銭 
契約電流 40 アンペア 1,100 円 00 銭 

契約電流 50 アンペア 1,350 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,580 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 17 円 46 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

22 円 60 銭 

上記超過 23 円 98 銭 
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整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えるものとします。ま

た、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整） (1)①に

よって計算された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回

る場合は、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④によって計算された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引くものとし、別表 2（離島ユニバーサルサ

ービス調整） (1)①によって計算された離島平均燃料価

格が 52,500 円を上回る場合は、別表 2（離島ユニバー

サルサービス調整） (1)④によって計算された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えるものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
17.46 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
22.60 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
23.98 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると
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きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）の適用

開始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定め

る電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気

の需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）の適用

期間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さ

まからの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給

契約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

（新設） 

８ 契約電流または電気料金メニューの変更 ５ 契約電流の変更 
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（１）当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電流を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の変更を

希望する場合には、この限りではありません。  

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年

目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更するこ

とはできません。  

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）の定義書

の変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ
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ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）の定義

書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ファ

ミリー（九州電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他

の電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象とし

て実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクト

パスの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの

新規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュ

ーの新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用でき

るものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）

全額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなる

まで、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、

割引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書

をご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ファミリー（九州電力エ

リア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタ

ンダード ファミリー（九州電力エリア）の定義書を廃止する

場合があります。GREENa スタンダード ファミリー（九州電

力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの

他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニュー

の新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに

掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400



255 

 

イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400

円を上回り、かつ、41,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、41,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (41,100 円 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.136 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 13 銭 6 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の計算 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格

は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、

次の算式によって計算された値とします。  

なお、離島平均燃料価格は、 100 円単位とし、 100 円未

満の端数は、10 円の位で四捨五入します。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

3 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価

格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづ

き、次の算式によって算定された値といたします。なお、

離島平均燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端

数は、10 円の位で四捨五入いたします。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 
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なお、各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 ト

ン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって計算さ

れた値とします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、そ

の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

イ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500

円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （52,500 円  －  離島平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円

を上回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （離島平均燃料価格  －  52,500 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格計算期間の離島平均燃料価格によって計算さ

れた離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格お

よび 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算

定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整

単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨

五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が

52,500 円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ (52,500 円 ― 離島平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500

円を上回り、かつ、78,800 円以下の場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝ (平均燃料価格 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 78,800

円を上回る場合  

平均燃料価格は、78,800 円といたします。 

燃料費調整単価 
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計算期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に

使用される電気に適用します。 

各離島平均燃料価格計算期間に対応する離島ユニバーサルサービ

ス調整単価適用期間は、次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、離島ユニバーサルサ

ービス調整単価適用期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約

前の計量日の前日まで、または解約前の検針日の前の検針日から解

約前の検針日の前日までの期間とします。 

離島平均燃料価格計算期

間 

離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用  

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均

燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバー

サルサービス調整単価適用期間は次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定

期間 

離島ユニバーサルサービス調整

単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
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毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量

に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を

適用して算定いたします。 

 

（２）離島基準単価 
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年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②

によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して

計算します。 

（２）離島基準単価 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値

で、次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 0.003 円 

 

（３）離島ユニバーサル調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリッ

トル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、

1 トン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された離島ユ

ニバーサル調整単価を当社のホームページに掲載します。 

 

 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場

合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 3 厘 
 

（削除） ４ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託
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送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協

議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ファミリー】 

（九州電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ファミリー（九州電力

エリア）】（以下「GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の

定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約

款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお

客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたもので

す。 

なお、GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定義書に

定める基本料金、電力量料金ならびに燃料費調整および離島ユニバ

ーサルサービス調整における基準単価の金額は、全て消費税等相当

額を含みますが、消費税率が改定された場合は、改定後の消費税率

にもとづき精算します。 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ファミリー】（九州電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。福岡県、佐賀県、長崎

県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整、離島ユニバー

サルサービス調整における調整単価の金額はすべて消費税等
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 相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定

義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約

款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 フ

ァミリー（九州電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用

します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間および離島平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間を平均燃料価格計算期間、、離島平均燃料

価格を計算する場合の期間を離島平均燃料価格計算期間とし、毎年 

1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日

までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 

6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 

月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日ま

での期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 

11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、

11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日か

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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ら翌 年の 2 月 28 日までの期間（翌年が閏年となる場合は、翌年

の 2 月 29 日までの期間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定義書にもとづ

く電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ファミリー（九州電力

エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま

向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と

の合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし

ます。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ファミ

リー」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、 60 アンペ

ア以下であること。 

②1 需要場所において当社の九州電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（こ

の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）

が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所

において当社の九州電力エリア  動力とあわせて契約

する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの

電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給区域とす

る一般送配電事業者（以下「当該一般送配電事業者」

といいます。）の供給設備の状況等から当該一般送配電

事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適
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当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるもの

についても適用することがあります。この場合、当該

一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変

圧器等の供給設備を施設することがあります。   

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル

トとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし供

給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合

には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ 契約電流 

（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、

1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し

出ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定め

ます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を

切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者

との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとし

ます。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ
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不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ファミリー（九州電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

 

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  

 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 1（再生

可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能

エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量

料金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④により算定された燃料

費調整額および本定義書別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）



269 

 

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 9.76 円 

契約電流 15 アンペア 14.64 円 

契約電流 20 アンペア 19.52 円 

契約電流 30 アンペア 29.28 円    

契約電流 40 アンペア 39.04 円    

契約電流 50 アンペア 48.80 円    

契約電流 60 アンペア 58.56 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

(1)④により算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し

引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電流 10 アンペア 891 円 00 銭 
契約電流 15 アンペア 891 円 00 銭 
契約電流 20 アンペア 891 円 00 銭 
契約電流 30 アンペア 891 円 00 銭 
契約電流 40 アンペア 1,188 円 00 銭 

契約電流 50 アンペア 1,485 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,782 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 17 円 46 銭 

120 キロワットをこえ、300 キ

ロワット時まで 

23 円 06 銭 

上記超過 26 円 06 銭 
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計算された燃料費調整額を加えるものとします。ま

た、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整） (1)①に

よって計算された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回

る場合は、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④によって計算された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引くものとし、別表 2（離島ユニバーサルサ

ービス調整） (1)①によって計算された離島平均燃料価

格が 52,500 円を上回る場合は、別表 2（離島ユニバー

サルサービス調整） (1)④によって計算された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えるものとします。  

 

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
17.46 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
23.06 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
26.06 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると
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きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日となるこ

とがあります。 

（２）GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

（新設） 

８ 契約電流または電気料金メニューの変更 ５ 契約電流の変更 
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（１）当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電流を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

①当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約電流の変更を

希望する場合には、この限りではありません。  

②お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年

目の日が属する月の計量日まで、契約電流を変更するこ

とはできません。  

③契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定義書の変更お

よび廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定義

書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準

じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定義

書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一

定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ
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載します。 

（３）GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定義書の廃止

にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締

結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電

気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石 証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再 

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 

 

付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ファミリー

（九州電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

（新設） 
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「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定義

書９（GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定義書

の変更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ファミリー

（九州電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa RE100 ファミリー（九州電力エリア）の定義書を廃止

する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の
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残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り

扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400

円を上回り、かつ、41,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、41,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (41,100 円 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.136 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 13 銭 6 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の計算 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格

は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、

次の算式によって計算された値とします。  

なお、離島平均燃料価格は、 100 円単位とし、 100 円未

満の端数は、10 円の位で四捨五入します。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

3 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価

格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづ

き、次の算式によって算定された値といたします。なお、

離島平均燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端

数は、10 円の位で四捨五入いたします。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 
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なお、各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 ト

ン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって計算さ

れた値とします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、そ

の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

イ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500

円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （52,500 円  －  離島平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円

を上回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （離島平均燃料価格  －  52,500 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格計算期間の離島平均燃料価格によって計算さ

れた離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格お

よび 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算

定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整

単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨

五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が

52,500 円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ (52,500 円 ― 離島平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500

円を上回り、かつ、78,800 円以下の場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝ (平均燃料価格 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 78,800

円を上回る場合  

平均燃料価格は、78,800 円といたします。 

燃料費調整単価 



284 

 

計算期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に

使用される電気に適用します。 

各離島平均燃料価格計算期間に対応する離島ユニバーサルサービ

ス調整単価適用期間は、次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、離島ユニバーサルサ

ービス調整単価適用期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約

前の計量日の前日まで、または解約前の検針日の前の検針日から解

約前の検針日の前日までの期間とします。 

離島平均燃料価格計算期

間 

離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用  

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均

燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバー

サルサービス調整単価適用期間は次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定

期間 

離島ユニバーサルサービス調整

単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
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毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量

に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を

適用して算定いたします。 

 

（２）離島基準単価 
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年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②

によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して

計算します。 

（２）離島基準単価 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値

で、次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 0.003 円 

 

（３）離島ユニバーサル調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリッ

トル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、

1 トン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された離島ユ

ニバーサル調整単価を当社のホームページに掲載します。 

 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場

合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 3 厘 
 

（削除） 4 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかっ

た場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託

送供給等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協
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議を踏まえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との

協議によって使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電

事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一

般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電

力量といたします。）。この場合、協議により定めた値を、計量

された使用電力量といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス】 

（東北電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（東

北電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ビジネス（東北電

力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下

「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器

をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を

定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）の定

義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基

準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改

定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（東北電

力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気

供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田

県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）

の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需

給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタ

ンダード ビジネス（東北電力エリア）の定義書においても同様の

意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）の定義書に

もとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ビジネ

ス（東北電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに

適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

②  1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま

向けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さま

が希望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

ります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ビジネス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合

はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の東北電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（契約容量は、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。た

だし、 1 需要場所において当社の東北電力エリア  動

力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場

所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一

般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等

から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低

圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当
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約せずに、動力を使用しないこと。  

 

し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キ

ロワット以上であるものについても適用することが

あります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約容量の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値が

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約容量の算定 
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不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ビジネス（東北

電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電

気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終

了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が

前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議に

よって契約容量を定めます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ
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「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 10.30 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
18.58 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時 24.57 円 

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

313 円 50 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

24 円 57 銭 

上記超過 26 円 94 銭 
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までの１キロワット時につき 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
26.94 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）の適用開

始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める

電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の

需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

（新設） 



295 

 

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）の適用期

間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さま

からの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契

約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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９ GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）の定義書の

変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）の定義書

の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ビジ

ネス（東北電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の

電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として

実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパ

スの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新

規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュー

の新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できる

ものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全

額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるま

で、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割

引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書を

ご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリ

ア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタン

ダード ビジネス（東北電力エリア）の定義書を廃止する場合

があります。GREENa スタンダード ビジネス（東北電力エリ

ア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニ

ューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニューの新規

申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに掲載し

ます。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （31,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  31,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400

円を上回り、かつ、47,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、47,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (47,100 円 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.221 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 22 銭 1 厘 
 



305 

 

（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ビジネス】 

（東北電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（東北電力エ

リア）】（以下「GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義

書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」

といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さ

まへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義書に定

める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の

金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された

場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（東北電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。青森県、岩手県、秋田

県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 
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１ 実施期日 

  GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義

書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款

に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 ビジ

ネス（東北電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用しま

す。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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３ 適用条件 

GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義書にもとづく

電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリ

ア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま向け

のメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と

の合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネ

ス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの

限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②1 需要場所において当社の東北電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（契

約容量は、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみ

なします）が 50 キロワット未満であること。ただし、

1 需要場所において当社の東北電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当該

一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②

の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上
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であるものについても適用することがあります。この

場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地また

は建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま

す。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約容量の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約容量の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
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とがあります。 

②  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ビジネス（東北電力エ

リア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料金

メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 
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（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 10.84 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
18.58 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
25.33 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時 29.28 円 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

330 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 18 円 58 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

25 円 33 銭 

上記超過 29 円 28 銭 
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につき 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日となるこ

（新設） 
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とがあります。 

（２）GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の適用期間は、(1)

に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電

気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約

等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第
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（１）当社は、GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義書

を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じ

ます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義書

を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定

期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載

します。 

（３）GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義書の廃止に

ともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気

需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 

 

付則 

新 旧 
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１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ビジネス（東

北電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金

メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した

割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１

万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割

の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申

込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとし

ます。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り

引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引

を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、

割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認く

ださい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（新設） 
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（３）当社は、GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義書

９（GREENa RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義書の変

更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ビジネス（東北電

力エリア）の定義書を廃止する場合があります。GREENa 

RE100 ビジネス（東北電力エリア）の定義書を廃止する場合

で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の残額が残

っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り扱いにつ

いて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （31,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  31,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400

円を上回り、かつ、47,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、47,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (47,100 円 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.221 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 22 銭 1 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス】 

（東京電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（東

京電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ビジネス（東京電

力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下

「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器

をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を

定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）の定

義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基

準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改

定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（東京電

力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気

供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 
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（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）

の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需

給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタ

ンダード ビジネス（東京電力エリア）の定義書においても同様の

意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）の定義書に

もとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ビジネ

ス（東京電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに

適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

②  1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま

向けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さま

が希望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

ります。  

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ビジネス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合

はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の東京電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（契約容量は、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。た

だし、 1 需要場所において当社の東京電力エリア  動

力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場

所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一

般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等

から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低
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③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当

し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キ

ロワット以上であるものについても適用することが

あります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約容量の値とします。ただし、需給開始時

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 
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点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ビジネス（東京

電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電

気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終

了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

（４）契約容量の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が

前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議に

よって契約容量を定めます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可
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基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 8.93 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
19.88 円    

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

271 円 70 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

25 円 16 銭 

上記超過 28 円 12 銭 
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120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
25.16 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
28.12 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）の適用開

始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める

電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の

需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

（新設） 
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気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）の適用期

間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さま

からの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契

約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供
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給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）の定義書の

変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）の定義書

の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ビジ

ネス（東京電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の

電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として

実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパ

スの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新

規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュー

の新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できる

ものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全

額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるま

で、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割

引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書を

ご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリ

ア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタン

ダード ビジネス（東京電力エリア）の定義書を廃止する場合

があります。GREENa スタンダード ビジネス（東京電力エリ

ア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニ

ューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニューの新規

申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに掲載し

ます。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  



338 

 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （44,200 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  44,200 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (44,200 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200

円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300

円を上回る場合  

平均燃料価格は、66,300 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (66,300 円 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.232 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 2 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ビジネス】 

（東京電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（東京電力エ

リア）】（以下「GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義

書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」

といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さ

まへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義書に定

める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の

金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された

場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（東京電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義

書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款

に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 ビジ

ネス（東京電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用しま

す。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義書にもとづく

電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリ

ア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま向け

のメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と

の合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネ

ス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの

限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②1 需要場所において当社の東京電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（契

約容量は、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみ

なします）が 50 キロワット未満であること。ただし、

1 需要場所において当社の東京電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当該

一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気

の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②
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の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この

場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地また

は建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま

す。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約容量の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約容量の算定 
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契約容量の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ビジネス（東京電力エ

リア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料金

メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料
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（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 9.40 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
19.88 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
26.48 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時 30.58 円 

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

286 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

26 円 48 銭 

上記超過 30 円 58 銭 
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につき 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日となるこ

（新設） 



352 

 

とがあります。 

（２）GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の適用期間は、(1)

に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電

気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約

等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第
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（１）当社は、GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義書

を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じ

ます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義書

を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定

期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載

します。 

（３）GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義書の廃止に

ともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気

需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 

 

付則 

新 旧 
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１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ビジネス（東

京電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金

メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した

割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１

万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割

の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申

込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとし

ます。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り

引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引

を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、

割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認く

ださい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（新設） 
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（３）当社は、GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義書

９（GREENa RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義書の変

更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ビジネス（東京電

力エリア）の定義書を廃止する場合があります。GREENa 

RE100 ビジネス（東京電力エリア）の定義書を廃止する場合

で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の残額が残

っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り扱いにつ

いて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （44,200 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  44,200 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (44,200 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200

円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300

円を上回る場合  

平均燃料価格は、66,300 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (66,300 円 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.232 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 2 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス】 

（中部電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（中

部電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ビジネス（中部電

力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下

「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器

をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を

定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）の定

義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基

準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改

定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（中部電

力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気

供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部

を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 



365 

 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）

の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需

給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタ

ンダード ビジネス（中部電力エリア）の定義書においても同様の

意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 



366 

 

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）の定義書に

もとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ビジネ

ス（中部電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに

適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

②  1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま

向けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さま

が希望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

ります。  

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ビジネス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合

はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の中部電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットと

みなします。）が 50 キロワット未満であること。ただ

し、 1 需要場所において当社の中部電力エリア  動力

とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、か

つ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所

を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般

送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等か

ら当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧
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③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワ

ット以上であるものについても適用することがあり

ます。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さま

の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設する

ことがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約容量の値とします。ただし、需給開始時

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 
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点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ビジネス（中部

電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電

気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終

了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

（４）契約容量の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が

前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議に

よって契約容量を定めます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可
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基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 8.93 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
21.04 円    

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

271 円 70 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 21 円 04 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

24 円 77 銭 

上記超過 27 円 06 銭 
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120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
24.77 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
27.06 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）の適用開

始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める

電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の

需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

（新設） 
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気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）の適用期

間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さま

からの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契

約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供
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給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）の定義書の

変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）の定義書

の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ビジ

ネス（中部電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の

電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として

実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパ

スの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新

規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュー

の新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できる

ものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全

額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるま

で、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割

引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書を

ご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリ

ア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタン

ダード ビジネス（中部電力エリア）の定義書を廃止する場合

があります。GREENa スタンダード ビジネス（中部電力エリ

ア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニ

ューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニューの新規

申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに掲載し

ます。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.233 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 3 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ビジネス】 

（中部電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（中部電力エ

リア）】（以下「GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義

書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」

といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さ

まへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義書に定

める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の

金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された

場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（中部電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部

を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義

書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款

に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 ビジ

ネス（中部電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用しま

す。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義書にもとづく

電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリ

ア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま向け

のメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と

の合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネ

ス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの

限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②1 需要場所において当社の中部電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（こ

の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみな

します）が 50 キロワット未満であること。ただし、 1

需要場所において当社の中部電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給

区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電

事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一

般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の

供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の
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契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま

す。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約容量の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約容量の算定 
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契約容量の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ビジネス（中部電力エ

リア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料金

メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料
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（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 9.40 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
21.04 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
25.51 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時 28.46 円 

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

286 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 21 円 04 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

25 円 51 銭 

上記超過 28 円 46 銭 
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につき 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日となるこ

（新設） 
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とがあります。 

（２）GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の適用期間は、(1)

に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電

気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約

等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第
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（１）当社は、GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義書

を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じ

ます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義書

を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定

期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載

します。 

（３）GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義書の廃止に

ともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気

需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ビジネス（中

部電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金

メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した

割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１

万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割

の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申

込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとし

ます。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り

引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引

を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、

割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認く

ださい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義書

９（GREENa RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義書の変

更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ビジネス（中部電

力エリア）の定義書を廃止する場合があります。GREENa 

RE100 ビジネス（中部電力エリア）の定義書を廃止する場合

で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の残額が残

っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り扱いにつ

いて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.233 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 3 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス】 

（関西電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（関

西電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ビジネス（関西電

力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下

「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器

をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を

定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）の定

義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基

準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改

定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（関西電

力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気

供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪

府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県

の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 
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（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）

の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需

給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタ

ンダード ビジネス（関西電力エリア）の定義書においても同様の

意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）の定義書に

もとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ビジネ

ス（関西電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに

適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

②  1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま

向けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さま

が希望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

ります。  

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ビジネス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合

はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の関西電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットと

みなします。）が 50 キロワット未満であること。ただ

し、 1 需要場所において当社の関西電力エリア  動力

とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、か

つ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所

を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般

送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等か

ら当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧
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③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワ

ット以上であるものについても適用することがあり

ます。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さま

の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設する

ことがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぎます。ただし、他の小売電気

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 
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事業者との契約終了時点の契約容量の値が不明の場合

は、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契

約容量の値や、当社指定の値とすることがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード ビジネス（関西

電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電

気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終

了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

（４）契約容量の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が

前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議に

よって契約容量を定めます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ
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「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 12.36 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
17.72 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時 20.31 円 

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

376 円 20 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 17 円 72 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

20 円 31 銭 

上記超過 22 円 87 銭 
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までの１キロワット時につき 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
22.87 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）の適用開

始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める

電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の

需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

（新設） 
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状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）の適用期

間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さま

からの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契

約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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９ GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）の定義書の

変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）の定義書

の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ビジ

ネス（関西電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の

電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として

実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパ

スの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新

規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュー

の新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できる

ものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全

額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるま

で、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割

引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書を

ご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリ

ア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタン

ダード ビジネス（関西電力エリア）の定義書を廃止する場合

があります。GREENa スタンダード ビジネス（関西電力エリ

ア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニ

ューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニューの新規

申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに掲載し

ます。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,100 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,100 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100

円を上回り、かつ、40,700 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700

円を上回る場合  

平均燃料価格は、40,700 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (40,700 円 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.165 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま



420 

 

え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ビジネス】 

（関西電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（関西電力エ

リア）】（以下「GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義

書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」

といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さ

まへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義書に定

める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の

金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された

場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（関西電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪

府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県

の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義

書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款

に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 ビジ

ネス（関西電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用しま

す。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義書にもとづく

電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリ

ア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま向け

のメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と

の合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネ

ス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの

限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②1 需要場所において当社の関西電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（こ

の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみな

します）が 50 キロワット未満であること。ただし、 1

需要場所において当社の関西電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給

区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電

事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一

般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の

供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の
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契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま

す。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場

合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時

点の契約容量の値を引き継ぎます。ただし、他の小売電

気事業者との契約終了時点の契約容量の値が不明の場

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約容量の算定 
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合は、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている

契約容量の値や、当社指定の値とすることがあります。 

②  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ビジネス（関西電力エ

リア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料金

メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料
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（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 13.01 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
17.72 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
22.08 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時 25.41 円 

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

396 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 17 円 72 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

22 円 08 銭 

上記超過 25 円 41 銭 
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につき 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日となるこ

（新設） 
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とがあります。 

（２）GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の適用期間は、(1)

に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電

気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約

等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第
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（１）当社は、GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義書

を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じ

ます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義書

を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定

期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載

します。 

（３）GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義書の廃止に

ともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気

需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ビジネス（関

西電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金

メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した

割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１

万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割

の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申

込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとし

ます。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り

引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引

を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、

割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認く

ださい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義書

９（GREENa RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義書の変

更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ビジネス（関西電

力エリア）の定義書を廃止する場合があります。GREENa 

RE100 ビジネス（関西電力エリア）の定義書を廃止する場合

で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の残額が残

っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り扱いにつ

いて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,100 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,100 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100

円を上回り、かつ、40,700 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700

円を上回る場合  

平均燃料価格は、40,700 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (40,700 円 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.165 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス】 

（中国電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（中

国電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ビジネス（中国電

力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下

「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器

をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を

定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）の定

義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基

準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改

定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（中国電

力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気

供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。鳥取県、島根県（隠岐

諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。）、岡

山県、広島県、山口県（見島を除きます。）、兵庫県の一部、

香川県の一部、愛媛県の一部 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には
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適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）

の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需

給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタ

ンダード ビジネス（中国電力エリア）の定義書においても同様の

意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）の定義書に

もとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ビジネ

ス（中国電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに

適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

②  1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま

向けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さま

が希望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ビジネス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合

はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の中国電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットと

みなします。）が 50 キロワット未満であること。ただ

し、 1 需要場所において当社の中国電力エリア  動力

とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、か

つ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所

を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般

送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等か
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ります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

ら当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧

での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワ

ット以上であるものについても適用することがあり

ます。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さま

の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設する

ことがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必
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の契約容量の値を引き継ぎます。ただし、他の小売電気

事業者との契約終了時点の契約容量の値が不明の場合

は、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契

約容量の値や、当社指定の値とすることがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード ビジネス（中国

電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電

気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終

了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

要に応じて確認いたします。 

（４）契約容量の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が

前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議に

よって契約容量を定めます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可
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基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 11.91 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
18.03 円    

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

362 円 40 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 18 円 03 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

22 円 75 銭 

上記超過 23 円 45 銭 
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120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
22.75 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
23.45 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）の適用開

始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める

電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の

需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

（新設） 
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気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）の適用期

間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さま

からの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契

約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供
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給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）の定義書の

変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）の定義書

の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

 

  



449 

 

付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ビジ

ネス（中国電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の

電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として

実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパ

スの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新

規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュー

の新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できる

ものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全

額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるま

で、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割

引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書を

ご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリ

ア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタン

ダード ビジネス（中国電力エリア）の定義書を廃止する場合

があります。GREENa スタンダード ビジネス（中国電力エリ

ア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニ

ューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニューの新規

申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに掲載し

ます。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （26,000 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  26,000 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (26,000 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000

円を上回り、かつ、39,000 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000

円を上回る場合  

平均燃料価格は、39,000 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (39,000 円 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.245 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 24 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ビジネス】 

（中国電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（中国電力エ

リア）】（以下「GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義

書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」

といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さ

まへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義書に定

める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の

金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された

場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（中国電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。鳥取県、島根県（隠岐

諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。）、岡

山県、広島県、山口県（見島を除きます。）、兵庫県の一部、

香川県の一部、愛媛県の一部 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 
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（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義

書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款

に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 ビジ

ネス（中国電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用しま

す。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義書にもとづく

電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリ

ア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま向け

のメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と

の合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネ

ス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの

限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②1 需要場所において当社の中国電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（こ

の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみな

します）が 50 キロワット未満であること。ただし、 1

需要場所において当社の中国電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お

客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供給

区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配電

事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当該一

般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の
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供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の

契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま

す。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぎます。ただし、他の小売電気

事業者との契約終了時点の契約容量の値が不明の場合

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約容量の算定 
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は、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契

約容量の値や、当社指定の値とすることがあります。 

②  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ビジネス（中国電力エ

リア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料金

メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料
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（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 13.38 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
18.03 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
23.50 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時 25.24 円 

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

407 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 18 円 03 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

23 円 50 銭 

上記超過 25 円 24 銭 
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につき 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日となるこ

（新設） 
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とがあります。 

（２）GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の適用期間は、(1)

に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電

気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約

等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第
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（１）当社は、GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義書

を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じ

ます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義書

を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定

期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載

します。 

（３）GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義書の廃止に

ともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気

需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ビジネス（中

国電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金

メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した

割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１

万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割

の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申

込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとし

ます。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り

引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引

を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、

割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認く

ださい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義書

９（GREENa RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義書の変

更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ビジネス（中国電

力エリア）の定義書を廃止する場合があります。GREENa 

RE100 ビジネス（中国電力エリア）の定義書を廃止する場合

で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の残額が残

っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り扱いにつ

いて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （26,000 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  26,000 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (26,000 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000

円を上回り、かつ、39,000 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000

円を上回る場合  

平均燃料価格は、39,000 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (39,000 円 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.245 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 24 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま



477 

 

え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード ビジネス】 

（九州電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ビジネス（九

州電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ビジネス（九州電

力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下

「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器

をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を

定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）の定

義書に定める基本料金、電力量料金ならびに燃料費調整および離島

ユニバーサルサービス調整における基準単価の金額は、全て消費税

等相当額を含みますが、消費税率が改定された場合は、改定後の消

費税率にもとづき精算します。 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード ビジネス】（九州電

力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気

供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。福岡県、佐賀県、長崎

県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整、離島ユニバー
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 サルサービス調整における調整単価の金額はすべて消費税等

相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア） の定義書

は、2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）

の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需

給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタ

ンダード ビジネス（九州電力エリア）の定義書においても同様の

意味で使用します。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間および離島平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間を平均燃料価格計算期間、離島平均燃料価

格を計算する場合の期間を離島平均燃料価格計算期間とし、いずれ

も、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間、、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日

から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期

間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 

日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日

から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 



480 

 

期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 

1 日から翌 年の 2 月 28 日までの期間（翌年が閏年となる場合

は、翌年の 2 月 29 日までの期間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）の定義書に

もとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ビジネ

ス（九州電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに

適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

②  1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電

力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であるこ

と。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま

向けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さま

が希望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワッ

ト以上であるものについても適用することがありま

す。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあ

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

ビジネス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合

はこの限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②  1 需要場所において当社の九州電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計

（契約容量は、1 キロボルトアンペアを 1 キロワット

とみなします。）が 50 キロワット未満であること。た

だし、 1 需要場所において当社の九州電力エリア  動

力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場

所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一

般送配電事業者」といいます。）の供給設備の状況等
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ります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低

圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当

し、かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キ

ロワット以上であるものについても適用することが

あります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客

さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。   

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 3（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必
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されている契約容量の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ビジネス（九州

電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電

気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終

了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

要に応じて確認いたします。 

（４）契約容量の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が

前述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議に

よって契約容量を定めます。 

６ 電気料金 ４ 電気料金  
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（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 8.69 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引くものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えるものとします。ま

た、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整） (1)①に

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 1（再生

可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能

エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量

料金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④により算定された燃料

費調整額および本定義書別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④により算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し

引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

264 円 40 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 17 円 46 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

22 円 13 銭 

上記超過 23 円 46 銭 
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よって計算された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回

る場合は、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④によって計算された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引くものとし、別表 2（離島ユニバーサルサ

ービス調整） (1)①によって計算された離島平均燃料価

格が 52,500 円を上回る場合は、別表 2（離島ユニバー

サルサービス調整） (1)④によって計算された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えるものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
17.46 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
22.13 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
23.46 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付
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則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）の適用開

始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める

電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の

需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）の適用期

間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さま

からの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契

約の解約等）に定める解約日または終了日までとします。 

（新設） 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前
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新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）の定義書の

変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）

の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）の定義書

の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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す。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ビジ

ネス（九州電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の

電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として

実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパ

スの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新

規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュー

の新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できる

ものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全

額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるま

で、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割

引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書を

ご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリ

ア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタン

ダード ビジネス（九州電力エリア）の定義書を廃止する場合

があります。GREENa スタンダード ビジネス（九州電力エリ

ア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニ

ューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニューの新規

申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに掲載し

ます。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400

円を上回り、かつ、41,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、41,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (41,100 円 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.136 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 13 銭 6 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の計算 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格

は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、

次の算式によって計算された値とします。  

なお、離島平均燃料価格は、 100 円単位とし、 100 円未

満の端数は、10 円の位で四捨五入します。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

3 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価

格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづ

き、次の算式によって算定された値といたします。なお、

離島平均燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端

数は、10 円の位で四捨五入いたします。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 
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なお、各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 ト

ン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって計算さ

れた値とします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、そ

の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

イ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500

円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （52,500 円  －  離島平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円

を上回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （離島平均燃料価格  －  52,500 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格計算期間の離島平均燃料価格によって計算さ

れた離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格お

よび 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算

定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整

単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨

五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が

52,500 円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ (52,500 円 ― 離島平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500

円を上回り、かつ、78,800 円以下の場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝ (平均燃料価格 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 78,800

円を上回る場合  

平均燃料価格は、78,800 円といたします。 

燃料費調整単価 



498 

 

計算期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に

使用される電気に適用します。 

各離島平均燃料価格計算期間に対応する離島ユニバーサルサービ

ス調整単価適用期間は、次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、離島ユニバーサルサ

ービス調整単価適用期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約

前の計量日の前日まで、または解約前の検針日の前の検針日から解

約前の検針日の前日までの期間とします。 

離島平均燃料価格計算期

間 

離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用  

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均

燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバー

サルサービス調整単価適用期間は次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定

期間 

離島ユニバーサルサービス調整

単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
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毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量

に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を

適用して算定いたします。 

 

（２）離島基準単価 
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年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②

によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して

計算します。 

（２）離島基準単価 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値

で、次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 0.003 円 

 

（３）離島ユニバーサル調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリッ

トル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、

1 トン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された離島ユ

ニバーサル調整単価を当社のホームページに掲載します。 

 

 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場

合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 3 厘 
 

3 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

（新設） 
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ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（削除） ４ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま

え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ビジネス】 

（九州電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ビジネス（九州電力エ

リア）】（以下「GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義

書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」

といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用のお客さ

まへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義書に定

める基本料金、電力量料金ならびに燃料費調整および離島ユニバー

サルサービス調整における基準単価の金額は、全て消費税等相当額

を含みますが、消費税率が改定された場合は、改定後の消費税率に

もとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ビジネス】（九州電力エリ

ア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約

款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といい

ます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ

電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。福岡県、佐賀県、長崎

県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整、離島ユニバー

サルサービス調整における調整単価の金額はすべて消費税等
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相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義

書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款

に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 ビジ

ネス（九州電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用しま

す。 

（１）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（２）平均燃料価格計算期間および離島平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間を平均燃料価格計算期間、離島平均燃料価

格を計算する場合の期間を離島平均燃料価格計算期間とし、いずれ

も、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間、、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日

から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期

間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 

日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日

から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの

期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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1 日から翌 年の 2 月 28 日までの期間（翌年が閏年となる場合

は、翌年の 2 月 29 日までの期間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義書にもとづく

電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリ

ア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客さま向け

のメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と

の合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向

けのメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希

望され、かつ、当社が認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場

合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に

変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 ビジネ

ス」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの

限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれ

にも該当するものに適用いたします。 

①契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、

原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

②1 需要場所において当社の九州電力エリア  動力とあわ

せて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（契

約容量は、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみ

なします）が 50 キロワット未満であること。ただし、

1 需要場所において当社の九州電力エリア  動力とあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当該

一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気
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の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②

の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この

場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地また

は建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま

す。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツと

いたします。ただし供給電気方式および供給電圧については、技

術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約容量 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 3（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約容量の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値が

（３）契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の

小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、

原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約容量の算定 
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不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約容量の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ビジネス（九州電力エ

リア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料金

メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約容量が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 1（再生

可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能

エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量
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「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料

金は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の

使用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 9.76 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引くものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えるものとします。ま

た、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整） (1)①に

よって計算された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回

る場合は、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整）

料金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④により算定された燃料

費調整額および本定義書別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④により算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し

引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約容量 1 キロボルトアンペア

につき 

297 円 00 銭 

 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 17 円 46 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

23 円 06 銭 

上記超過 26 円 06 銭 
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(1)④によって計算された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引くものとし、別表 2（離島ユニバーサルサ

ービス調整） (1)①によって計算された離島平均燃料価

格が 52,500 円を上回る場合は、別表 2（離島ユニバー

サルサービス調整） (1)④によって計算された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えるものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時に

つき 
17.46 円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時

までの１キロワット時につき 
23.06 円 

300キロワット時をこえる 1キロワット時

につき 
26.06 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 
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７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の適用開始日は、

電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給

契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）

(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気

料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場

合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日

または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により

所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日となるこ

とがあります。 

（２）GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の適用期間は、(1)

に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電

気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約

等）に定める解約日または終了日 までとします。 

（新設） 

８ 契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

５ 契約容量の変更 

①  当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更
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年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約容量を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約容量を変更する

ことはできません。  

③  契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義書

を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じ

ます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義書

を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定

期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載

します。 

（３）GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義書の廃止に

ともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結

前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気

需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証

書（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたし

ます。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ビジネス（九

州電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金

メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した

割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１

万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割

の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申

込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとし

ます。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り

引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引

を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、

割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認く

ださい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義書

９（GREENa RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義書の変

更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ビジネス（九州電

力エリア）の定義書を廃止する場合があります。GREENa 

RE100 ビジネス（九州電力エリア）の定義書を廃止する場合

で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の残額が残

っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り扱いにつ

いて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400

円を上回り、かつ、41,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、41,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (41,100 円 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.136 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 13 銭 6 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の計算 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格

は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、

次の算式によって計算された値とします。  

なお、離島平均燃料価格は、 100 円単位とし、 100 円未

満の端数は、10 円の位で四捨五入します。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

3 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価

格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづ

き、次の算式によって算定された値といたします。なお、

離島平均燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端

数は、10 円の位で四捨五入いたします。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 
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なお、各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 ト

ン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって計算さ

れた値とします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、そ

の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

イ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500

円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （52,500 円  －  離島平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円

を上回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （離島平均燃料価格  －  52,500 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格計算期間の離島平均燃料価格によって計算さ

れた離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格お

よび 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算

定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整

単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨

五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が

52,500 円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ (52,500 円 ― 離島平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500

円を上回り、かつ、78,800 円以下の場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝ (平均燃料価格 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 78,800

円を上回る場合  

平均燃料価格は、78,800 円といたします。 

燃料費調整単価 
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計算期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に

使用される電気に適用します。 

各離島平均燃料価格計算期間に対応する離島ユニバーサルサービ

ス調整単価適用期間は、次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、離島ユニバーサルサ

ービス調整単価適用期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約

前の計量日の前日まで、または解約前の検針日の前の検針日から解

約前の検針日の前日までの期間とします。 

離島平均燃料価格計算期

間 

離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用  

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均

燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバー

サルサービス調整単価適用期間は次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定

期間 

離島ユニバーサルサービス調整

単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
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毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量

に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を

適用して算定いたします。 

 

（２）離島基準単価 
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年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②

によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して

計算します。 

（２）離島基準単価 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値

で、次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 0.003 円 

 

（３）離島ユニバーサル調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリッ

トル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、

1 トン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された離島ユ

ニバーサル調整単価を当社のホームページに掲載します。 

 

 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場

合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 3 厘 
 

3 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

(新設) 
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ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（削除） ４ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま

え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード 動力】 

（東北電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（東北電

力エリア）】（以下「GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）

の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給

約款」といいます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気

を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定義書

に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単

価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定さ

れた場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（東北電力エ

リア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給

約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東北都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア） の定義書は、

2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の

定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給

約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタン

ダード 動力（東北電力エリア）の定義書においても同様の意味で

使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定義書にもと

づく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード 動力（東北

電力エリア）」といいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、契約電流（この場合、 10 アンペアを 1 キロワット

とみなします。）または契約容量（この場合、 1 キロボ

ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と契約電

力との合計が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機

器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約

する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契

約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であ

るものについても適用することがあります。この場合、

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

動力」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の東北電力エリア  ファミリ

ーまたは東北電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合

計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみ

なし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）が 50 キロワット未満である

こと。ただし、1 需要場所において当社の東北電力エ
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一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変

圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

リア  ファミリーまたは東北電力エリア  ビジネスと

あわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が

50 キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。   

③  東北電力エリア  ファミリーまたは東北電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 
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５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  動力（東北電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ） 

× 1.732×
1

1,000
 

ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、お客さ

まと当社との協議によって契約容量を定めます。 
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点の契約電力の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 38.29 円    

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 1,164 円 81 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 15 円 95 銭 



532 

 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 15.95 円 

1 キロワット時につき その他季料金 14.49 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

1 キロワット時につき その他季料金 14 円 49 銭 
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７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の適用開始日

は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気

需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給

開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他

の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変

更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の

計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況

により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が

変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日と

なることがあります。 

（２）GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日までとします。 

（新設） 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更
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年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定義書の変更

および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定

義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に

準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定

義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ

一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに

掲載します。 

（３）GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定義書の廃

止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約

締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、

電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード 動力

（東北電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定

義書９（GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定

義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタンダード 

動力（東北電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定義書を廃

止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割

の残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取

り扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （31,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  31,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400

円を上回り、かつ、47,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、47,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (47,100 円 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.221 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 22 銭 1 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（東北電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 動力（東北電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 動力】 

（東北電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（東北電力エリ

ア）】（以下「GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書」と

いいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」といい

ます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気を小売すると

きの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書に定める

基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の金額

は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された場合

は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（東北電力エリア）（以

下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款（グリ

ーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）に

基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料

金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東北都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書は、2022 年 3

月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書に

おいて、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款に定

義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 動力（東

北電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書にもとづく電気

料金メニュー（以下「GREENa RE100 動力（東北電力エリア）」と

いいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニューとし、次の

いずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、契約電流（この場合、 10 アンペアを 1 キロワット

とみなします。）または契約容量（この場合、 1 キロボ

ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と契約電

力との合計が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器

をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約す

る場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたと

きは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配

電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」

プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限り

ではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の東北電力エリア  ファミリ

ーまたは東北電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合

計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみ

なし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）が 50 キロワット未満である

こと。ただし、1 需要場所において当社の東北電力エ

リア  ファミリーまたは東北電力エリア  ビジネスと



549 

 

供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

あわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が

50 キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。   

③  東北電力エリア  ファミリーまたは東北電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)
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のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

④  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 動力（東北電力エリア）

に切り替える場合は、原則として、他の電気料金メニュ

ーまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約

電力の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 
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にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 39.47 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 1,200 円 83 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 16 円 97 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 51 銭 
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おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 31,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 16.97 円 

1 キロワット時につき その他季料金 15.51 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の適用開始日は、電気

（新設） 
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需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給契約

の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）(1)

に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気料金

メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場合に

は、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日また

は検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により所定

の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を承諾

したのちに到来する電気の計量日または検針日となることが

あります。 

（２）GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の適用期間は、(1)に定

める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電気需

給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約等）

に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1
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（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書の変更および廃

止 

（１）当社は、GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書を変

更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書を廃

止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、

廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載しま

す。 

（３）GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書の廃止にとも

ない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の

書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給

約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（東北電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（新設） 
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（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 動力（東北

電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金メ

ニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した割

引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１万

円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割の

残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申込

割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとしま

す。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り引

かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引を

行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、割

引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認くだ

さい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書９

（GREENa RE100 動力（東北電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止）にもとづき、GREENa RE100 動力（東北電力エリア）

の定義書を廃止する場合があります。GREENa RE100 動力（東

北電力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さ

まの他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニ

ューの新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームペー

ジに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、



560 

 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1152 

β＝0.2714 

γ＝0.7386 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （31,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  31,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (31,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400

円を上回り、かつ、47,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、47,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (47,100 円 ― 31,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.221 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 22 銭 1 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード 動力】 

（東京電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（東京電

力エリア）】（以下「GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）

の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給

約款」といいます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気

を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定義書

に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単

価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定さ

れた場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（東京電力エ

リア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給

約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア） の定義書は、

2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の

定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給

約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタン

ダード 動力（東京電力エリア）の定義書においても同様の意味で

使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定義書にもと

づく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード 動力（東京

電力エリア）」といいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、契約電流（この場合、 10 アンペアを 1 キロワット

とみなします。）または契約容量（この場合、 1 キロボ

ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と契約電

力との合計が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機

器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約

する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契

約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であ

るものについても適用することがあります。この場合、

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

動力」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の東京電力エリア  ファミリ

ーまたは東京電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合

計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみ

なし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）が 50 キロワット未満である

こと。ただし、1 需要場所において当社の東京電力エ
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一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変

圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

リア  ファミリーまたは東京電力エリア  ビジネスと

あわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が

50 キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。   

③  東京電力エリア  ファミリーまたは東京電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 
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５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  動力（東京電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ） 

× 1.732×
1

1,000
 

ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、お客さ

まと当社との協議によって契約容量を定めます。 



571 

 

点の契約電力の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 33.99 円    

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 1,033 円 92 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 17 円 38 銭 
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（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 17.38 円 

1 キロワット時につき その他季料金 15.80 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 80 銭 

 

 



573 

 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の適用開始日

は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気

需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給

開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他

の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変

更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の

計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況

により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が

変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日と

なることがあります。 

（２）GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日までとします。 

（新設） 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更
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年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定義書の変更

および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定

義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に

準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定

義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ

一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに

掲載します。 

（３）GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定義書の廃

止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約

締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、

電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード 動力

（東京電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定

義書９（GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定

義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタンダード 

動力（東京電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定義書を廃

止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割

の残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取

り扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （44,200 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  44,200 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (44,200 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200

円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300

円を上回る場合  

平均燃料価格は、66,300 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (66,300 円 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.232 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 2 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（東京電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 動力（東京電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 動力】 

（東京電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（東京電力エリ

ア）】（以下「GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書」と

いいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」といい

ます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気を小売すると

きの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書に定める

基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の金額

は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された場合

は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（東京電力エリア）（以

下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款（グリ

ーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）に

基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料

金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 動力（東京電力エリア） の定義書は、2022 年 3

月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書に

おいて、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款に定

義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 動力（東

京電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書にもとづく電気

料金メニュー（以下「GREENa RE100 動力（東京電力エリア）」と

いいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニューとし、次の

いずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、契約電流（この場合、 10 アンペアを 1 キロワット

とみなします。）または契約容量（この場合、 1 キロボ

ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と契約電

力との合計が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器

をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約す

る場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたと

きは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配

電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」

プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限り

ではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の東京電力エリア  ファミリ

ーまたは東京電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合

計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみ

なし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）が 50 キロワット未満である

こと。ただし、1 需要場所において当社の東京電力エ

リア  ファミリーまたは東京電力エリア  ビジネスと



589 

 

供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

あわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が

50 キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。   

③  東京電力エリア  ファミリーまたは東京電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)
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のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

④  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 動力（東京電力エリア）

に切り替える場合は、原則として、他の電気料金メニュ

ーまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約

電力の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 
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にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 35.04 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 1,065 円 90 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

最初の 120 キロワット時まで 19 円 88 銭 

120キロワット時をこえ、300キ

ロワット時まで 

26 円 48 銭 

上記超過 30 円 58 銭 
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おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 18.39 円 

1 キロワット時につき その他季料金 16.82 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

1 キロワット時につき 夏季料金 18 円 39 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 16 円 82 銭 

 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の適用開始日は、電気

（新設） 
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需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給契約

の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）(1)

に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気料金

メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場合に

は、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日また

は検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により所定

の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を承諾

したのちに到来する電気の計量日または検針日となることが

あります。 

（２）GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の適用期間は、(1)に定

める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電気需

給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約等）

に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1
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（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書の変更および廃

止 

（１）当社は、GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書を変

更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書を廃

止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、

廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載しま

す。 

（３）GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書の廃止にとも

ない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の

書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給

約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（東京電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（新設） 
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（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 動力（東京

電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金メ

ニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した割

引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１万

円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割の

残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申込

割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとしま

す。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り引

かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引を

行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、割

引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認くだ

さい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書９

（GREENa RE100 動力（東京電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止）にもとづき、GREENa RE100 動力（東京電力エリア）

の定義書を廃止する場合があります。GREENa RE100 動力（東

京電力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さ

まの他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニ

ューの新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームペー

ジに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （44,200 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  44,200 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (44,200 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200

円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300

円を上回る場合  

平均燃料価格は、66,300 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (66,300 円 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月



602 

 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.232 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 2 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード 動力】 

（中部電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（中部電

力エリア）】（以下「GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）

の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給

約款」といいます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気

を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定義書

に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単

価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定さ

れた場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（中部電力エ

リア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給

約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、中部都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア） の定義書は、

2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の

定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給

約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタン

ダード 動力（中部電力エリア）の定義書においても同様の意味で

使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定義書にもと

づく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード 動力（中部

電力エリア）」といいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、契約電流（この場合、 10 アンペアを 1 キロワット

とみなします。）または契約容量（この場合、 1 キロボ

ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と契約電

力との合計が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機

器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約

する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契

約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であ

るものについても適用することがあります。この場合、

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

動力」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の中部電力エリア  ファミリ

ーまたは中部電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合

計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみ

なし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）が 50 キロワット未満である

こと。ただし、1 需要場所において当社の中部電力エ
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一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変

圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

リア  ファミリーまたは中部電力エリア  ビジネスと

あわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が

50 キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。   

③  中部電力エリア  ファミリーまたは中部電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 
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５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  動力（中部電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ） 

× 1.732×
1

1,000
 

ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、お客さ

まと当社との協議によって契約容量を定めます。 



611 

 

点の契約電力の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 34.66 円    

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 1,054 円 54 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 17 円 01 銭 
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（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 17.01 円 

1 キロワット時につき その他季料金 15.46 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 46 銭 
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７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の適用開始日

は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気

需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給

開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他

の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変

更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の

計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況

により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が

変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日と

なることがあります。 

（２）GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日までとします。 

（新設） 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更
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年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定義書の変更

および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定

義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に

準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定

義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ

一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに

掲載します。 

（３）GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定義書の廃

止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約

締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、

電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード 動力

（中部電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定

義書９（GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定

義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタンダード 

動力（中部電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定義書を廃

止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割

の残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取

り扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.233 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 3 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（中部電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 動力（中部電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 動力】 

（中部電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（中部電力エリ

ア）】（以下「GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書」と

いいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」といい

ます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気を小売すると

きの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書に定める

基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の金額

は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された場合

は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（中部電力エリア）（以

下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款（グリ

ーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）に

基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料

金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、中部都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 動力（中部電力エリア） の定義書は、2022 年 3

月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書に

おいて、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款に定

義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 動力（中

部電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書にもとづく電気

料金メニュー（以下「GREENa RE100 動力（中部電力エリア）」と

いいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニューとし、次の

いずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、契約電流（この場合、 10 アンペアを 1 キロワット

とみなします。）または契約容量（この場合、 1 キロボ

ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と契約電

力との合計が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器

をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約す

る場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたと

きは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

ついても適用することがあります。この場合、一般送配

電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」

プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限り

ではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の中部電力エリア  ファミリ

ーまたは中部電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合

計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみ

なし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）が 50 キロワット未満である

こと。ただし、1 需要場所において当社の中部電力エ

リア  ファミリーまたは中部電力エリア  ビジネスと
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供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

あわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が

50 キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。   

③  中部電力エリア  ファミリーまたは中部電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)
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のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

④  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 動力（中部電力エリア）

に切り替える場合は、原則として、他の電気料金メニュ

ーまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約

電力の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 
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にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 35.73 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 1,086 円 80 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 18 円 06 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 16 円 51 銭 
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おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 18.06 円 

1 キロワット時につき その他季料金 16.51 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の適用開始日は、電気

（新設） 
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需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給契約

の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）(1)

に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気料金

メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場合に

は、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日また

は検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により所定

の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を承諾

したのちに到来する電気の計量日または検針日となることが

あります。 

（２）GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の適用期間は、(1)に定

める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電気需

給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約等）

に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1
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（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書の変更および廃

止 

（１）当社は、GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書を変

更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書を廃

止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、

廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載しま

す。 

（３）GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書の廃止にとも

ない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の

書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給

約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（中部電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（新設） 
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（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 動力（中部

電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金メ

ニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した割

引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１万

円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割の

残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申込

割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとしま

す。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り引

かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引を

行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、割

引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認くだ

さい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書９

（GREENa RE100 動力（中部電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止）にもとづき、GREENa RE100 動力（中部電力エリア）

の定義書を廃止する場合があります。GREENa RE100 動力（中

部電力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さ

まの他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニ

ューの新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームペー

ジに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.233 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 3 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま



645 

 

え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード 動力】 

（関西電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（関西電

力エリア）】（以下「GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）

の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給

約款」といいます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気

を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定義書

に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単

価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定さ

れた場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（関西電力エ

リア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給

約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、関西都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア） の定義書は、

2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の

定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給

約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタン

ダード 動力（関西電力エリア）の定義書においても同様の意味で

使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定義書にもと

づく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード 動力（関西

電力エリア）」といいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、最大需要容量または契約容量（最大需要容量、契約

容量どちらの場合も 1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワ

ット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機

器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約

する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認め

たときは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量また

は契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

動力」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の関西電力エリア  ファミリ

ーまたは関西電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、最大需要容量または契約容量と契約電力と

の合計（最大需要容量の場合、1 キロボルトアンペア

を 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、1 キロボ

ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キ

ロワット未満であること。ただし、1 需要場所におい
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場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

て当社の関西電力エリア  ファミリーまたは関西電力

エリア  ビジネスとあわせて契約する場合で、お客さ

まが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、お

客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業

者（以下「当該一般送配電事業者」といいます。）の供

給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上

または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたと

きは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量または契

約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であ

るものについても適用することがあります。この場

合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま

す。   

③  関西電力エリア  ファミリーまたは関西電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと
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することがあります。 

５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぎます。ただし、他の小売電気

事業者との契約終了時点の契約容量の値が不明の場合

は、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契

約容量の値や、当社指定の値とすることがあります。  

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  動力（関西電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ） 

× 1.732×
1

1,000
 

ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、お客さ

まと当社との協議によって契約容量を定めます。 
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点の契約電力の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 32.65 円    

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 993 円 37 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 16 円 11 銭 
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（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 16.11 円 

1 キロワット時につき その他季料金 14.81 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

1 キロワット時につき その他季料金 14 円 81 銭 
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７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の適用開始日

は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気

需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給

開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他

の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変

更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の

計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況

により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が

変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日と

なることがあります。 

（２）GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日までとします。 

（新設） 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更
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年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定義書の変更

および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定

義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に

準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定

義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ

一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに

掲載します。 

（３）GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定義書の廃

止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約

締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、

電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  
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１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 

 

  



656 

 

付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード 動力

（関西電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定

義書９（GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定

義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタンダード 

動力（関西電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定義書を廃

止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割

の残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取

り扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.165 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（関西電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 動力（関西電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 動力】 

（関西電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（関西電力エリ

ア）】（以下「GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書」と

いいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」といい

ます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気を小売すると

きの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書に定める

基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の金額

は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された場合

は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（関西電力エリア）（以

下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款（グリ

ーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）に

基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料

金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、関西都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 動力（関西電力エリア） の定義書は、2022 年 3

月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書に

おいて、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款に定

義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 動力（関

西電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書にもとづく電気

料金メニュー（以下「GREENa RE100 動力（関西電力エリア）」と

いいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニューとし、次の

いずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、最大需要容量または契約容量（最大需要容量、契約

容量どちらの場合も 1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワ

ット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器

をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約す

る場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたと

きは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量または契約

容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるも

のについても適用することがあります。この場合、一般

送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」

プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限り

ではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の関西電力エリア  ファミリ

ーまたは関西電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、最大需要容量または契約容量と契約電力と

の合計（最大需要容量の場合、1 キロボルトアンペア

アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、

1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）

が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所

において当社の関西電力エリア  ファミリーまたは関
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等の供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

西電力エリア  ビジネスとあわせて契約する場合で、

お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状

態、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電

事業者（以下「当該一般送配電事業者」といいます。）

の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技

術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認め

たときは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量また

は契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この

場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地また

は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあり

ます。   

③  関西電力エリア  ファミリーまたは関西電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約電力 （３）契約電力 
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（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

④  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 動力（関西電力エリア）

に切り替える場合は、原則として、他の電気料金メニュ

ーまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約

電力の値を引き継ぐものとします。 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 
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（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 35.73 円    

（２）電力量料金 

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 1,086 円 80 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 18 円 06 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 16 円 51 銭 
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1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 18.06 円 

1 キロワット時につき その他季料金 16.51 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 
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７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の適用開始日は、電気

需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給契約

の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）(1)

に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気料金

メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場合に

は、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日また

は検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により所定

の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を承諾

したのちに到来する電気の計量日または検針日となることが

あります。 

（２）GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の適用期間は、(1)に定

める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電気需

給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約等）

に定める解約日または終了日 までとします。 

（新設） 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  
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更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書の変更および廃

止 

（１）当社は、GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書を変

更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書を廃

止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、

廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載しま

す。 

（３）GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書の廃止にとも

ない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の

書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給

約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（関西電力エリア）の定義書におい

（新設） 



675 

 

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 動力（関西

電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金メ

ニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した割

引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１万

円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割の

残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申込

割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとしま

す。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り引

かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引を

行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、割

引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認くだ

さい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書９

（GREENa RE100 動力（関西電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止）にもとづき、GREENa RE100 動力（関西電力エリア）

の定義書を廃止する場合があります。GREENa RE100 動力（関

西電力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さ

まの他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニ

ューの新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームペー

ジに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  



679 

 

②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.165 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード 動力】 

（中国電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（中国電

力エリア）】（以下「GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）

の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給

約款」といいます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気

を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定義書

に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単

価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定さ

れた場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（中国電力エ

リア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給

約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、中国都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア） の定義書は、

2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の

定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給

約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタン

ダード 動力（中国電力エリア）の定義書においても同様の意味で

使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定義書にもと

づく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード 動力（中国

電力エリア）」といいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、最大需要容量または契約容量（最大需要容量、契約

容量どちらの場合も 1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワ

ット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機

器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約

する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認め

たときは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量また

は契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

動力」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の中国電力エリア  ファミリ

ーまたは中国電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、最大需要容量または契約容量（この場合、

1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）

と契約電力との合計が 50 キロワット未満であるこ

と。ただし、1 需要場所において当社の中国電力エリ

ア  ファミリーまたは中国電力エリア  ビジネスとあ
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場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の最大需要容量または契約容量と契約電力との合

計が 50 キロワット以上であるものについても適用す

ることがあります。この場合、当該一般送配電事業者

は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備

を施設することがあります。   

③  中国電力エリア  ファミリーまたは中国電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約電力 （３）契約電力 
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（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点

の契約容量の値を引き継ぎます。ただし、他の小売電気

事業者との契約終了時点の契約容量の値が不明の場合

は、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契

約容量の値や、当社指定の値とすることがあります。  

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  動力（中国電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

点の契約電力の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ） 

× 1.732×
1

1,000
 

ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、お客さ

まと当社との協議によって契約容量を定めます。 
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にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 32.87 円    

（２）電力量料金 

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 1,000 円 00 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 15 円 01 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 13 円 72 銭 
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1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 15.01 円 

1 キロワット時につき その他季料金 13.72 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 
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７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の適用開始日

は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気

需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給

開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他

の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変

更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の

計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況

により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が

変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日と

なることがあります。 

（２）GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日までとします。 

（新設） 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  
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更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定義書の変更

および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定

義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に

準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定

義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ

一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに

掲載します。 

（３）GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定義書の廃

止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約

締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、

電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 （新設） 
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GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード 動力

（中国電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定

義書９（GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定

義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタンダード 

動力（中国電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定義書を廃

止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割

の残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取

り扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （26,000 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  26,000 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (26,000 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000

円を上回り、かつ、39,000 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000

円を上回る場合  

平均燃料価格は、39,000 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (39,000 円 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.245 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 24 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（新設） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（中国電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 動力（中国電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 動力】 

（中国電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（中国電力エリ

ア）】（以下「GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書」と

いいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」といい

ます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気を小売すると

きの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書に定める

基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単価の金額

は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された場合

は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（中国電力エリア）（以

下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款（グリ

ーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）に

基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料

金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、中国都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 動力（中国電力エリア） の定義書は、2022 年 3

月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書に

おいて、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款に定

義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 動力（中

国電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書にもとづく電気

料金メニュー（以下「GREENa RE100 動力（中国電力エリア）」と

いいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニューとし、次の

いずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、最大需要容量または契約容量（最大需要容量、契約

容量どちらの場合も 1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワ

ット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器

をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約す

る場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたと

きは、①に該当し、かつ、②の最大需要容量または契約

容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるも

のについても適用することがあります。この場合、一般

送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」

プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限り

ではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の中国電力エリア  ファミリ

ーまたは中国電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、最大需要容量または契約容量（この場合、

1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）

と契約電力との合計が 50 キロワット未満であるこ

と。ただし、1 需要場所において当社の中国電力エリ

ア  ファミリーまたは中国電力エリア  ビジネスとあ

わせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、
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等の供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の最大需要容量または契約容量と契約電力との合

計が 50 キロワット以上であるものについても適用す

ることがあります。この場合、当該一般送配電事業者

は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備

を施設することがあります。   

③  中国電力エリア  ファミリーまたは中国電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。ただし、他の小売電
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応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

④  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 動力（中国電力エリア）

に切り替える場合は、原則として、他の電気料金メニュ

ーまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約

電力の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 
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閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 34.69 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可

能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 1,055 円 45 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 16 円 01 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 14 円 72 銭 
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よって計算された平均燃料価格が 26,000 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 16.01 円 

1 キロワット時につき その他季料金 14.72 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の適用開始日は、電気

需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給契約

（新設） 
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の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）(1)

に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気料金

メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場合に

は、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日また

は検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により所定

の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を承諾

したのちに到来する電気の計量日または検針日となることが

あります。 

（２）GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の適用期間は、(1)に定

める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電気需

給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約等）

に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する
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の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書の変更および廃

止 

（１）当社は、GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書を変

更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書を廃

止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、

廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載しま

す。 

（３）GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書の廃止にとも

ない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の

書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給

約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（中国電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

（新設） 
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下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 動力（中国

電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金メ

ニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した割

引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１万

円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割の

残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申込

割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとしま

す。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り引

かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引を

行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、割

引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認くだ

さい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書９

（GREENa RE100 動力（中国電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止）にもとづき、GREENa RE100 動力（中国電力エリア）

の定義書を廃止する場合があります。GREENa RE100 動力（中

国電力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さ

まの他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニ

ューの新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームペー

ジに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1543 

β＝0.1322 

γ＝0.9761 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000



721 

 

イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （26,000 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  26,000 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (26,000 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000

円を上回り、かつ、39,000 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000

円を上回る場合  

平均燃料価格は、39,000 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (39,000 円 ― 26,000 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.245 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 24 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま
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え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダード 動力】 

（九州電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード 動力（九州電

力エリア）】（以下「GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）

の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給

約款」といいます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気

を小売するときの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定義書

に定める基本料金、電力量料金、ならびに燃料費調整および離島ユ

ニバーサルサービス調整における基準単価の金額は、全て消費税等

相当額を含みますが、消費税率が改定された場合は、改定後の消費

税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダード 動力】（九州電力エ

リア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給

約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給す

るときの料金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、九州都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整、離島ユニバー
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サルサービス調整における調整単価の金額はすべて消費税等

相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア） の定義書は、

2022 年 3 月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の

定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給

約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa スタン

ダード 動力（九州電力エリア）の定義書においても同様の意味で

使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間および離島平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間を平均燃料価格計算期間、離島平均燃料価

格を計算する場合の期間を離島平均燃料価格計算期間とし、毎年 1 

月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日ま

での期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月

1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで

の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 

月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 

月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から

翌 年の 2 月 28 日までの期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 

2 月 29 日までの期間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定義書にもと

づく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード 動力（九州

電力エリア）」といいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニ

ューとし、次のいずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、契約電流（この場合、 10 アンペアを 1 キロワット

とみなします。）または契約容量（この場合、 1 キロボ

ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と契約電

力との合計が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機

器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約

する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa スタンダード 

動力」プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の九州電力エリア  ファミリ

ーまたは九州電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合

計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみ

なし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キ
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約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であ

るものについても適用することがあります。この場合、

一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変

圧器等の供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

ロワットとみなします。）が 50 キロワット未満である

こと。ただし、1 需要場所において当社の九州電力エ

リア  ファミリーまたは九州電力エリア  ビジネスと

あわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が

50 キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。   

③  九州電力エリア  ファミリーまたは九州電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
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100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 

５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがありま

す。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  動力（九州電力

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ） 

× 1.732×
1

1,000
 

ただし、契約容量が前述での算定によりがたい場合は、お客さ

まと当社との協議によって契約容量を定めます。 
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エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

点の契約電力の値を引き継ぐものとします。  

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 1（再生

可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能

エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量

料金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④により算定された燃料

費調整額および本定義書別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④により算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し

引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 930 円 50 銭 
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使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 30.59 円    

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引くものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えるものとします。ま

た、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整） (1)①に

よって計算された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回

る場合は、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④によって計算された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引くものとし、別表 2（離島ユニバーサルサ

ービス調整） (1)①によって計算された離島平均燃料価

格が 52,500 円を上回る場合は、別表 2（離島ユニバー

サルサービス調整） (1)④によって計算された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えるものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 17.12 円 

1 キロワット時につき その他季料金 15.43 円 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 17 円 12 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 15 円 43 銭 
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（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の適用開始日

は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気

需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給

開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他

の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変

更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の

計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況

により所定の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が

変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日と

なることがあります。 

（新設） 
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（２）GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日までとします。 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定義書の変更

および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契
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義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に

準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定

義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ

一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに

掲載します。 

（３）GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定義書の廃

止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約

締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、

電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード 動力

（九州電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定

義書９（GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定

義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタンダード 

動力（九州電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定義書を廃

止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割

の残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取

り扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400

円を上回り、かつ、41,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、41,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (41,100 円 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.136 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 13 銭 6 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の計算 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格

は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、

次の算式によって計算された値とします。  

なお、離島平均燃料価格は、 100 円単位とし、 100 円未

満の端数は、10 円の位で四捨五入します。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

3 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価

格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづ

き、次の算式によって算定された値といたします。なお、

離島平均燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端

数は、10 円の位で四捨五入いたします。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 
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なお、各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 ト

ン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって計算さ

れた値とします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、そ

の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

イ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500

円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （52,500 円  －  離島平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円

を上回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （離島平均燃料価格  －  52,500 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格計算期間の離島平均燃料価格によって計算さ

れた離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格お

よび 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算

定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整

単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨

五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が

52,500 円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ (52,500 円 ― 離島平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500

円を上回り、かつ、78,800 円以下の場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝ (平均燃料価格 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 78,800

円を上回る場合  

平均燃料価格は、78,800 円といたします。 

燃料費調整単価 
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計算期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に

使用される電気に適用します。 

各離島平均燃料価格計算期間に対応する離島ユニバーサルサービ

ス調整単価適用期間は、次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、離島ユニバーサルサ

ービス調整単価適用期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約

前の計量日の前日まで、または解約前の検針日の前の検針日から解

約前の検針日の前日までの期間とします。 

離島平均燃料価格計算期

間 

離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用  

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均

燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバー

サルサービス調整単価適用期間は次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定

期間 

離島ユニバーサルサービス調整

単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
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毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量

に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を

適用して算定いたします。 

 

（２）離島基準単価 
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年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②

によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して

計算します。 

（２）離島基準単価 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値

で、次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 0.003 円 

 

（３）離島ユニバーサル調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリッ

トル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、

1 トン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された離島ユ

ニバーサル調整単価を当社のホームページに掲載します。 

 

 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場

合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 3 厘 
 

3 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

（新設） 
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ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（削除） ４ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま

え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（九州電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 動力（九州電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 22 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 動力】 

（九州電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 動力（九州電力エリ

ア）】（以下「GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書」と

いいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給約款」といい

ます。）にもとづき、動力をご使用のお客さまへ電気を小売すると

きの料金その他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書に定める

基本料金、電力量料金、ならびにおよび燃料費調整および離島ユニ

バーサルサービス調整における基準単価の金額は、全て消費税等相

当額を含みますが、消費税率が改定された場合は、改定後の消費税

率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 動力】（九州電力エリア）（以

下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給約款（グリ

ーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」といいます。）に

基づき、動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料

金、その他の条件を定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、九州都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整、離島ユニバー
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サルサービス調整における調整単価の金額はすべて消費税等

相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 動力（九州電力エリア） の定義書は、2022 年 3

月 22 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書に

おいて、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給約款に定

義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 動力（九

州電力エリア）の定義書においても同様の意味で使用します。 

（１）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（４）平均燃料価格計算期間および離島平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間を平均燃料価格計算期間、離島平均燃料価

格を計算する場合の期間を離島平均燃料価格計算期間とし、毎年 1 

月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日ま

での期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 

月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月

２ 定義 

本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限り電気供

給約款によるものとします。 
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1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで

の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 

月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 

月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から

翌 年の 2 月 28 日までの期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 

2 月 29 日までの期間とします。）をいいます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書にもとづく電気

料金メニュー（以下「GREENa RE100 動力（九州電力エリア）」と

いいます。）は動力をご使用のお客さま向けのメニューとし、次の

いずれにも該当するものに適用します。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②  1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合

は、契約電流（この場合、 10 アンペアを 1 キロワット

とみなします。）または契約容量（この場合、 1 キロボ

ルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と契約電

力との合計が 50 キロワット未満であること。  

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器

をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約す

る場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたと

きは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量

と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものに

３ 適用条件 

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申込みを、当社

が承諾した場合に、本定義書にもとづく「GREENa RE100 動力」

プランを適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限り

ではありません。 

 

（１）適用範囲 

本定義書は動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であるこ

と。 

②  1 需要場所において当社の九州電力エリア  ファミリ

ーまたは九州電力エリア  ビジネスとあわせて契約す

る場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合

計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみ

なし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キ

ロワットとみなします。）が 50 キロワット未満である
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ついても適用することがあります。この場合、一般送配

電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の

供給設備を施設することがあります。  

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニュ

ーとあわせて契約せずに、電灯または小型機器を使用

しないこと。  

 

こと。ただし、1 需要場所において当社の九州電力エ

リア  ファミリーまたは九州電力エリア  ビジネスと

あわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

お客さまの電気の使用状態、お客さまの需要場所を供

給区域とする一般送配電事業者（以下「当該一般送配

電事業者」といいます。）の供給設備の状況等から当

該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での

電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が

50 キロワット以上であるものについても適用するこ

とがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。   

③  九州電力エリア  ファミリーまたは九州電力エリア  

ビジネスとあわせて契約せずに、電灯または小型機器

を使用しないこと。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとしま

す。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電

圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧

100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただ

し供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない

場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル

トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと

することがあります。 
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５ 契約電力 

（１）契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に

応じて、別表 2（契約電力の計算方法）により、契約主開閉器

の定格電流にもとづき計算された値等に決定することがあり

ます。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電力の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電力の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点の

契約電力の値を引き継ぐことや、当社指定の値とするこ

とがあります。 

④  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電力の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電力

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 動力（九州電力エリア）

に切り替える場合は、原則として、他の電気料金メニュ

ーまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約

（３）契約電力 

契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、(4)

により算定された値といたします。ただし、他の小売電

気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則と

して、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容

量の値を引き継ぐものとします。この場合、契約主開閉

器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般

送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必

要に応じて確認いたします。 

（４）契約電力の算定 

  契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。ただし、契約容量が前

述での算定によりがたい場合は、お客さまと当社との協議によっ

て契約容量を定めます。 
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電力の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約電力が、(1)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流 

にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開 

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業 

者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認し 

ます。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を

使用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の

使用期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の使用期間

１日あたりの金額は、契約電力が 1 キロワットの場合

の使用期間１日あたりの金額の半額とします。また、1

か月まったく電気を使用しない月の基本料金は、「使用

期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用期間の日

数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 31.60 円    

（２）電力量料金 

４ 電気料金  

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表の 1（再生

可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能

エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量

料金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④により算定された燃料

費調整額および本定義書別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④により算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し

引き、または加えたものといたします。 

（１）基本料金 

基本料金は、1 月に次のとおりとします。ただし、

まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額と

します。  

契約電力 1 キロワットにつき 961 円 40 銭 
 

（２）電力量料金 

電力量料金単価（1 キロワット時あたり）は次のと

おりとします。  
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1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引くものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えるものとします。ま

た、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整） (1)①に

よって計算された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回

る場合は、別表 2（離島ユニバーサルサービス調整）

(1)④によって計算された離島ユニバーサルサービス調

整額を差し引くものとし、別表 2（離島ユニバーサルサ

ービス調整） (1)①によって計算された離島平均燃料価

格が 52,500 円を上回る場合は、別表 2（離島ユニバー

サルサービス調整） (1)④によって計算された離島ユニ

バーサルサービス調整額を加えるものとします。  

1 キロワット時につき 夏季料金 18.12 円 

1 キロワット時につき その他季料金 16.43 円 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

1 キロワット時につき 夏季料金 18 円 12 銭 

1 キロワット時につき その他季料金 16 円 43 銭 
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電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の適用開始日は、電気

需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需給契約

の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給開始）(1)

に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他の電気料金

メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更の場合に

は、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の計量日また

は検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況により所定

の手続き終了までに時間を要する場合等は、当社が変更を承諾

したのちに到来する電気の計量日または検針日となることが

あります。 

（２）GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の適用期間は、(1)に定

める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの電気需

給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解約等）

（新設） 
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に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約電力または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾し

た場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金を、変更を

承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日より始ま

る使用期間の電気料金の計算に適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を

新たに設定もしくは変更した後の計量日または検針日から 1

年目の日が属する月の計量日または検針日まで、契約電力を変

更することはできません。電気料金メニューの変更についても

同様とします。 

（３）契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件

の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 

 

５ 契約電力の変更 

①  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申込みを承

諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金

を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始

まる使用期間の電気料金の計算に適用します。ただし、

お客さまが新たな電気供給契約の申込みと同時に、従前

の小売電気事業者との契約にもとづく契約容量の変更

を希望する場合には、この限りではありません。  

②  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約

電力を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1

年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更する

ことはできません。  

③  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

９ GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書の変更および廃

止 

（１）当社は、GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書を変

更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書を廃

止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、

６ 本定義書の変更および廃止 

①当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約款第

2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場合、契

約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の定義書によります。  

②当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、
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廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載しま

す。 

（３）GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書の廃止にとも

ない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の

書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給

約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページ上での掲載その他適切な方法によ

りお客さまにお知らせいたします。  

③本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供

給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後

の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供

給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード 動力（九州電力エリア）の定義書におい

て電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次

のとおりとします。 

（１） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電力）により

定められた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力

を 0.5 キロワットとします。 

（２） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

３（４）FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再
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（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 動力（九州

電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気料金メ

ニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施した割

引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの「１万

円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申込割の

残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新規申込

割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるものとしま

す。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が割り引

かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、割引を

行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内容、割

引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確認くだ

さい。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書９

（GREENa RE100 動力（九州電力エリア）の定義書の変更およ

び廃止）にもとづき、GREENa RE100 動力（九州電力エリア）

の定義書を廃止する場合があります。GREENa RE100 動力（九

州電力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さ

まの他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニ

ューの新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームペー

ジに掲載します。 
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別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 項に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0053 

β＝0.1861 

γ＝1.0757 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,400 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,400 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,400 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400

円を上回り、かつ、41,100 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 41,100

円を上回る場合  

平均燃料価格は、41,100 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (41,100 円 ― 27,400 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.136 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場合の値と

し、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 13 銭 6 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の計算 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格

は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、

次の算式によって計算された値とします。  

なお、離島平均燃料価格は、 100 円単位とし、 100 円未

満の端数は、10 円の位で四捨五入します。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 

3 離島ユニバーサルサービス調整 

（１）離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

①離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価

格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづ

き、次の算式によって算定された値といたします。なお、

離島平均燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端

数は、10 円の位で四捨五入いたします。  

離島平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの

平均石炭価格 

α＝1.0000 

β＝0.0000 

γ＝0.0000 



771 

 

なお、各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 ト

ン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって計算さ

れた値とします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、そ

の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

イ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500

円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （52,500 円  －  離島平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500 円

を上回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝  （離島平均燃料価格  －  52,500 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格計算期間の離島平均燃料価格によって計算さ

れた離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格お

よび 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数

は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算

定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整

単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨

五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が

52,500 円を下回る場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価 

＝ (52,500 円 ― 離島平均燃料価格) ×  
(2)の基準単価

1,000
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 52,500

円を上回り、かつ、78,800 円以下の場合  

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝ (平均燃料価格 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 78,800

円を上回る場合  

平均燃料価格は、78,800 円といたします。 

燃料費調整単価 
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計算期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に

使用される電気に適用します。 

各離島平均燃料価格計算期間に対応する離島ユニバーサルサービ

ス調整単価適用期間は、次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、離島ユニバーサルサ

ービス調整単価適用期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約

前の計量日の前日まで、または解約前の検針日の前の検針日から解

約前の検針日の前日までの期間とします。 

離島平均燃料価格計算期

間 

離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

＝ (78,800 円 ― 52,500 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③離島ユニバーサルサービス調整単価の適用  

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均

燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単

価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバー

サルサービス調整単価適用期間は次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定

期間 

離島ユニバーサルサービス調整

単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月

31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月

の検針日の 前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
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毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量

に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を

適用して算定いたします。 

 

（２）離島基準単価 
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年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

針日の前日までの期間 

④離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に②

によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して

計算します。 

（２）離島基準単価 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値

で、次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 0.003 円 

 

（３）離島ユニバーサル調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリッ

トル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、

1 トン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された離島ユ

ニバーサル調整単価を当社のホームページに掲載します。 

 

 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円以上変動した場

合の値とし、次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 3 厘 
 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

(新設) 
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ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

（削除） ３ 使用電力量の協定 

計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場

合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款およびその他の供給条件（以下「託送約款等」といいま

す。）にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏ま

え、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によっ

て使用電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接

お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者

との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたしま

す。）。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量

といたします。 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 30 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダードナイト割 S/L/A】 

（東京電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード  ナイト割 

S/L/A（東京電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ナイト割 

S/L/A（東京電力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気

需給約款（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯ま

たは小型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金そ

の他の条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）

の定義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整におけ

る基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率

が改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）この契約種別定義書【GREENa スタンダードナイト割 S/L/A】

（東京電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当

社の電気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供

給約款」といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使

用のお客さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を

定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 
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（３）本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の

金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア） の定

義書は、2022 年 3 月 30 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力

エリア）の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、

電気需給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、

GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定義

書においても同様の意味で使用します。 

（１）最大需要電力 

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款およ

びその他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に

定める接続供給電力の最大値をいいます。 

（２）デイタイム 

ナイトタイム以外の時間をいいます。 

（３）ナイトタイム 

  毎日午前 1 時から午前 6 時までの時間をいいます。 

（４）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（５）平均燃料価格計算期間 

２ 定義 

次の言葉は、本定義書、契約種別に応じた料金表およびこの供給契

約において、それぞれ次の意味で使用いたします。 

（１）アンペアブレーカー契約 アンペアブレーカー（電流制限器）

の容量にもとづき、契約電流（アンペア）を定める契約方式をいい

ます。  

（２）主開閉器契約  

主開閉器の定格電流にもとづき、契約容量を決定する契約方式をい

います。  

（３）実量契約  

メーターで計量した過去 1 年間（その 1 月と前 11 か月）の各月の最

大需要電力のうちの最も大きな値にもとづき契約電力を決定する契

約方式をいいます。  

（４）最大需要電力  

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款および

その他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に定め

る接続供給電力の最大値をいいます。  
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貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

（６）ナイト割各メニュー 

  GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定

義書にもとづく電気料金メニューのうち、GREENa スタンダード ナ

イト割 S、GREENa スタンダード ナイト割 L、または GREENa スタ

ンダード ナイト割 A のいずれかをいいます。 

その他、本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限

り電気供給約款によるものといたします。 

 

３ 時間帯区分 

時間帯区分は次のとおりといたします。  

①デイタイム  

ナイトタイム以外の時間をいいます。 

②ナイトタイム  

毎日午前 1 時から午前 6 時までの時間をいいます。 

（削除） ４ 契約種別 

本定義書における契約種別は、次のとおりといたします。 

需要

区分 

契約種別 
契約方式 

電灯

需要 

GREENa スタンダード  

ナイト割 S 
アンペアブレーカー契約 

GREENa スタンダード  主開閉器契約 
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ナイト割 L 

GREENa スタンダード  

ナイト割 A 
実量契約等 

（１）適用する契約種別について  

新たにお客さまが「GREENa スタンダード ナイト割 S／L／A

（東京電力エリア）」にお申込みされた場合、原則として当該一

般送配電事業者が当該需要場所に定めた契約方式により、上記の

表にしたがい適用する契約種別を定めるものといたします。ただ

し、当該一般送配電事業者が負荷設備契約として契約方式を定め

ていた場合は、当社は実量契約に変更いたします。 

（２）契約方式の変更  

お客さまが希望し、かつ、当社との協議が整った場合は、当該一

般送配電事業者が当該需要場所に定めた契約方式を変更するこ

とがあります。また、変更の内容によっては工事が必要となる場

合があります。契約方式を変更した場合はそれにともない、契約

種別も変更となります。ただし、当該契約方式の適用開始の日以

降 1 年目の日が属する月の計量日までは、原則として他の契約

方式に変更することはできません。 

（３）書面の交付  

契約方式の変更にともない契約種別が変更され、当社がお客さま

に対し、電気事業法にもとづく供給条件の説明、契約締結前の書

面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款

第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。 
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３ 適用条件 

GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定

義書にもとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード 

ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）」といいます。）は電灯または小

型機器をご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該

当するものに適用します。 

【GREENa スタンダード ナイト割 S】 

（１）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下で

あること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この

場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワ

ット未満であること。 ただし、1 需要場所において動力をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合で、お客

さまが希望され、かつ、当社が認めたときは、（１）に該当し、

かつ、（２）の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以

上であるものについても適用することがあります。この場合、

一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の

供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

５ GREENa スタンダード ナイト割 S 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa スタンダード  ナイ

ト割」の適用を希望されること。「GREENa スタンダード  

ナイト割」の料金適用開始の日以降 1 年目の日が属する

月の計量日までは、原則としてこの契約種別以外の契約

種別に供給契約を変更することはできません。  

②契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電流と

契約電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみな

します。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所

において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給

設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上、

低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるも

のについても適用することがあります。この場合、当該一般送配

電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。 

【GREENa スタンダード ナイト割 L】 ６ GREENa スタンダード ナイト割 L 
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（１）契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則とし

て 50 キロボルトアンペア未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この

場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が

50 キロワット未満であること。 

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約容量と

契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても

適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お

客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設すること

があります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa スタンダード  ナイ

ト割」の適用を希望されること。「GREENa スタンダード  

ナイト割」の料金適用開始の日以降 1 年目の日が属する

月の計量日までは、原則としてこの契約種別以外の契約

種別に供給契約を変更することはできません。  

②契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原

則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約容量と

契約電力との合計（契約容量は、1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、

1 需要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが

希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事

業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上また

は経済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当

し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場合、当該

一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。 

【GREENa スタンダード ナイト割 A】 

（１）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

７ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（１）適用範囲 
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（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電力の合計が 50 キロワット未満

であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電力の

合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa スタンダード  ナイ

ト割」の適用を希望されること。「GREENa スタンダード  

ナイト割」の料金適用開始の日以降 1 年目の日が属する

月の計量日までは、原則としてこの契約種別以外の契約

種別に供給契約を変更することはできません。  

②契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電力と

契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需

要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望

され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者

の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経

済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

５ GREENa スタンダード ナイト割 S 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト
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60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

とし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし供給

電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合に

は、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標

準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（同上） ６ GREENa スタンダード ナイト割 L 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたし

ます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることが

あります。 

（同上） ７ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたし

ます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることが

あります。 

５ 契約電流、契約容量および契約電力 

【GREENa スタンダード ナイト割 S】 

（１） 契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア 

５ GREENa スタンダード ナイト割 S 

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、
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ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれか

に従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、1 年

間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出てい

ただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①  他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点

の契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とす

ることがあります。 

②  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③  当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ナイト割  S（東

京電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の

電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約

終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、原則として供給開始時点でご使

用場所ごとに設定されている契約電流の値に従い決定

いたします。ただし、お客さまにおいて使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使

用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認

められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けないこ

とがあります。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  
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（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

【GREENa スタンダード ナイト割 L】 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応

じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器の定

格電流にもとづき計算された値等に決定することがあります。 

① 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則

として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約

容量の値とします。ただし、需給開始時点でご使用場所ごとに

設定されている契約容量の値が不明の場合は、他の小売電気事

業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐことや、当社

指定の値とすることがあります。 

②  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③  当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ナイト割  L（東

京電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の

電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約

６ GREENa スタンダード ナイト割 L 

（３）契約容量 

契約容量は、原則として契約主開閉器の定格電流にもと

づき、(4)（契約容量の算定）により算定された値といた

します。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して

いただきます。ただし、当社の他の契約種別の電気供給

契約から切り替える場合は、当該他の契約種別の電気供

給契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐことがありま

す。なお、当該送配電事業者は、契約容量に応じて、電流

制限器等または電流を制限する計量器を取り付けること

があります。 

 

（４）契約容量の算定 

(3)の場合の契約容量の算定は、原則として次により算定いたし

ます。 

  ①供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトもしくは 200 ボルトの場合または交流単相 3 線式標準電

圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの
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終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約容量が、(１)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電

流にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業者

は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。 

場合の電圧は、200 ボルトといたします。 

②供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 
1

1,000
 

【GREENa スタンダード ナイト割 A】 

各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前

11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議に

より定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のうち、い

ずれか大きい値といたします。 

（１）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12

月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適

用開始の日から前月まで（特別の事情がある場合は、料金適用開

始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間

とすることがあります。）の最大需要電力のうち、いずれか大き

い値といたします。ただし、本定義書により新たに電気の供給を

受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用

される場合には、本定義書による電気の供給を受ける前の電気の

供給は、契約電力の決定上、本定義書によって受けた電気の供給

とみなします。 

（２）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された

日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が、

その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前

７ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（３）契約電力 

①各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。  

（イ）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始

の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の

最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで（特別

の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月まで

の間でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。ただし、本定義書により新たに電気

の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者

の供給設備を利用される場合には、本定義書による電

気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定

上、本定義書によって受けた電気の供給とみなします。 
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11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協

議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力の

うちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日

の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11

月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議

により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のう

ちいずれか大きい値とし、その１月の増加された日以降の期間

は，その期間の最大需要電力の値といたします。 

（３）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1 年を通じ

ての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された

日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、そ

の期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前

11 月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少さ

れた日以降 12 月の期間の各月の契約電力（減少された日を含む

1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力

といたします。）は、需要場所における負荷設備の内容、電気の

ご使用状況等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月の期間で、

その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需

要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によ

って定めた値を上回る場合（減少された日を含む 1 月の減少され

た日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客

（ロ）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、

増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の

最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日ま

での期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある

場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議により定めた

期間とすることがあります。）の最大需要電力のうちい

ずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加され

た日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値

とし、その１月の増加された日以降の期間は，その期

間の最大需要電力の値といたします。  

（ハ）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、

1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らか

なときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の

前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電

力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内

でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値と

し、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力

（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間

については、その期間の契約電力といたします。）は、
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さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたしま

す。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたしま

す。 

 

需要場所における負荷設備の内容、電気のご使用状況

等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月

の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日か

ら前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が

お客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場

合（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期

間については、その期間の最大需要電力の値がお客さ

まと当社との協議によって定めた値を上回る場合とい

たします。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力

の値といたします。  

②①により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合の契約電

力は、電気供給約款第 4 条（単位および端数処理）にかかわらず、

0.5 キロワットといたします。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用

期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を使  

用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の使用

期間 )で定める使用期間の日数です。）  

５ GREENa スタンダード ナイト割 S 

（４）電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

①基本料金 
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ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料金

は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」の金額から半額とします。  

【GREENa スタンダード  ナイト割  S】  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 8.98 円 

契約電流 15 アンペア 13.47 円 

契約電流 20 アンペア 17.96 円 

契約電流 30 アンペア 26.94 円    

契約電流 40 アンペア 35.92 円    

契約電流 50 アンペア 44.90 円    

契約電流 60 アンペア 53.88 円    
 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。

ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金

は、半額といたします。  

契約電流 10 アンペア 825 円 00 銭 
契約電流 15 アンペア 825 円 00 銭 
契約電流 20 アンペア 825 円 00 銭 
契約電流 30 アンペア 825 円 00 銭 
契約電流 40 アンペア 1,098 円 24 銭 

契約電流 50 アンペア 1,369 円 90 銭 

契約電流 60 アンペア 1,639 円 63 銭 
 

【GREENa スタンダード ナイト割 L】 

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 8.95 円    
 

６ GREENa スタンダード ナイト割 L 

（５）電気料金 

(省略) 

① 基本料金 

（省略）  

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 272 円 42 銭 
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【GREENa スタンダード  ナイト割  A】  

 

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロワットにつき 14.46 円    
 

７ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（４）電気料金 

(省略) 

① 基本料金 

(省略 )  

契約容量 1 キロワットにつき  440 円 00 銭 
 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

デイタイム 1 キロワット時につき 25.28 円 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 17.42 円 
 

５ GREENa スタンダード ナイト割 S 

（４） 電気料金 

②電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の時間帯別の使用電力量に

よって算定いたします。  

デイタイム 1 キロワット時につき 25 円 28 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 17 円 42 銭 
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（同上） ６ GREENa スタンダード ナイト割 L 

（５） 電気料金 

②電力量料金 

(省略 )  

デイタイム  1 キロワット時につき 25 円 28 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 17 円 42 銭 
 

（同上） ７ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（４）電気料金 

②電力量料金 

(省略 )  

デイタイム 1 キロワット時につき 25 円 28 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 17 円 42 銭 
 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算される電気料

金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付則に記載しま

（新設） 
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す。 

（削除） ８ 使用電力量の算定 

(1)使用電力量の算定は、電気供給約款第 20 条（使用電力量等の量）

に定めのあるとおり、当該一般送配電事業者の託送供給等約款に従

って行われるものといたします。 

 

(2)料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は、時間帯別

に、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値

といたします。デイタイムの使用電力量は、当該時間帯における 30

分ごとの使用電力量を合計した値とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入いたします。また、ナイトタイムの使用電力量は、

原則としてその 1 月の使用電力量からその 1 月のデイタイムの使用

電力量を差し引いた値といたします。 

 

(3)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった

場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏まえ、

お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用

電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さま

と協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者との協議に

より定めた値を、計量された使用電力量といたします。）。この場合、

協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。 

７ 適用期間 （新設） 
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（１）GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の

適用開始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に

定める電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電

気の需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款

27（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュ

ーの変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の

電気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等で、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の

適用期間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お

客さまからの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気

需給契約の解約等）に定める解約日または終了日 までとしま

す。 

８ 契約電流、契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流、契約容量または電気料金メ

ニューの変更（ナイト割各メニュー間の変更を含みます。以下

同様とします。）のお申し込みを承諾した場合には、変更後の

契約電流もしくは契約容量または変更後の電気料金メニュー

にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の

計量日または検針日より始まる使用期間の電気料金の計算に

適用します。 

９ 契約電流または契約容量の変更 

（１）「GREENa スタンダード ナイト割 S」もしくは「GREENa ス

タンダード ナイト割 L」において、当社が、お客さまからの契約

電流または契約容量の変更のお申込みを承諾した場合には、変更

後の契約電流または契約容量にもとづく基本料金を、変更を承諾

したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金

の計算に適用します。 

（２）「GREENa スタンダードナイト割 S」もしくは「GREENa ス
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（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流、

契約容量もしくは契約電力を新たに設定、または契約電流、契

約容量もしくは電気料金メニューを変更した後の計量日また

は検針日から 1 年目の日が属する月の計量日または検針日ま

で、契約電流、契約容量または電気料金メニューを変更するこ

とはできません。 

（３）契約電流または契約容量の変更にともない、当社がお客さまに

対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）

(2)および(3)に準じます。 

タンダードナイト割 L」において、お客さまは、やむを得ない場

合を除き、お客さまが契約電流または契約容量を変更した後の計

量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約電流または契

約容量を変更することはできません。 

（３）「GREENa スタンダードナイト割 S」もしくは「GREENa ス

タンダードナイト割 L」において契約電流または契約容量の変更

にともない、当社がお客さまに対し、電気事業法にもとづく供給

条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付

を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供給約款の変更等）に

準じます。 

９ GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定

義書の変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エ

リア）の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等

の変更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エ

リア）の定義書を廃止することがあります。この場合、当社は

あらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホー

ムページに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の

定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の

説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行

う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準

１１ 本定義書の変更および廃止 

（１）当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約

款第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場

合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給

条件は、変更後の定義書によります。  

（２）当社は、本定義書を廃止することがあります。この

場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよ

び廃止日を当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法

によりお客さまにお知らせいたします。  

（３）本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気

供給約款の変更等）に準じます。  
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じます。 

 

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定

義書において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端

数処理は、次のとおりとします。 

（１） 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

（２） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電流、契約容

量および契約電力）により定められた値が 0.5 キロワット以

下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。 

（３） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 
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第２ 付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ナイ

ト割 S/L/A（東京電力エリア）にメニュー変更する際に、当社

の他の電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象

として実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオ

クトパスの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニュ

ーの新規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メ

ニューの新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用

できるものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税

込）全額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなく

なるまで、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条

件、割引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定

義書をご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エ

リア）の定義書９（GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東

京電力エリア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、

GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の

定義書を廃止する場合があります。GREENa スタンダード ナ

イト割 S/L/A（東京電力エリア）の定義書を廃止する場合で、

廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割の残額が残っ

ている場合、他メニューの新規申込割の残額の取り扱いについ

て当社ホームページに掲載します。 
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第３ 別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 32 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②  お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （44,200 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  44,200 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (44,200 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200

円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300

円を上回る場合  

平均燃料価格は、66,300 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (66,300 円 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.232 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 2 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 30 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ナイト割 S/L/A】 

（東京電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京

電力エリア）】（以下「GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エ

リア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電

気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご

使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定め

たものです。 

なお、GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定義

書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準

単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定

された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）この契約種別定義書【GREENa RE100 ナイト割 S/L/A】（東京

電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電

気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。栃木県、群馬県、茨城

県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富

士川以東） 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 



806 

 

（３）本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の

金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア） の定義書は、

2022 年 3 月 30 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）

の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需

給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa 

RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定義書においても同様

の意味で使用します。 

（１）最大需要電力 

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款およ

びその他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に

定める接続供給電力の最大値をいいます。 

（２）デイタイム 

ナイトタイム以外の時間をいいます。 

（３）ナイトタイム 

  毎日午前 1 時から午前 6 時までの時間をいいます。 

（４）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（５）平均燃料価格計算期間 

２ 定義 

次の言葉は、本定義書、契約種別に応じた料金表およびこの供給契

約において、それぞれ次の意味で使用いたします。 

（１）アンペアブレーカー契約 アンペアブレーカー（電流制限器）

の容量にもとづき、契約電流（アンペア）を定める契約方式をいい

ます。  

（２）主開閉器契約  

主開閉器の定格電流にもとづき、契約容量を決定する契約方式をい

います。  

（３）実量契約  

メーターで計量した過去 1 年間（その 1 月と前 11 か月）の各月の最

大需要電力のうちの最も大きな値にもとづき契約電力を決定する契

約方式をいいます。  

（４）最大需要電力  

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款および

その他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に定め

る接続供給電力の最大値をいいます。  
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貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

（６）ナイト割各メニュー 

  GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定義書にも

とづく電気料金メニューのうち、GREENa RE100 ナイト割  S、

GREENa RE100 ナイト割 L、または GREENa RE100 ナイト割 A のい

ずれかをいいます。 

その他、本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限

り電気供給約款によるものといたします。 

 

３ 時間帯区分 

時間帯区分は次のとおりといたします。  

①デイタイム  

ナイトタイム以外の時間をいいます。 

②ナイトタイム  

毎日午前 1 時から午前 6 時までの時間をいいます。 

（削除） ４ 契約種別 

本定義書における契約種別は、次のとおりといたします。 

需要

区分 

契約種別 
契約方式 

電灯

需要 

GREENa RE100  

ナイト割 S 
アンペアブレーカー契約 

GREENa RE100  主開閉器契約 
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ナイト割 L 

GREENa RE100  

ナイト割 A 
実量契約等 

（１）適用する契約種別について  

新たにお客さまが「GREENa RE100 ナイト割 S／L／A（東京電

力エリア）」にお申込みされた場合、原則として当該一般送配電

事業者が当該需要場所に定めた契約方式により、上記の表にした

がい適用する契約種別を定めるものといたします。ただし、当該

一般送配電事業者が負荷設備契約として契約方式を定めていた

場合は、当社は実量契約に変更いたします。 

（２）契約方式の変更  

お客さまが希望し、かつ、当社との協議が整った場合は、当該一

般送配電事業者が当該需要場所に定めた契約方式を変更するこ

とがあります。また、変更の内容によっては工事が必要となる場

合があります。契約方式を変更した場合はそれにともない、契約

種別も変更となります。ただし、当該契約方式の適用開始の日以

降 1 年目の日が属する月の計量日までは、原則として他の契約

方式に変更することはできません。 

（３）書面の交付  

契約方式の変更にともない契約種別が変更され、当社がお客さま

に対し、電気事業法にもとづく供給条件の説明、契約締結前の書

面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款

第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。 
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３ 適用条件 

GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定義書にも

とづく電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ナイト割 S/L/A

（東京電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用

のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適

用します。 

【GREENa RE100 ナイト割 S】 

（１）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下で

あること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この

場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワ

ット未満であること。 ただし、1 需要場所において動力をご使

用のお客さま向けのメニューとあわせて契約する場合で、お客

さまが希望され、かつ、当社が認めたときは、（１）に該当し、

かつ、（２）の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以

上であるものについても適用することがあります。この場合、

一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の

供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

５ GREENa RE100 ナイト割 S 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa RE100 ナイト割」の

適用を希望されること。「GREENa RE100 ナイト割」の料

金適用開始の日以降 1 年目の日が属する月の計量日まで

は、原則としてこの契約種別以外の契約種別に供給契約

を変更することはできません。 

②契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電流と

契約電力との合計（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみな

します。）が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所

において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、

かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給

設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上、

低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、

②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるも

のについても適用することがあります。この場合、当該一般送配

電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を

施設することがあります。 

【GREENa RE100 ナイト割 L】 ６ GREENa RE100 ナイト割 L 
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（１）契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則とし

て 50 キロボルトアンペア未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この

場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が

50 キロワット未満であること。 

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約容量と

契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても

適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お

客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設すること

があります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa RE100 ナイト割」の

適用を希望されること。「GREENa RE100 ナイト割」の料

金適用開始の日以降 1 年目の日が属する月の計量日まで

は、原則としてこの契約種別以外の契約種別に供給契約

を変更することはできません。 

②契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原

則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約容量と

契約電力との合計（契約容量は、1 キロボルトアンペアを 1 キロ

ワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、

1 需要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが

希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事

業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上また

は経済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当

し、かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上

であるものについても適用することがあります。この場合、当該

一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。 

【GREENa RE100 ナイト割 A】 

（１）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

７ GREENa RE100 ナイト割 A 

（１）適用範囲 
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（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電力の合計が 50 キロワット未満

であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電力の

合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa RE100 ナイト割」の

適用を希望されること。「GREENa RE100 ナイト割」の料

金適用開始の日以降 1 年目の日が属する月の計量日まで

は、原則としてこの契約種別以外の契約種別に供給契約

を変更することはできません。 

②契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電力と

契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需

要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望

され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者

の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経

済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

５ GREENa RE100 ナイト割 S 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト
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60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

とし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし供給

電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合に

は、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標

準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（同上） ６ GREENa RE100 ナイト割 L 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたし

ます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることが

あります。 

（同上） ７ GREENa RE100 ナイト割 A 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたし

ます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることが

あります。 

５ 契約電流、契約容量および契約電力 

【GREENa RE100 ナイト割 S】 

（１） 契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア 

５ GREENa RE100 ナイト割 S 

（３）契約電流 

①契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、



813 

 

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれか

に従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、1 年

間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出てい

ただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①  他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定

されている契約電流の値とします。ただし、需給開始時

点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が

不明の場合は、他の小売電気事業者との契約終了時点

の契約電流の値を引き継ぐことや、当社指定の値とす

ることがあります。 

②  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約電流の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

③  当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ナイト割 S（東京電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

点の契約電流の値を引き継ぐものとします。 

30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アン

ペアのいずれかとし、原則として供給開始時点でご使

用場所ごとに設定されている契約電流の値に従い決定

いたします。ただし、お客さまにおいて使用する最大

電流が制限される装置が取り付けられている場合等使

用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認

められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けないこ

とがあります。  

②当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制

限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。

ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限さ

れる装置が取り付けられている場合等使用する最大電

流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合

には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または

電流を制限する計量器を取り付けないことがありま

す。  
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（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

【GREENa RE100 ナイト割 L】 

（１）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応

じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器の定

格電流にもとづき計算された値等に決定することがあります。 

④ 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則

として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約

容量の値とします。ただし、需給開始時点でご使用場所ごとに

設定されている契約容量の値が不明の場合は、他の小売電気事

業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐことや、当社

指定の値とすることがあります。 

⑤  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

⑥  当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ナイト割 L（東京電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

６ GREENa RE100 ナイト割 L 

（３）契約容量 

契約容量は、原則として契約主開閉器の定格電流にもと

づき、(4)（契約容量の算定）により算定された値といた

します。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して

いただきます。ただし、当社の他の契約種別の電気供給

契約から切り替える場合は、当該他の契約種別の電気供

給契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐことがありま

す。なお、当該送配電事業者は、契約容量に応じて、電流

制限器等または電流を制限する計量器を取り付けること

があります。 

 

（４）契約容量の算定 

(3)の場合の契約容量の算定は、原則として次により算定いたし

ます。 

  ①供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトもしくは 200 ボルトの場合または交流単相 3 線式標準電

圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの
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点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（２）契約容量が、(１)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電

流にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業者

は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。 

場合の電圧は、200 ボルトといたします。 

②供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 
1

1,000
 

【GREENa RE100 ナイト割 A】 

各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前

11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議に

より定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のうち、い

ずれか大きい値といたします。 

（１）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12

月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適

用開始の日から前月まで（特別の事情がある場合は、料金適用開

始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間

とすることがあります。）の最大需要電力のうち、いずれか大き

い値といたします。ただし、本定義書により新たに電気の供給を

受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用

される場合には、本定義書による電気の供給を受ける前の電気の

供給は、契約電力の決定上、本定義書によって受けた電気の供給

とみなします。 

（２）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された

日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が、

その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前

７ GREENa RE100 ナイト割 A 

（３）契約電力 

①各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。  

（イ）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始

の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の

最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで（特別

の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月まで

の間でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。ただし、本定義書により新たに電気

の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者

の供給設備を利用される場合には、本定義書による電

気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定

上、本定義書によって受けた電気の供給とみなします。 
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11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協

議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力の

うちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日

の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11

月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議

により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のう

ちいずれか大きい値とし、その１月の増加された日以降の期間

は，その期間の最大需要電力の値といたします。 

（３）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1 年を通じ

ての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された

日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、そ

の期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前

11 月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少さ

れた日以降 12 月の期間の各月の契約電力（減少された日を含む

1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力

といたします。）は、需要場所における負荷設備の内容、電気の

ご使用状況等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月の期間で、

その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需

要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によ

って定めた値を上回る場合（減少された日を含む 1 月の減少され

た日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客

（ロ）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、

増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の

最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日ま

での期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある

場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議により定めた

期間とすることがあります。）の最大需要電力のうちい

ずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加され

た日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値

とし、その１月の増加された日以降の期間は，その期

間の最大需要電力の値といたします。  

（ハ）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、

1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らか

なときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の

前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電

力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内

でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値と

し、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力

（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間

については、その期間の契約電力といたします。）は、
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さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたしま

す。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたしま

す。 

 

需要場所における負荷設備の内容、電気のご使用状況

等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月

の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日か

ら前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が

お客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場

合（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期

間については、その期間の最大需要電力の値がお客さ

まと当社との協議によって定めた値を上回る場合とい

たします。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力

の値といたします。  

②①により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合の契約電

力は、電気供給約款第 4 条（単位および端数処理）にかかわらず、

0.5 キロワットといたします。 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用

期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を使  

用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の使用

期間 )で定める使用期間の日数です。）  

５ GREENa RE100 ナイト割 S 

（４）電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものといたします。 

①基本料金 
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ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料金

は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」の金額から半額とします。  

【GREENa RE100 ナイト割  S】  

使用期間１日あたりの金額 

契約電流 10 アンペア 9.40 円 

契約電流 15 アンペア 14.10 円 

契約電流 20 アンペア 18.80 円 

契約電流 30 アンペア 28.20 円    

契約電流 40 アンペア 37.60 円    

契約電流 50 アンペア 47.00 円    

契約電流 60 アンペア 56.40 円    
 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。

ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金

は、半額といたします。  

契約電流 10 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 15 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 20 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 30 アンペア 858 円 00 銭 
契約電流 40 アンペア 1,144 円 00 銭 

契約電流 50 アンペア 1,430 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 1,716 円 00 銭 
 

【GREENa RE100 ナイト割 L】 

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 9.40 円    
 

６ GREENa RE100 ナイト割 L 

（５）電気料金 

(省略) 

② 基本料金 

（省略）  

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 286 円 00 銭 
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【GREENa RE100 ナイト割  A】  

 

使用期間１日あたりの金額 

契約容量 1 キロワットにつき 15.06 円    
 

７ GREENa RE100 ナイト割 A 

（４）電気料金 

(省略) 

③ 基本料金 

(省略 )  

契約容量 1 キロワットにつき  458 円 33 銭 
 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

デイタイム 1 キロワット時につき 25.80 円 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 17.78 円 
 

５ GREENa RE100 ナイト割 S 

（６） 電気料金 

②電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の時間帯別の使用電力量に

よって算定いたします。  

デイタイム 1 キロワット時につき 25 円 80 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 17 円 78 銭 
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（同上） ６ GREENa RE100 ナイト割 L 

（７） 電気料金 

②電力量料金 

(省略 )  

デイタイム  1 キロワット時につき 25 円 80 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 17 円 78 銭 
 

（同上） ７ GREENa RE100 ナイト割 A 

（４）電気料金 

②電力量料金 

(省略 )  

デイタイム 1 キロワット時につき 25 円 80 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 17 円 78 銭 
 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算される電気料

金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付則に記載しま

（新設） 
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す。 

（削除） ８ 使用電力量の算定 

(1)使用電力量の算定は、電気供給約款第 20 条（使用電力量等の量）

に定めのあるとおり、当該一般送配電事業者の託送供給等約款に従

って行われるものといたします。 

 

(2)料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は、時間帯別

に、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値

といたします。デイタイムの使用電力量は、当該時間帯における 30

分ごとの使用電力量を合計した値とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入いたします。また、ナイトタイムの使用電力量は、

原則としてその 1 月の使用電力量からその 1 月のデイタイムの使用

電力量を差し引いた値といたします。 

 

(3)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった

場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏まえ、

お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用

電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さま

と協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者との協議に

より定めた値を、計量された使用電力量といたします。）。この場合、

協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。 

７ 適用期間 （新設） 
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（１）GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の適用開始

日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電

気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需

給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他

の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変

更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の

計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況

により所定の手続き終了までに時間を要する場合等で、当社が

変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日と

なることがあります。 

（２）GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の適用期間

は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまか

らの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約

の解約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８ 契約電流、契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流、契約容量または電気料金メ

ニューの変更（ナイト割各メニュー間の変更を含みます。以下

同様とします。）のお申し込みを承諾した場合には、変更後の

契約電流もしくは契約容量または変更後の電気料金メニュー

にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の

計量日または検針日より始まる使用期間の電気料金の計算に

適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流、

９ 契約電流または契約容量の変更 

（１）「GREENa RE100 ナイト割 S」もしくは「GREENa RE100 ナ

イト割 L」において、当社が、お客さまからの契約電流または契

約容量の変更のお申込みを承諾した場合には、変更後の契約電流

または契約容量にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到

来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用

します。 

（２）「GREENa RE100 ナイト割 S」もしくは「GREENa RE100 ナイ

ト割 L」において、お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客
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契約容量もしくは契約電力を新たに設定、または契約電流、契

約容量もしくは電気料金メニューを変更した後の計量日また

は検針日から 1 年目の日が属する月の計量日または検針日ま

で、契約電流、契約容量または電気料金メニューを変更するこ

とはできません。 

（３）契約電流または契約容量の変更にともない、当社がお客さまに

対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）

(2)および(3)に準じます。 

さまが契約電流または契約容量を変更した後の計量日から 1 年目

の日が属する月の計量日まで、契約電流または契約容量を変更す

ることはできません。 

（３）「GREENa RE100 ナイト割 S」もしくは「GREENa RE100 ナイ

ト割 L」において契約電流または契約容量の変更にともない、当

社がお客さまに対し、電気事業法にもとづく供給条件の説明、契

約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、

電気供給約款第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。 

９ GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定義書の変

更および廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の

定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)

に準じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の

定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじ

め一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページ

に掲載します。 

（３）GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定義書の

廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契

約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合

は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

１１ 本定義書の変更および廃止 

（１）当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約

款第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場

合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給

条件は、変更後の定義書によります。  

（２）当社は、本定義書を廃止することがあります。この

場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよ

び廃止日を当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法

によりお客さまにお知らせいたします。  

（３）本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気

供給約款の変更等）に準じます。  
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１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定

義書において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端

数処理は、次のとおりとします。 

（１） 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

（２） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電流、契約容

量および契約電力）により定められた値が 0.5 キロワット以

下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。 

（３） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

１０ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 

  



825 

 

第２ 付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ナイト割 

S/L/A（東京電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の

電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として

実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパ

スの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新

規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュー

の新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できる

ものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全

額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるま

で、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割

引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書を

ご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の

定義書９（GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）

の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ナイ

ト割 S/L/A（東京電力エリア）の定義書を廃止する場合があり

ます。GREENa RE100 ナイト割 S/L/A（東京電力エリア）の定

義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新

規申込割の残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の

残額の取り扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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第３ 別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 32 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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④  お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、



829 

 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （44,200 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  44,200 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (44,200 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200

円を上回り、かつ、66,300 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300

円を上回る場合  

平均燃料価格は、66,300 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (66,300 円 ― 44,200 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.232 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 2 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 
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電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 30 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダードナイト割 R/A】 

（中部電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ナイト割 R/A

（中部電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ナイト割 R/A

（中部電力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給

約款（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または

小型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他

の条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）

の定義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整におけ

る基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率

が改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）この契約種別定義書【GREENa スタンダードナイト割 R/A】

（中部電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当

社の電気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供

給約款」といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使

用のお客さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を

定めたものです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部

を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

（３）本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の

金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 （新設） 
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  GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア） の定

義書は、2022 年 3 月 30 日より実施します。 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エ

リア）の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、

電気需給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、

GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義書

においても同様の意味で使用します。 

（１）最大需要電力 

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款およ

びその他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に

定める接続供給電力の最大値をいいます。 

（２）デイタイム 

  毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし、土

曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月

2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日およ

び 12 月 31 日の該当する時間を除きます。 

（３）ホームタイム 

  休日等以外の毎日午前 8 時から午前 10 時までおよび午後 5 時か

ら午後 10 時までの時間、ならびに休日等の午前 8 時から午後 10

時までの時間をいいます。 

（４）ナイトタイム 

２ 定義 

次の言葉は、本定義書、契約種別に応じた料金表およびこの供給契

約において、それぞれ次の意味で使用いたします。 

（１）アンペアブレーカー契約  

アンペアブレーカー（電流制限器）の容量にもとづき、契約電流（ア

ンペア）を定める契約方式をいいます。  

（２）主開閉器契約  

主開閉器の定格電流値にもとづき、契約容量を決定する契約方式を

いいます。  

（３）実量契約  

メーターで計量した過去 1 年間（その 1 月と前 11 か月）の各月の最

大需要電力のうちの最も大きな値にもとづき契約電力を決定する契

約方式をいいます。  

（４）最大需要電力  

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款および

その他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に定め

る接続供給電力の最大値をいいます。  

その他、本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限

り電気供給約款によるものとします。 
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  デイタイムおよびホームタイム以外の時間をいいます。 

（５）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（６）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

（７）ナイト割各メニュー 

  GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義

書にもとづく電気料金メニューのうち、GREENa スタンダード ナイ

ト割 R、または GREENa スタンダード ナイト割 A のいずれかをい

います。 

３ 時間帯区分 

時間帯区分は次のとおりといたします。  

（１）デイタイム  

毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし，別

表 3（休日等）に定める日の該当する時間を除きます。 

（２）ホームタイム  

別表 3（休日等）に定める日以外の毎日午前 8 時から午前 10 時

までおよび午後 5 時から午後 10 時までの時間、ならびに別表 3

（休日等）に定める日の午前 8 時から午後 10 時までの時間をい

います。 

（３）ナイトタイム  

デイタイムおよびホームタイム以外の時間をいいます。 

（削除） ４ 契約種別 

本定義書における契約種別は、次のとおりといたします。 
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需要区分 契約種別 契約方式 

電灯需要 
GREENa スタンダ

ード ナイト割 R 

アンペアブレーカー契約 

主開閉器契約 

 
GREENa スタンダ

ード ナイト割 A 
実量契約等 

（１）適用する契約種別について  

新たにお客さまが「GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部

電力エリア）」にお申込みされた場合、原則として当該一般送配

電事業者が当該需要場所に定めた契約方式により、上記の表にし

たがい適用する契約種別を定めるものといたします。ただし、当

該一般送配電事業者が負荷設備契約として契約方式を定めてい

た場合は、当社は実量契約に変更いたします。 

（２）契約方式の変更  

お客さまが希望し、かつ、当社との協議が整った場合は、当該一

般送配電事業者が当該需要場所に定めた契約方式を変更するこ

とがあります。また、変更の内容によっては工事が必要となる場

合があります。契約方式を変更した場合はそれにともない、契約

種別も変更となります。ただし、当該契約方式の適用開始の日以

降 1 年目の日が属する月の計量日までは、原則として他の契約

方式に変更することはできません。 

（３）書面の交付  

契約方式の変更にともない契約種別が変更され、当社がお客さま
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に対し、電気事業法にもとづく供給条件の説明、契約締結前の書

面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款

第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義

書にもとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ナ

イト割 R/A（中部電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機

器をご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当す

るものに適用します。 

【GREENa スタンダード ナイト割 R】 

（１）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下で

あること。または、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であ

り、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力

との合計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみな

します。契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電流ま

たは契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上である

ものについても適用することがあります。この場合、一般送配

５ GREENa スタンダード ナイト割 R 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する

ものに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa スタンダード  ナイ

ト割」の適用を希望されること。「GREENa スタンダード  

ナイト割」の料金適用開始の日以降 1 年目の日が属する

月の計量日までは、原則としてこの契約種別以外の契約

種別に供給契約を変更することはできません。  

②契約容量が原則として 50 キロボルトアンペア未満であ

ること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約容量と

契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、

1 需要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが

希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事

業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上また

は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一
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電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備

を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

【GREENa スタンダード ナイト割 A】 

（１）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電力の合計が 50 キロワット未満

であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電力の

合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

６ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa スタンダード  ナイ

ト割」の適用を希望されること。「GREENa スタンダード  

ナイト割」の料金適用開始の日以降 1 年目の日が属する

月の計量日までは、原則としてこの契約種別以外の契約

種別に供給契約を変更することはできません。  

②契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電力と

契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需

要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望

され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者

の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経

済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給



840 

 

設備を施設することがあります。 

 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ GREENa スタンダード ナイト割 R 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトおよび 200 ボルトもしくは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといた

します。ただし供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとする

ことがあります。 

（同上） ６ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトおよび 200 ボルトもしくは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといた

します。ただし供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとする

ことがあります。 

 

５ 契約電流、契約容量および契約電力 

【GREENa スタンダード ナイト割 R】 

契約電流については、以下(1)(2)および(3)、契約容量については、以 

下(4)および(5)のとおり定めます。 

５ GREENa スタンダード ナイト割 R 

（３）契約容量 

契約容量は、原則として契約主開閉器の定格電流にもと

づき、(4)（契約容量の算定）により算定された値といた
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（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、1

年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出

ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則

として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約

電流の値とします。ただし、需給開始時点でご使用場所ごとに

設定されている契約電流の値が不明の場合は、他の小売電気事

業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐことや、当社

指定の値とすることがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されて

いる契約電流の値とします。ただし、需給開始時点でご使用場

所ごとに設定されている契約電流の値が不明の場合は、当社指

定の値とすることがあります。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契

約から、GREENa スタンダード ナイト割 R（中部電力エリア）

に切り替える場合は、原則として、他の電気料金メニューまた

は他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約電流の値を引き

継ぐものとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

します。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して

いただきます。ただし、当社の他の契約種別の電気供給

契約から切り替える場合は、当該他の契約種別の電気供

給契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐことがありま

す。なお、当該一般送配電事業者は、契約容量に応じて、

電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付ける

ことがあります。 

ただし、供給開始時点でご使用場所ごとに設定されてい

る契約電流の値に従い契約電流を決定する場合は、基本

料金の算定上、10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみ

なします。 

 

（４）契約容量の算定 

(3)の場合の契約容量は、原則として次により算定いたします。 

  ①供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。 

②供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトの場合 
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適当な装置を取り付けることがあります。 

（３）(1)の方法に従い契約電流の値が決定する場合、基本料金の算定

上、10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。 

（４）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応

じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器の定

格電流にもとづき計算された値等に決定することがあります。 

⑦ 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則

として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約

容量の値とします。ただし、需給開始時点でご使用場所ごとに

設定されている契約容量の値が不明の場合は、他の小売電気事

業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐことや、当社

指定の値とすることがあります。 

⑧  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

⑨  当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa スタンダード  ナイト割  R（中

部電力エリア）に切り替える場合は、原則として、他の

電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約

契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 
1

1,000
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終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（５）契約容量が、(１)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電

流にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開

閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業者

は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。 

【GREENa スタンダード ナイト割 A】 

各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前

11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議に

より定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のうち、い

ずれか大きい値といたします。 

（１）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12

月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適

用開始の日から前月まで（特別の事情がある場合は、料金適用開

始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間

とすることがあります。）の最大需要電力のうち、いずれか大き

い値といたします。ただし、本定義書により新たに電気の供給を

受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用

される場合には、本定義書による電気の供給を受ける前の電気の

供給は、契約電力の決定上、本定義書によって受けた電気の供給

とみなします。 

（２）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された

日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が

その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前

６ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（３）契約電力 

①各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。  

（イ）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始

の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の

最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで（特別

の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月まで

の間でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。ただし、本定義書により新たに電気

の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者

の供給設備を利用される場合には、本定義書による電

気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定

上、本定義書によって受けた電気の供給とみなします。 
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11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協

議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力の

うちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日

の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11

月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議

により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のう

ちいずれか大きい値とし、その１月の増加された日以降の期間

は，その期間の最大需要電力の値といたします。 

（３）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1 年を通じ

ての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を

含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の

最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお

客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。）の最大需

要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間

の各月の契約電力（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期

間については、その期間の契約電力といたします。）は、需要場所に

おける負荷設備の内容、電気のご使用状況等にもとづいて、お客さま

と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少された

日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から

前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社

との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む 1 月の

減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値が

お客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたしま

（ロ）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、

増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の

最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日ま

での期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある

場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議により定めた

期間とすることがあります。）の最大需要電力のうちい

ずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加され

た日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値

とし、その１月の増加された日以降の期間は，その期

間の最大需要電力の値といたします。  

（ハ）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、

1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らか

なときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の

前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電

力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内

でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値と

し、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力

（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間

については、その期間の契約電力といたします。）は、



845 

 

す。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。 需要場所における負荷設備の内容、電気のご使用状況

等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月

の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日か

ら前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が

お客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場

合（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期

間については、その期間の最大需要電力の値がお客さ

まと当社との協議によって定めた値を上回る場合とい

たします。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力

の値といたします。  

②①により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場

合の契約電力は、電気供給約款第 4 条（単位および端

数処理）にかかわらず、0.5 キロワットといたします。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用

期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を使用

された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の使用期

間 )で定める使用期間の日数です。）  

５ GREENa スタンダード ナイト割 R 

（６）電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネル

ギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額

を差し引き、または加えたものといたします。 

①基本料金 



846 

 

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料金

は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」の金額から半額とします。  

【GREENa スタンダード ナイト割 R】 

使用期間１日あたりの金額 

１契約につき最初の 10 キロボルトアンペア

まで 

48.88 円    

10 キロボルトアンペアをこえる 1 キロボル

トアンペアにつき 

9.40 円 

 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。

ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金

は、半額といたします。  

１契約につき最初の 10 キロボルトアンペア

まで 

1,487 円 04 銭  

上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき 286 円 00 銭 
 

【GREENa スタンダード  ナイト割  A】  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 9.40 円    
 

６ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（４）電気料金 

(省略) 

⑤ 基本料金 

(省略 ) 

契約電力 1 キロワットにつき 286 円 00 銭 
 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

５ GREENa スタンダード ナイト割 R 

（６）電気料金 

②電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の時間帯別の使用電力量に

よって算定いたします。  

デイタイム 1 キロワット時につき 38 円 71 銭 

ホームタイム 1 キロワット時につき 28 円 52 銭 
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整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

デイタイム 1 キロワット時につき 38.71 円 

ホームタイム 1 キロワット時につき 28.52 円 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 16.30 円 
 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 16 円 30 銭 

 

 

（同上） ６ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（４）電気料金 

②電力量料金 

(省略 ) 

デイタイム 1 キロワット時につき 38 円 71 銭 

ホームタイム 1 キロワット時につき 28 円 52 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 16 円 30 銭 
 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算される電気料

（新設） 
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金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付則に記載しま

す。 

（削除） ７ 使用電力量の算定 

(1)使用電力量の算定は、電気供給約款第 20 条（使用電力量等の計

量）に定めのあるとおり、当該一般送配電事業者の託送供給等約款

に従って行われるものといたします。 

 

(2)料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は、時間帯別

に、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値

といたします。デイタイムおよびホームタイムの使用電力量は、そ

れぞれ当該時間帯における 30 分ごとの使用電力量を合計した値と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また、

ナイトタイムの使用電力量は、原則としてその 1 月の使用電力量か

らその 1 月のデイタイムおよびホームタイムの使用電力量を差し引

いた値といたします。 

 

(3)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった

場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏まえ、

お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用

電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さま

と協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者との協議に

より定めた値を、計量された使用電力量といたします。）。この場合、
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協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）の適

用開始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定

める電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電

気の需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款

27（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュ

ーの変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の

電気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等で、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）の適

用期間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客

さまからの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需

給契約の解約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

（新設） 

８ 契約電流、契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流、契約容量または電気料金メ

ニューの変更（ナイト割各メニュー間の変更を含みます。以下

同様とします。）のお申し込みを承諾した場合には、変更後の

契約電流もしくは契約容量または変更後の電気料金メニュー

にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の

計量日または検針日より始まる使用期間の電気料金の計算に

５ GREENa スタンダード ナイト割 R 

（５）契約容量の変更 

①当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承諾した場

合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、当社がその変

更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の

電気料金の計算に適用します。 

⑥ お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を
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適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流、

契約容量もしくは契約電力を新たに設定、または契約電流、契

約容量もしくは電気料金メニューを変更した後の計量日また

は検針日から 1 年目の日が属する月の計量日または検針日ま

で、契約電流、契約容量または電気料金メニューを変更するこ

とはできません。 

（３）契約電流または契約容量の変更にともない、当社がお客さまに

対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）

(2)および(3)に準じます。 

新たに設定もしくは変更した後の計量日から1年目の日が属す

る月の計量日まで、契約容量を変更することはできません。 

③契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、電気事業法

にもとづく供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締

結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供給約

款の変更等）に準じます。 

９ GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義

書の変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリ

ア）の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の

変更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリ

ア）の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあ

らかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホーム

ページに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定

義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説

明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う

９ 本定義書の変更および廃止 

（１）当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約

款第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場

合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給

条件は、変更後の定義書によります。  

（２）当社は、本定義書を廃止することがあります。この

場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよ

び廃止日を当社ウェブサイトでの掲載その他適切な方法

によりお客さまにお知らせいたします。  

（３）本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気
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場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じ

ます。 

供給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義

書において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数

処理は、次のとおりとします。 

（１） 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

（２） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電流、契約容

量および契約電力）により定められた値が 0.5 キロワット以

下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。 

（３） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 
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第２ 付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ナイ

ト割 R/A（中部電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の

他の電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象と

して実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオク

トパスの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニュー

の新規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニ

ューの新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用で

きるものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）

全額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなる

まで、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、

割引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書

をご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリ

ア）の定義書９（GREENa スタンダード ナイト割 R/A（中部

電力エリア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa 

スタンダード ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義書を廃

止する場合があります。GREENa スタンダード ナイト割 R/A

（中部電力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお

客さまの他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他

メニューの新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホーム

ページに掲載します。 
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第３ 別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 32 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.233 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 3 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合  

契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、

交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧

は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合  

契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × （1 ÷ 1,000） 

(新設) 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 30 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ナイト割 R/A】 

（中部電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部

電力エリア）】（以下「GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エ

リア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電

気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご

使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定め

たものです。 

なお、GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義

書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準

単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定

された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）この契約種別定義書【GREENa RE100 ナイト割 R/A】（中部電

力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気

供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。愛知県、岐阜県（一部

を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、長野県、静岡県

（富士川以西） 

（３）本定義書に定める料金および燃料費調整における基準単価の

金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 （新設） 
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  GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア） の定義書は、

2022 年 3 月 30 日より実施します。 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）

の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需

給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa 

RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義書においても同様

の意味で使用します。 

（１）最大需要電力 

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款およ

びその他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に

定める接続供給電力の最大値をいいます。 

（２）デイタイム 

  毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし、土

曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月

2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日およ

び 12 月 31 日の該当する時間を除きます。 

（３）ホームタイム 

  休日等以外の毎日午前 8 時から午前 10 時までおよび午後 5 時か

ら午後 10 時までの時間、ならびに休日等の午前 8 時から午後 10

時までの時間をいいます。 

（４）ナイトタイム 

２ 定義 

次の言葉は、本定義書、契約種別に応じた料金表およびこの供給契

約において、それぞれ次の意味で使用いたします。 

（１）アンペアブレーカー契約  

アンペアブレーカー（電流制限器）の容量にもとづき、契約電流（ア

ンペア）を定める契約方式をいいます。  

（２）主開閉器契約  

主開閉器の定格電流値にもとづき、契約容量を決定する契約方式を

いいます。  

（３）実量契約  

メーターで計量した過去 1 年間（その 1 月と前 11 か月）の各月の最

大需要電力のうちの最も大きな値にもとづき契約電力を決定する契

約方式をいいます。  

（４）最大需要電力  

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款および

その他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に定め

る接続供給電力の最大値をいいます。  

その他、本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限

り電気供給約款によるものとします。 
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  デイタイムおよびホームタイム以外の時間をいいます。 

（５）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（６）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

（７）ナイト割各メニュー 

  GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義書にも

とづく電気料金メニューのうち、GREENa RE100 ナイト割 R、また

は GREENa RE100 ナイト割 A のいずれかをいいます。 

３ 時間帯区分 

時間帯区分は次のとおりといたします。  

（１）デイタイム  

毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし，別

表 3（休日等）に定める日の該当する時間を除きます。 

（２）ホームタイム  

別表 3（休日等）に定める日以外の毎日午前 8 時から午前 10 時

までおよび午後 5 時から午後 10 時までの時間、ならびに別表 3

（休日等）に定める日の午前 8 時から午後 10 時までの時間をい

います。 

（３）ナイトタイム  

デイタイムおよびホームタイム以外の時間をいいます。 

（削除） ４ 契約種別 

本定義書における契約種別は、次のとおりといたします。 

需要区分 契約種別 契約方式 
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電灯需要 
GREENa RE100  

ナイト割 R 

アンペアブレーカー契約 

主開閉器契約 

 
GREENa RE100 ナ

イト割 A 
実量契約等 

（１）適用する契約種別について  

新たにお客さまが「GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エ

リア）」にお申込みされた場合、原則として当該一般送配電事業

者が当該需要場所に定めた契約方式により、上記の表にしたがい

適用する契約種別を定めるものといたします。ただし、当該一般

送配電事業者が負荷設備契約として契約方式を定めていた場合

は、当社は実量契約に変更いたします。 

（２）契約方式の変更  

お客さまが希望し、かつ、当社との協議が整った場合は、当該一

般送配電事業者が当該需要場所に定めた契約方式を変更するこ

とがあります。また、変更の内容によっては工事が必要となる場

合があります。契約方式を変更した場合はそれにともない、契約

種別も変更となります。ただし、当該契約方式の適用開始の日以

降 1 年目の日が属する月の計量日までは、原則として他の契約

方式に変更することはできません。 

（３）書面の交付  

契約方式の変更にともない契約種別が変更され、当社がお客さま

に対し、電気事業法にもとづく供給条件の説明、契約締結前の書

面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款
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第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義書にも

とづく電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ナイト割 R/A（中

部電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお

客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用し

ます。 

【GREENa RE100 ナイト割 R】 

（１）契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下で

あること。または、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であ

り、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力

との合計（契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみな

します。契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワッ

トとみなします。）が 50 キロワット未満であること。 

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電流ま

たは契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上である

ものについても適用することがあります。この場合、一般送配

電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備

を施設することがあります。 

５ GREENa RE100 ナイト割 R 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する

ものに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa RE100 ナイト割」の

適用を希望されること。「GREENa RE100 ナイト割」の料

金適用開始の日以降 1 年目の日が属する月の計量日まで

は、原則としてこの契約種別以外の契約種別に供給契約

を変更することはできません。 

②契約容量が原則として 50 キロボルトアンペア未満であ

ること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約容量と

契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワ

ットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。ただし、

1 需要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが

希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事

業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上また

は経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 
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（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

【GREENa RE100 ナイト割 A】 

（１）契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電力の合計が 50 キロワット未満

であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電力の

合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

６ GREENa RE100 ナイト割 A 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa RE100 ナイト割」の

適用を希望されること。「GREENa RE100 ナイト割」の料

金適用開始の日以降 1 年目の日が属する月の計量日まで

は、原則としてこの契約種別以外の契約種別に供給契約

を変更することはできません。 

②契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電力と

契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需

要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望

され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者

の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経

済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 
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４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは

60 ヘルツとします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

５ GREENa RE100 ナイト割 R 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトおよび 200 ボルトもしくは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといた

します。ただし供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとする

ことがあります。 

（同上） ６ GREENa RE100 ナイト割 A 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトおよび 200 ボルトもしくは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといた

します。ただし供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとする

ことがあります。 

５ 契約電流、契約容量および契約電力 

【GREENa RE100 ナイト割 R】 

契約電流については、以下(1)(2)および(3)、契約容量については、以 

下(4)および(5)のとおり定めます。 

（１）契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 ア

ンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれ

５ GREENa RE100 ナイト割 R 

（３）契約容量 

契約容量は、原則として契約主開閉器の定格電流にもと

づき、(4)（契約容量の算定）により算定された値といた

します。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定して

いただきます。ただし、当社の他の契約種別の電気供給

契約から切り替える場合は、当該他の契約種別の電気供
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かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、1

年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出

ていただく契約電流の値等に決定することがあります。 

①他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則

として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約

電流の値とします。ただし、需給開始時点でご使用場所ごとに

設定されている契約電流の値が不明の場合は、他の小売電気事

業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐことや、当社

指定の値とすることがあります。 

②引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合

は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されて

いる契約電流の値とします。ただし、需給開始時点でご使用場

所ごとに設定されている契約電流の値が不明の場合は、当社指

定の値とすることがあります。 

③当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契

約から、GREENa RE100 ナイト割 R（中部電力エリア）に切り

替える場合は、原則として、他の電気料金メニューまたは他の

契約種別の電気需給契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐも

のとします。 

（２）一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の

適当な装置を取り付けることがあります。 

（３）(1)の方法に従い契約電流の値が決定する場合、基本料金の算定

上、10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。 

給契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐことがありま

す。なお、当該一般送配電事業者は、契約容量に応じて、

電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付ける

ことがあります。 

ただし、供給開始時点でご使用場所ごとに設定されてい

る契約電流の値に従い契約電流を決定する場合は、基本

料金の算定上、10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみ

なします。 

 

（４）契約容量の算定 

(3)の場合の契約容量は、原則として次により算定いたします。 

  ①供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100

ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）×
1

1,000
 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの

場合の電圧は、200 ボルトといたします。 

②供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200

ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（Ａ）× 電圧ボルト（Ｖ）× 1.732 
1

1,000
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（４）契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下

のいずれかに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応

じて、別表 2（契約容量の計算方法）により、契約主開閉器の定

格電流にもとづき計算された値等に決定することがあります。 

⑩ 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則

として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約

容量の値とします。ただし、需給開始時点でご使用場所ごとに

設定されている契約容量の値が不明の場合は、他の小売電気事

業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐことや、当社

指定の値とすることがあります。 

⑪  引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始す

る場合は、原則として、需給開始時点でご使用場所ごと

に設定されている契約容量の値とします。ただし、需給

開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量

の値が不明の場合は、当社指定の値とすることがあり

ます。 

⑫  当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電

気需給契約から、GREENa RE100 ナイト割 R（中部電力

エリア）に切り替える場合は、原則として、他の電気料

金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時

点の契約容量の値を引き継ぐものとします。 

（５）契約容量が、(１)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電

流にもとづき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開
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閉器を設定していただくとともに、当社および一般送配電事業者

は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。 

【GREENa RE100 ナイト割 A】 

各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前

11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議に

より定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のうち、い

ずれか大きい値といたします。 

（１）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12

月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適

用開始の日から前月まで（特別の事情がある場合は、料金適用開

始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間

とすることがあります。）の最大需要電力のうち、いずれか大き

い値といたします。ただし、本定義書により新たに電気の供給を

受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用

される場合には、本定義書による電気の供給を受ける前の電気の

供給は、契約電力の決定上、本定義書によって受けた電気の供給

とみなします。 

（２）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された

日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が

その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前

11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協

議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力の

うちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日

６ GREENa RE100 ナイト割 A 

（３）契約電力 

①各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。  

（イ）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始

の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の

最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで（特別

の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月まで

の間でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。ただし、本定義書により新たに電気

の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者

の供給設備を利用される場合には、本定義書による電

気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定

上、本定義書によって受けた電気の供給とみなします。 

（ロ）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、

増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の

最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日ま
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の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11

月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議

により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のう

ちいずれか大きい値とし、その１月の増加された日以降の期間

は，その期間の最大需要電力の値といたします。 

（３）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1 年を通じ

ての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を

含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の

最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお

客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。）の最大需

要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間

の各月の契約電力（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期

間については、その期間の契約電力といたします。）は、需要場所に

おける負荷設備の内容、電気のご使用状況等にもとづいて、お客さま

と当社との協議によって定めた値といたします。ただし，減少された

日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から

前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社

との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む 1 月の

減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値が

お客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたしま

す。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。 

での期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある

場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議により定めた

期間とすることがあります。）の最大需要電力のうちい

ずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加され

た日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値

とし、その１月の増加された日以降の期間は，その期

間の最大需要電力の値といたします。  

（ハ）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、

1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らか

なときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の

前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電

力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内

でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値と

し、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力

（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間

については、その期間の契約電力といたします。）は、

需要場所における負荷設備の内容、電気のご使用状況

等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月
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の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日か

ら前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が

お客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場

合（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期

間については、その期間の最大需要電力の値がお客さ

まと当社との協議によって定めた値を上回る場合とい

たします。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力

の値といたします。  

②①により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場

合の契約電力は、電気供給約款第 4 条（単位および端

数処理）にかかわらず、0.5 キロワットといたします。 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用

期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を使用

された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の使用期

間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料金

は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」の金額から半額とします。  

５ GREENa RE100 ナイト割 R 

（６）電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネル

ギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、

本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料費調整額

を差し引き、または加えたものといたします。 

①基本料金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。

ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金

は、半額といたします。  
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【GREENa RE100 ナイト割 R】 

使用期間１日あたりの金額 

１契約につき最初の 10 キロボルトアンペア

まで 

56.95 円    

10 キロボルトアンペアをこえる 1 キロボル

トアンペアにつき 

9.40 円 

 

１契約につき最初の 10 キロボルトアンペア

まで 

1,732 円 50 銭  

上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき 286 円 00 銭 
 

【GREENa RE100 ナイト割  A】  

使用期間１日あたりの金額 

契約電力 1 キロワットにつき 9.87 円    
 

６ GREENa RE100 ナイト割 A 

（４）電気料金 

(省略) 

⑦ 基本料金 

(省略 ) 

契約電力 1 キロワットにつき 300 円 30 銭 
 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 45,900 円

５ GREENa RE100 ナイト割 R 

（６）電気料金 

②電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の時間帯別の使用電力量に

よって算定いたします。  

デイタイム 1 キロワット時につき 39 円 87 銭 

ホームタイム 1 キロワット時につき 29 円 38 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 16 円 79 銭 
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を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

デイタイム 1 キロワット時につき 39.87 円 

ホームタイム 1 キロワット時につき 29.38 円 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 16.79 円 
 

（同上） ６ GREENa RE100 ナイト割 A 

（４）電気料金 

②電力量料金 

(省略 ) 

デイタイム 1 キロワット時につき 39 円 87 銭 

ホームタイム 1 キロワット時につき 29 円 38 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 16 円 79 銭 
 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算される電気料

（新設） 
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金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付則に記載しま

す。 

（削除） ７ 使用電力量の算定 

(1)使用電力量の算定は、電気供給約款第 20 条（使用電力量等の計

量）に定めのあるとおり、当該一般送配電事業者の託送供給等約款

に従って行われるものといたします。 

 

(2)料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は、時間帯別

に、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値

といたします。デイタイムおよびホームタイムの使用電力量は、そ

れぞれ当該時間帯における 30 分ごとの使用電力量を合計した値と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また、

ナイトタイムの使用電力量は、原則としてその 1 月の使用電力量か

らその 1 月のデイタイムおよびホームタイムの使用電力量を差し引

いた値といたします。 

 

(3)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった

場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏まえ、

お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用

電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さま

と協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者との協議に

より定めた値を、計量された使用電力量といたします。）。この場合、
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協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の適用開始

日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電

気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需

給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他

の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変

更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の

計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況

により所定の手続き終了までに時間を要する場合等で、当社が

変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日と

なることがあります。 

（２）GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の適用期間

は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまか

らの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約

の解約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

（新設） 

８ 契約電流、契約容量または電気料金メニューの変更 

（１）当社が、お客さまからの契約電流、契約容量または電気料金メ

ニューの変更（ナイト割各メニュー間の変更を含みます。以下

同様とします。）のお申し込みを承諾した場合には、変更後の

契約電流もしくは契約容量または変更後の電気料金メニュー

にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の

計量日または検針日より始まる使用期間の電気料金の計算に

５ GREENa RE100 ナイト割 R 

（５）契約容量の変更 

①当社が、お客さまからの契約容量の変更のお申込みを承諾した場

合には、変更後の契約容量にもとづく基本料金を、当社がその変

更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の

電気料金の計算に適用します。 

⑧ お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約容量を
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適用します。 

（２）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流、

契約容量もしくは契約電力を新たに設定、または契約電流、契

約容量もしくは電気料金メニューを変更した後の計量日また

は検針日から 1 年目の日が属する月の計量日または検針日ま

で、契約電流、契約容量または電気料金メニューを変更するこ

とはできません。 

（３）契約電流または契約容量の変更にともない、当社がお客さまに

対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）

(2)および(3)に準じます。 

新たに設定もしくは変更した後の計量日から1年目の日が属す

る月の計量日まで、契約容量を変更することはできません。 

③契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、電気事業法

にもとづく供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締

結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気供給約

款の変更等）に準じます。 

９ GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義書の変

更および廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定

義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に

準じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定

義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ

一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに

掲載します。 

（３）GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義書の

廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契

約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合

９ 本定義書の変更および廃止 

（１）当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約

款第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場

合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給

条件は、変更後の定義書によります。  

（２）当社は、本定義書を廃止することがあります。この

場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよ

び廃止日を当社ウェブサイトでの掲載その他適切な方法

によりお客さまにお知らせいたします。  

（３）本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気
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は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 供給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義書にお

いて電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、

次のとおりとします。 

（１） 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

（２） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電流、契約容

量および契約電力）により定められた値が 0.5 キロワット以

下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。 

（３） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

８ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 



879 

 

  



880 

 

第２ 付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ナイト割 

R/A（中部電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の

電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として

実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパ

スの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新

規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュー

の新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できる

ものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全

額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるま

で、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割

引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書を

ご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定

義書９（GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の

定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ナイト

割 R/A（中部電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa RE100 ナイト割 R/A（中部電力エリア）の定義書を

廃止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込

割の残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の

取り扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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第３ 別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 32 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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②お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （45,900 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  45,900 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (45,900 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900

円を上回り、かつ、68,900 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900

円を上回る場合  

平均燃料価格は、68,900 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (68,900 円 ― 45,900 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.233 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 23 銭 3 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合  

契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、

交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧

は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合  

契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × （1 ÷ 1,000） 

(新設) 

  



889 

 

 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 30 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa スタンダードナイト割 A】 

（関西電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa スタンダード ナイト割 A

（関西電力エリア）】（以下「GREENa スタンダード ナイト割 A（関

西電力エリア）の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款

（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小

型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の

条件を定めたものです。 

なお、GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の

定義書に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における

基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が

改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa スタンダードナイト割 A】（関西

電力エリア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電

気供給約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」

といいます。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客

さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたも

のです。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪

府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県

の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 

（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単
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価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア） の定義

書は、2022 年 3 月 30 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリ

ア）の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電

気需給約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa 

スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書においても

同様の意味で使用します。 

（１）最大需要電力 

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款およ

びその他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に

定める接続供給電力の最大値をいいます。 

（２）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（４）デイタイム 

  毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし、土

曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月

2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日およ

２ 定義 

次の言葉は、本定義書、契約種別に応じた料金表およびこの供給契

約において、それぞれ次の意味で使用いたします。 

（１）実量契約  

メーターで計量した過去 1 年間（その 1 月と前 11 か月）の各月の最

大需要電力のうちの最も大きな値にもとづき契約電力を決定する契

約方式をいいます。  

（２）最大需要電力  

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款および

その他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に定め

る接続供給電力の最大値をいいます。  

その他、本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限

り電気供給約款によるものといたします。 

 

３ 季節区分および時間帯区分 

（１）季節区分は次のとおりといたします。  

①夏季  

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 
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び 12 月 31 日の該当する時間を除きます。 

（５）ホームタイム 

  デイタイムおよびナイトタイム以外の時間をいいます。 

（６）ナイトタイム 

  毎日午前 0 時から午前 7 時までおよび午後 11 時から翌日の午前

0 時までの時間をいいます。 

（７）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（８）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

②その他季  

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）時間帯区分は次のとおりといたします。  

①デイタイム  

毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし，別

表 3（休日等）に定める日の該当する時間を除きます。 

②ホームタイム  

デイタイムおよびナイトタイム以外の時間をいいます。 

③ナイトタイム  

毎日午前 0 時から午前 7 時までおよび午後 11 時から翌日の午前

0 時までの時間をいいます。 

（削除） ４ 契約種別 

本定義書における契約種別は、次のとおりといたします。 

需要区分 契約種別 契約方式 
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電灯需要 
GREENa スタンダード ナイ

ト割 A 
実量契約等 

（１）適用する契約種別について  

新たにお客さまが「GREENa スタンダード ナイト割 A（東京電

力エリア）」にお申込みされた場合、原則として当該一般送配電

事業者が当該需要場所に定めた契約方式により、上記の表にした

がい適用する契約種別を定めるものといたします。ただし、当該

一般送配電事業者が負荷設備契約として契約方式を定めていた

場合は、当社は実量契約に変更いたします。 

３ 適用条件 

GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書

にもとづく電気料金メニュー（以下「GREENa スタンダード ナイ

ト割 A（関西電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器を

ご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するも

のに適用します。 

【GREENa スタンダード ナイト割 A】 

（１）電灯または小型機器の総容量が原則として 400 ボルトアンペア

をこえ、契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電力の合計が 50 キロワット未満

であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

５ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa スタンダード  ナイ

ト割」の適用を希望されること。「GREENa スタンダード  

ナイト割」の料金適用開始の日以降 1 年目の日が属する

月の計量日までは、原則としてこの契約種別以外の契約

種別に供給契約を変更することはできません。  

②電灯または小型機器の総容量が原則として 400 ボルト

アンペアをこえ、契約電力が原則として 50 キロワット未

満であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電力と

契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需
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当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電力の

合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望

され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者

の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経

済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

【GREENa スタンダード ナイト割 A】 

（１）電灯または小型機器の総容量が原則として 400 ボルトアンペア

をこえ、契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電力の合計が 50 キロワット未満

であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電力の

合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

５ GREENa スタンダード ナイト割 A 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa スタンダード  ナイ

ト割」の適用を希望されること。「GREENa スタンダード  

ナイト割」の料金適用開始の日以降 1 年目の日が属する

月の計量日までは、原則としてこの契約種別以外の契約

種別に供給契約を変更することはできません。  

②電灯または小型機器の総容量が原則として 400 ボルト

アンペアをこえ、契約電力が原則として 50 キロワット未

満であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電力と

契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需

要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望
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され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者

の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経

済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよ

び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツ

とします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3 相 3 線式標

準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたし

ます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることが

あります。 

５ 契約電力 

各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前

11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議に

より定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のうち、い

ずれか大きい値といたします。 

（１）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12

月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適

用開始の日から前月まで（特別の事情がある場合は、料金適用開

始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間

（３）契約電力 

①各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。  

（イ）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始

の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の

最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで（特別
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とすることがあります。）の最大需要電力のうち、いずれか大き

い値といたします。ただし、本定義書により新たに電気の供給を

受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用

される場合には、本定義書による電気の供給を受ける前の電気の

供給は、契約電力の決定上、本定義書によって受けた電気の供給

とみなします。 

（２）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された

日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が、

その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前

11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協

議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力の

うちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日

の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11

月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議

により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のう

ちいずれか大きい値とし、その１月の増加された日以降の期間

は，その期間の最大需要電力の値といたします。 

（３）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1 年を通じ

ての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された

日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、そ

の期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前

11 月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少さ

の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月まで

の間でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。ただし、本定義書により新たに電気

の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者

の供給設備を利用される場合には、本定義書による電

気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定

上、本定義書によって受けた電気の供給とみなします。 

（ロ）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、

増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の

最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日ま

での期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある

場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議により定めた

期間とすることがあります。）の最大需要電力のうちい

ずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加され

た日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値

とし、その１月の増加された日以降の期間は，その期

間の最大需要電力の値といたします。  

（ハ）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、

1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らか
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れた日以降 12 月の期間の各月の契約電力（減少された日を含む

1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力

といたします。）は、需要場所における負荷設備の内容、電気の

ご使用状況等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月の期間で、

その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需

要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によ

って定めた値を上回る場合（減少された日を含む 1 月の減少され

た日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客

さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたしま

す。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたしま

す。 

 

なときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の

前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電

力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内

でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値と

し、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力

（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間

については、その期間の契約電力といたします。）は、

需要場所における負荷設備の内容、電気のご使用状況

等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月

の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日か

ら前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が

お客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場

合（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期

間については、その期間の最大需要電力の値がお客さ

まと当社との協議によって定めた値を上回る場合とい

たします。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力

の値といたします。  

②①により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場

合の契約電力は、電気供給約款第 4 条（単位および端

数処理）にかかわらず、0.5 キロワットといたします。 



897 

 

６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用

期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を使  

用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の使用

期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料金

は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

１契約につき最初の 10 キロワットまで 72.32 円    

10 キロワットをこえる 1 キロワットにつき 13.01 円 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,100 円

（４）電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものとします。 

①基本料金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。

ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金

は、半額といたします。  

１契約につき最初の 10 キロワットまで 2,200 円 00 銭  

上記をこえる 1 キロワットにつき 396 円 00 銭 

②電力量料金 

電力量料金単価は、その 1 月の時間帯別の使用電力

量によって算定いたします。デイタイムのうち、夏季

に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用

された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたし

ます。  

デイ 

タイム 

夏季料金 1 キロワット時につき 28 円 96 銭 

その他季料金 1 キロワット時につき 26 円 33 銭 

ホームタイム 1 キロワット時につき 22 円 89 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 15 円 20 銭 
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を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

デイタイム 夏季料金 1 キロワット時につき 28.96 円 

ナイトタイム その他季料金 1 キロワット時につき 26.33 円 

ホームタイム 1 キロワット時につき 22.89 円 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 15.20 円 

 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

（削除） ６使用電力量の算定 

(1)使用電力量の算定は、電気供給約款第 20 条（使用電力量等の計

量）に定めのあるとおり、当該一般送配電事業者の託送供給等約款

に従って行われるものといたします。 

 

(2)料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は、時間帯別
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に、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値

といたします。デイタイムおよびホームタイムの使用電力量は、そ

れぞれ当該時間帯における 30 分ごとの使用電力量を合計した値と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また、

ナイトタイムの使用電力量は、原則としてその 1 月の使用電力量か

らその 1 月のデイタイムおよびホームタイムの使用電力量を差し引

いた値といたします。 

 

(3)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった

場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏まえ、

お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用

電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さま

と協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者との協議に

より定めた値を、計量された使用電力量といたします。）。この場合、

協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。 

７ 適用期間 

（１）GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の適用

開始日は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定め

る電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気

の需給開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27

（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニュー

の変更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電

（新設） 
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気の計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・

状況により所定の手続き終了までに時間を要する場合等で、当

社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針

日となることがあります。 

（２）GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の適用

期間は、(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さ

まからの電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給

契約の解約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８電気料金メニューの変更 

（１）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが電気料金メ

ニューを変更した後の計量日または検針日から 1 年目の日が

属する月の計量日または検針日まで、電気料金メニューを変更

することはできません。 

（２）電気料金メニューの変更にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書

面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)お

よび(3)に準じます。 

（削除） 

９ GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書

の変更および廃止 

（１）当社は、GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）

の定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（２）当社は、GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）

８ 本定義書の変更および廃止 

（１）当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約

款第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場

合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給

条件は、変更後の定義書によります。  

（２）当社は、本定義書を廃止することがあります。この
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の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームペー

ジに掲載します。 

（３）GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の定義

書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場

合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じま

す。 

場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよ

び廃止日を当社ウェブサイトでの掲載その他適切な方法

によりお客さまにお知らせいたします。  

（３）本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気

供給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書

において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処

理は、次のとおりとします。 

（１） 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

（２） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電流、契約容

量および契約電力）により定められた値が 0.5 キロワット以

下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。 

（３） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ ７ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ
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ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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第２ 付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa スタンダード ナイ

ト割 A（関西電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他

の電気料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象とし

て実施した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクト

パスの「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの

新規申込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニュ

ーの新規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用でき

るものとします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）

全額が割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなる

まで、割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、

割引内容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書

をご確認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）

の定義書９（GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エ

リア）の定義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa スタ

ンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書を廃止する

場合があります。GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電

力エリア）の定義書を廃止する場合で、廃止時点でお客さまの

他メニューの新規申込割の残額が残っている場合、他メニュー

の新規申込割の残額の取り扱いについて当社ホームページに

掲載します。 
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第３ 別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 32 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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⑨  お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,100 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,100 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100

円を上回り、かつ、40,700 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700

円を上回る場合  

平均燃料価格は、40,700 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (40,700 円 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月
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毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.165 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 
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電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）】新旧比較表 

 

新 旧 

（表紙） 

電気料金メニュー定義書 

【GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）】 

TG オクトパスエナジー株式会社 

小売電気事業者登録番号：A0793 

2022 年 3 月 30 日実施 

（表紙） 

契約種別定義書 

【GREENa RE100 ナイト割 A】 

（関西電力エリア） 

TG オクトパスエナジー株式会社 

2022 年 2 月 1 日実施 

 

（頭書） 

電気料金メニュー定義書【GREENa RE100 ナイト割 A（関西電

力エリア）】（以下「GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）

の定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以下「電気需給

約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご使用の

お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたもの

です。 

なお、GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書

に定める基本料金、電力量料金、および燃料費調整における基準単

価の金額は、全て消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定さ

れた場合は、改定後の消費税率にもとづき精算します。 

 

１ 適用 

（１）契約種別定義書【GREENa RE100 ナイト割 A】（関西電力エ

リア）（以下「本定義書」といいます。）は、当社の電気供給

約款（グリーナでんき）【低圧】（以下「電気供給約款」とい

います。）に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さま

へ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたもので

す。 

（２）本定義書は以下の地域に適用します。滋賀県、京都府、大阪

府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除きます。）、福井県

の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 

ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には

適用いたしません。 
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（３）本定義書に定める料金単価および燃料費調整における調整単

価の金額はすべて消費税等相当額を含みます。 

１ 実施期日 

  GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア） の定義書は、2022

年 3 月 30 日より実施します。 

（新設） 

２ 定義 

次の言葉は、GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の

定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、電気需給

約款に定義される言葉は、別段の定めがない限り、GREENa RE100 

ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書においても同様の意味で使

用します。 

（１）最大需要電力 

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款およ

びその他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に

定める接続供給電力の最大値をいいます。 

（２）夏季 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

（３）その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（４）デイタイム 

  毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし、土

曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月

２ 定義 

次の言葉は、本定義書、契約種別に応じた料金表およびこの供給契

約において、それぞれ次の意味で使用いたします。 

（１）実量契約  

メーターで計量した過去 1 年間（その 1 月と前 11 か月）の各月の最

大需要電力のうちの最も大きな値にもとづき契約電力を決定する契

約方式をいいます。  

（２）最大需要電力  

お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「当

該一般送配電事業者」といいます。）が定める託送供給等約款および

その他の供給条件等（以下「託送供給等約款」といいます。）に定め

る接続供給電力の最大値をいいます。  

その他、本定義書において使用される言葉は、別段の定めがない限

り電気供給約款によるものといたします。 

 

３ 季節区分および時間帯区分 

（１）季節区分は次のとおりといたします。  

①夏季  
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2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日およ

び 12 月 31 日の該当する時間を除きます。 

（５）ホームタイム 

  デイタイムおよびナイトタイム以外の時間をいいます。 

（６）ナイトタイム 

  毎日午前 0 時から午前 7 時までおよび午後 11 時から翌日の午前

0 時までの時間をいいます。 

（７）貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。 

（８）平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価

格を計算する場合の期間 とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま

での期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 

5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 

月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日ま

での期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 

10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、

10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 

月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌 年の 2 月 28 日ま

での期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期

間とします。）をいいます。 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

②その他季  

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

（２）時間帯区分は次のとおりといたします。  

①デイタイム  

毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし，別

表 3（休日等）に定める日の該当する時間を除きます。 

②ホームタイム  

デイタイムおよびナイトタイム以外の時間をいいます。 

③ナイトタイム  

毎日午前 0 時から午前 7 時までおよび午後 11 時から翌日の午前

0 時までの時間をいいます。 

（削除） ４ 契約種別 

本定義書における契約種別は、次のとおりといたします。 
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需要区分 契約種別 契約方式 

電灯需要 
GREENa RE100  

ナイト割 A 
実量契約等 

（１）適用する契約種別について  

新たにお客さまが「GREENa RE100 ナイト割 A（東京電力エリ

ア）」にお申込みされた場合、原則として当該一般送配電事業者

が当該需要場所に定めた契約方式により、上記の表にしたがい適

用する契約種別を定めるものといたします。ただし、当該一般送

配電事業者が負荷設備契約として契約方式を定めていた場合は、

当社は実量契約に変更いたします。 

３ 適用条件 

GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書にもと

づく電気料金メニュー（以下「GREENa RE100 ナイト割 A（関西

電力エリア）」といいます。）は電灯または小型機器をご使用のお客

さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用しま

す。 

【GREENa RE100 ナイト割 A】 

（１）電灯または小型機器の総容量が原則として 400 ボルトアンペア

をこえ、契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電力の合計が 50 キロワット未満

であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

５ GREENa RE100 ナイト割 A 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa RE100 ナイト割」の

適用を希望されること。「GREENa RE100 ナイト割」の料

金適用開始の日以降 1 年目の日が属する月の計量日まで

は、原則としてこの契約種別以外の契約種別に供給契約

を変更することはできません。 

②電灯または小型機器の総容量が原則として 400 ボルト

アンペアをこえ、契約電力が原則として 50 キロワット未

満であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電力と
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ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電力の

合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需

要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望

され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者

の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経

済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

【GREENa RE100 ナイト割 A】 

（１）電灯または小型機器の総容量が原則として 400 ボルトアンペア

をこえ、契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

（２）1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューと

あわせて契約する場合は、契約電力の合計が 50 キロワット未満

であること。  

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメ

ニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、

当社が認めたときは、（１）に該当し、かつ、（２）の契約電力の

合計が 50 キロワット以上であるものについても適用すること

があります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地

または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

（３）動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契

約せずに、動力を使用しないこと。  

５ GREENa RE100 ナイト割 A 

（１）適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当し、

かつ、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。 

①お客さまが 1 年を通じて「 GREENa RE100 ナイト割」の

適用を希望されること。「GREENa RE100 ナイト割」の料

金適用開始の日以降 1 年目の日が属する月の計量日まで

は、原則としてこの契約種別以外の契約種別に供給契約

を変更することはできません。 

②電灯または小型機器の総容量が原則として 400 ボルト

アンペアをこえ、契約電力が原則として 50 キロワット未

満であること。 

③1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電力と

契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需
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要場所において動力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望

され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者

の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経

済上、低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、

かつ、②の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上で

あるものについても適用することがあります。この場合、当該一

般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。 

４ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト

もしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよ

び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツ

とします。ただし、技術上やむを得ない場合には、交流 3 相 3 線式標

準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボル

トおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたし

ます。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは

200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることが

あります。 

５ 契約電力 

各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前

11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議に

より定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のうち、い

ずれか大きい値といたします。 

（１）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12

月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適

用開始の日から前月まで（特別の事情がある場合は、料金適用開

（３）契約電力 

①各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。  

（イ）新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始

の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の



918 

 

始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間

とすることがあります。）の最大需要電力のうち、いずれか大き

い値といたします。ただし、本定義書により新たに電気の供給を

受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用

される場合には、本定義書による電気の供給を受ける前の電気の

供給は、契約電力の決定上、本定義書によって受けた電気の供給

とみなします。 

（２）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された

日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が、

その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前

11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協

議により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力の

うちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日

の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11

月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議

により定めた期間とすることがあります。）の最大需要電力のう

ちいずれか大きい値とし、その１月の増加された日以降の期間

は，その期間の最大需要電力の値といたします。 

（３）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1 年を通じ

ての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された

日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、そ

の期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前

11 月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

最大需要電力と料金適用開始の日から前月まで（特別

の事情がある場合は、料金適用開始の日から前月まで

の間でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうち、いずれか大きい

値といたします。ただし、本定義書により新たに電気

の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者

の供給設備を利用される場合には、本定義書による電

気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定

上、本定義書によって受けた電気の供給とみなします。 

（ロ）需要場所における負荷設備を増加される場合等で、

増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の

最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日ま

での期間の最大需要電力と前 11 月（特別の事情がある

場合は、前 11 月以内でお客さまとの協議により定めた

期間とすることがあります。）の最大需要電力のうちい

ずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加され

た日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大

需要電力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月

以内でお客さまとの協議により定めた期間とすること

があります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値

とし、その１月の増加された日以降の期間は，その期

間の最大需要電力の値といたします。  

（ハ）需要場所における負荷設備を減少される場合等で、
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ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少さ

れた日以降 12 月の期間の各月の契約電力（減少された日を含む

1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力

といたします。）は、需要場所における負荷設備の内容、電気の

ご使用状況等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月の期間で、

その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需

要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によ

って定めた値を上回る場合（減少された日を含む 1 月の減少され

た日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客

さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたしま

す。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたしま

す。 

 

1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らか

なときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の

前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電

力と前 11 月（特別の事情がある場合は、前 11 月以内

でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあ

ります。）の最大需要電力のうちいずれか大きい値と

し、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力

（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間

については、その期間の契約電力といたします。）は、

需要場所における負荷設備の内容、電気のご使用状況

等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定

めた値といたします。ただし，減少された日以降 12 月

の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日か

ら前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が

お客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場

合（減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期

間については、その期間の最大需要電力の値がお客さ

まと当社との協議によって定めた値を上回る場合とい

たします。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力

の値といたします。  

②①により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場

合の契約電力は、電気供給約款第 4 条（単位および端

数処理）にかかわらず、0.5 キロワットといたします。 
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６ 電気料金 

（１）基本料金 

基本料金は、1 か月につき以下のとおりとします。  

「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使用

期間の日数」  

（「当月 1 か月の使用期間の日数」は実際に電気を使  

用された日数ではなく、電気需給約款 14(電気の使用

期間 )で定める使用期間の日数です。）  

ただし、1 か月まったく電気を使用しない月の基本料金

は、「使用期間 1 日あたりの金額」×「当月 1 か月の使

用期間の日数」の金額から半額とします。  

使用期間１日あたりの金額 

１契約につき最初の 10 キロワットまで 72.32 円    

10 キロワットをこえる 1 キロワットにつき 13.01 円 

（２）電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 14（電気の使

用期間） (1)に定める当月の使用電力量により、次のと

おりとします。ただし、別表 1（燃料費調整） (1)①に

よって計算された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場

合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された

燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調

整） (1)①によって計算された平均燃料価格が 27,100 円

（４）電気料金 

料金は、基本料金、電力量料金および本定義書別表 1（再生可能

エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エ

ネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料

金は、本定義書別表 2(燃料費調整)(1)④によって算定された燃料

費調整額を差し引き、または加えたものとします。 

①基本料金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。

ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金

は、半額といたします。  

１契約につき最初の 10 キロワットまで 2,200 円 00 銭  

上記をこえる 1 キロワットにつき 396 円 00 銭 

②電力量料金 

電力量料金単価は、その 1 月の時間帯別の使用電力

量によって算定いたします。デイタイムのうち、夏季

に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用

された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたし

ます。  

デイ 

タイム 

夏季料金 1 キロワット時につき 29 円 96 銭 

その他季料金 1 キロワット時につき 27 円 33 銭 

ホームタイム 1 キロワット時につき 23 円 89 銭 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 16 円 20 銭 
 



921 

 

を上回る場合は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

デイタイム 夏季料金 1 キロワット時につき 29.96 円 

ナイトタイム その他季料金 1 キロワット時につき 27.33 円 

ホームタイム 1 キロワット時につき 23.89 円 

ナイトタイム 1 キロワット時につき 16.20 円 

 

（３）電気料金の合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金、電力量料

金および電気需給約款で定める再生可能エネルギー発

電促進賦課金に加え、付帯メニューや割引等が適用さ

れる場合でその全てを反映した後の合計が負となると

きは、その 1 か月の料金は、 0 円とします。  

（４）友達紹介割 

電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算され

る電気料金を割引します。割引の詳細は別途電気需給約款の付

則に記載します。 

（削除） ６使用電力量の算定 

(1)使用電力量の算定は、電気供給約款第 20 条（使用電力量等の計

量）に定めのあるとおり、当該一般送配電事業者の託送供給等約款

に従って行われるものといたします。 

 

(2)料金の算定期間における各時間帯別の使用電力量は、時間帯別
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に、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値

といたします。デイタイムおよびホームタイムの使用電力量は、そ

れぞれ当該時間帯における 30 分ごとの使用電力量を合計した値と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また、

ナイトタイムの使用電力量は、原則としてその 1 月の使用電力量か

らその 1 月のデイタイムおよびホームタイムの使用電力量を差し引

いた値といたします。 

 

(3)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった

場合には、使用電力量は、当該一般送配電事業者が定める託送供給

等約款にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議を踏まえ、

お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用

電力量を定めます（ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さま

と協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者との協議に

より定めた値を、計量された使用電力量といたします。）。この場合、

協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。 

７ 適用期間 

（１）GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の適用開始日

は、電気需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気

需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款 9（電気の需給

開始）(1)に定める需給開始日とします。電気需給約款 27（他

の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変

更の場合には、原則として当社が変更を承諾した直前の電気の

（新設） 
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計量日または検針日とします。ただし、お申し込み内容・状況

により所定の手続き終了までに時間を要する場合等で、当社が

変更を承諾したのちに到来する電気の計量日または検針日と

なることがあります。 

（２）GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の適用期間は、

(1)に定める適用開始日から電気需給約款 29（お客さまからの

電気需給契約の解約）および 30（当社からの電気需給契約の解

約等）に定める解約日または終了日 までとします。 

８電気料金メニューの変更 

（１）お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが電気料金メ

ニューを変更した後の計量日または検針日から 1 年目の日が

属する月の計量日または検針日まで、電気料金メニューを変更

することはできません。 

（２）電気料金メニューの変更にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書

面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)お

よび(3)に準じます。 

（削除） 

９ GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書の変更

および廃止 

（１）当社は、GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の定

義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変更)に

準じます。 

（２）当社は、GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の定

８ 本定義書の変更および廃止 

（１）当社は、本定義書を変更する場合には、電気供給約

款第 2 条（電気供給約款の変更等）に準じます。この場

合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給

条件は、変更後の定義書によります。  

（２）当社は、本定義書を廃止することがあります。この
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義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ

一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに

掲載します。 

（３）GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書の廃

止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約

締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、

電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

 

場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよ

び廃止日を当社ウェブサイトでの掲載その他適切な方法

によりお客さまにお知らせいたします。  

（３）本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結

後の書面交付を行う場合は、電気供給約款第 2 条（電気

供給約款の変更等）に準じます。  

１０ 単位および端数処理 

GREENa スタンダード ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書

において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処

理は、次のとおりとします。 

（１） 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入します。 

（２） 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。ただし、５（契約電流、契約容

量および契約電力）により定められた値が 0.5 キロワット以

下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。 

（３） 当月の使用電力量は、使用期間について記録型計量器により

30 分単位で計量される使用電力量を合計した値とします。当

月の使用電力量が小数点以下の値となる場合、端数処理は行

わず、その値を電気料金の計算で使用します。 

（新設） 

１１ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ ７ FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再エ
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ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石 証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）を調達いたします。また、 当社は、当社所定の方法

によって、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書

（再エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたしま

す。 

ネ指定） 

当社がお客さまに供給する電気は、当社が調達する電気にあわせて

当社が FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）を調達いたします。また、当社は、当社所定の方法によ

って、FIT 非化石証書（再エネ指定）または非 FIT 非化石証書（再

エネ指定）の発電種別及び発電期間をお客さまに提示いたします。 
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第２ 付則 

新 旧 

１当社の他の電気料金メニューからのメニュー変更時における新規

加入割引の残額の取り扱いについて  

（１）当社の他の電気料金メニューから GREENa RE100 ナイト割 A

（関西電力エリア）にメニュー変更する際に、当社の他の電気

料金メニューの新規申込をされたお客さまを対象として実施

した割引（以下、「新規申込割」といい、ハジメテオクトパスの

「１万円割」を含みます。）の残額（以下「他メニューの新規申

込割の残額」といいます。）が存在する場合、他メニューの新

規申込割の残額を継続して電気料金の割引に利用できるもの

とします。他メニューの新規申込割の割引金額（税込）全額が

割り引かれ、他メニューの新規申込割の残額がなくなるまで、

割引を行います。他メニューの新規申込割の適用条件、割引内

容、割引期間の詳細は、対象の電気料金メニュー定義書をご確

認ください。 

（２）電気需給約款 29（お客さまからの電気需給契約の解約）や 30

（当社からの電気需給契約の解約等）にもとづいて当社との電

気需給契約が解約または終了となり、電気需給契約の解約日

（または終了日）直前の計量日または検針日から解約日（また

は終了日）の前日までの使用期間にもとづく電気料金（以下、

「解約直前の電気料金」といいます。）から他メニューの新規

申込割の残額を割り引いた後もさらに他メニューの新規申込

（新設） 
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割の残額が残る場合、その残額は解約直前の電気料金の請求日

時点で消滅します。 

（３）当社は、GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の定

義書９（GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の定

義書の変更および廃止）にもとづき、GREENa RE100 ナイト割 

A（関西電力エリア）の定義書を廃止する場合があります。

GREENa RE100 ナイト割 A（関西電力エリア）の定義書を廃

止する場合で、廃止時点でお客さまの他メニューの新規申込割

の残額が残っている場合、他メニューの新規申込割の残額の取

り扱いについて当社ホームページに掲載します。 
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第３ 別表 

新 旧 

（電気需給約款に記載） １ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネル

ギー特別措置法第 32 条第 2 項に定める納付金単価に相当する

金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価

を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）

および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

 

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該

再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価に係る納付金単価

を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の

検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。 

 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

①再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使

用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可

能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金

額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。  
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⑩  お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法

第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お

客さまから当社にその旨を申し出ていただいたとき

の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおり

といたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検

針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事業所が再

生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直

後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー

発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生

可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3

項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以

下「減免額」といいます。）を差し引いたものといた

します。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数

は、切り捨てます。  

1 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の計算 

①平均燃料価格 

2 燃料費調整 

（１）燃料費調整額の算定 

①平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、
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原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿

易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算

式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の

端数は、10 円の位で四捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化

天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭

価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当

たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第

1 位で四捨五入します。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次

の算式によって算定された値といたします。なお、平均

燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、 10

円の位で四捨五入いたします。  

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均

石炭価格 

α＝0.0140 

β＝0.3483 

γ＝0.7227 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および

1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

②燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭と

し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

(イ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100
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イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （27,100 円  －  平均燃料価格）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円

を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝  （平均燃料価格  －  27,100 円）  

× （ (2)の基準単価  ÷ 1,000）  

③燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料

費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単

価適用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、

次のとおりとします。 

ただし、電気需給契約を解約した場合で、解約日がその直前の計量

日または直前の検針日が属する月の場合には、燃料費調整単価適用

期間は、解約前の計量日の前の計量日から解約前の計量日の前日ま

で、または解約前の検針日の前の検針日から解約前の検針日の前日

までの期間とします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

円を下回る場合  

燃料費調整単価 

＝ (27,100 円 ― 平均燃料価格) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
  

(ロ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100

円を上回り、かつ、40,700 円以下の場合  

燃料費調整単価 

＝ (平均燃料価格 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

(ハ ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40,700

円を上回る場合  

平均燃料価格は、40,700 円といたします。 

燃料費調整単価 

＝ (40,700 円 ― 27,100 円) ×  
(𝟐)の基準単価

𝟏,𝟎𝟎𝟎
 

③燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された

燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料

費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間

は次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年 1 月 1 日から 3 月 その年の 5 月の検針日から 6 月



932 

 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31

日までの期間 

その年の 5 月の計量日または検針

日から 6 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30

日までの期間 

その年の 6 月の計量日または検針

日から 7 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31

日までの期間 

その年の 7 月の計量日または検針

日から 8 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30

日までの期間 

その年の 8 月の計量日または検針

日から 9 月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31

日までの期間 

その年の 9 月の計量日または検針

日から10月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31

日までの期間 

その年の10月の計量日または検針

日から 11月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までの期間 

その年の11月の計量日または検針

日から12月の計量日の前日または

検針日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の12月の計量日または検針

日から翌年の 1 月の計量日の前日

31 日までの期間 の検針日の前日までの期間 
毎年 2 月 1 日から 4 月

30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 3 月 1 日から 5 月

31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 4 月 1 日から 6 月

30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 5 月 1 日から 7 月

31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日から 10 月

の検針日の前日までの期間 
毎年 6 月 1 日から 8 月

31 日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11

月の検針日 の前日までの期間 
毎年 7 月 1 日から 9 月

30 日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12

月の検針日の前日までの期間 
毎年 8月 1 日から 10 月

31 日までの期間 

その年の 12 月の検針日から翌年

の 1 月の検針日の前日までの期

間 

毎年 9月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12

月 31 日までの期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌

年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の

検針日の前日までの期間 
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または検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月

30 日までの期間 

翌年の 1 月の計量日または検針日

から 2 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月

31 日までの期間 

翌年の 2 月の計量日または検針日

から 3 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の

1 月 31 日までの期間 

翌年の 3 月の計量日または検針日

から 4 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の

2 月 28 日までの期間（翌

年が閏年となる場合は、

翌年の 2月 29日までの期

間）  

翌年の 4 月の計量日または検針日

から 5 月の計量日の前日または検

針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された

燃料費調整単価を適用して計算します。 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1 キロワット時につき 0.165 円 

 

毎年 12 月 1 日から翌

年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年とな

る場合は、翌年の 2 月

29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の

検針日の前日までの期間 

④燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって算定さ

れた燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 16 銭 5 厘 
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（３）燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル

当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 ト

ン当たりの平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整

単価を当社のホームページに掲載します。 

2 契約容量の計算方法 

お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量は、次により計算し

ます。 

（１）供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボ

ルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト

および 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞ

ﾙﾄ) × （1 ÷ 1,000） なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび

200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。 

（２）供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボ

ルトの場合 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) × 電圧(ﾎﾞﾙﾄ) × 1.732 × 

（1 ÷ 1,000） 

(新設) 
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